
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務常任委員会 

予算・決算常任委員会総務分科会 

 

 

 

（平成27年９月14日） 



- 1 - 

                                 ９：５９開議  

〔決算常任委員会分科会〕 

○ 竹野兼主委員長 

金曜日に引き続きまして、決算常任委員会総務分科会を進めていきたいと思います。 

 まずは、辻部長、ご挨拶をお願いいたします。 

 

○ 辻総務部長 

 おはようございます。総務部でございます。 

 金曜日、先週に引き続いてということで総務部のほう、きょうは朝一からご無理をお願

いしたいと思います。総務部は８課ございます。それとあと２委員会の決算審査のほうを

よろしくお願いしたいと思います。 

 加えまして、委員会としまして今回、条例改正を４件お願いしております。大きく分け

ますと、マイナンバーの関係で、どうしても整理しておくべき点と、年金一元化で法律改

正に伴う条例の調整、それと、加えまして、申しわけございませんが、きょうは協議会を

１件ご無理お願いしております。これもマイナンバーの関係なんですけれども、マイナン

バーの制度が始まりますので、それに関連をいたしましてどうしても条例化しておかない

と、今やっておる業務もできない業務がございまして、それを、まだちょっと早いんです

けど、11月定例月議会で条例改正を今、執行部のほうでは予定しておりますが、それに先

立ってパブコメのほうをさせていただきたいと思います。そのご案内をさせていただくと

いう盛りだくさんな内容になってございます。 

 タイトな日程の中、まことに恐縮ですが、よろしくお願いしたいと思います。どうぞ、

よろしくお願いします。 

 

    議案第17号 平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について 

     一般会計 

      歳出第２款 総務費 

         第１項 総務管理費 

          第１目 一般管理費中総務課、人事課、調達契約課、検査室関係部

分 

          第２目 人事管理費 
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          第３目 恩給及び退職年金費 

          第４目 文書広報費中総務課関係部分 

          第９目 計算記録管理費 

          第16目 人権推進費 

          第22目 諸費中総務課関係部分 

         第４項 選挙費 

         第５項 統計調査費 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定につい

て、一般会計、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費中総務課、人事

課、調達契約課、検査室関係部分、第２目人事管理費、第３目恩給及び退職年金費、第４

目文書広報費中総務課関係部分、第９目計算記録管理費、第16目人権推進費、第22目諸費

中総務課関係部分、第４項選挙費、第５項統計調査費につきまして、８月26日に委員会別

議案聴取会のほうで全体の説明を終わっておりますので、それについての追加資料につい

ての説明を求めます。 

 

○ 森調達契約課長 

 資料のほうでございますが、お手元の総務常任委員会関係資料というものをごらんくだ

さい。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 置いてもらってあったやつですね。 

 

○ 森調達契約課長 

 じゃ、表紙を２枚めくっていただきますと１ページになりますが、１ページのほうが建

設工事の変更契約及び成績評定に関しての資料となります。 

 私のほうからは、１の平成26年度建設工事関係の変更契約状況について説明をさせてい

ただきます。 

 （１）から（４）の４項目に分類して表を整理しております。（１）は競争入札により
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契約したもの、（２）は随意契約によって契約したものです。また、（３）と（４）は競

争入札による契約ですが内容で分けておりまして、まず（３）は道路修繕など小規模な修

繕工事を側溝１個当たりや舗装１㎡当たりといった単価で契約しているものになります。

次に、（４）は除草、つまり草刈りなど、建設業法による工事ではないものの工事に準じ

た条件で契約しているものになります。 

 そして、それぞれ、私ども調達契約課で変更契約手続を行っている本庁分と合わせて、

その下に上下水道局の分も記載をしております。 

 また、数値は、左からまず全体の契約件数、次に、そのうち変更契約を行った件数、ま

た、そのうち工期変更だけの件数となっております。そして、次に、当初と変更後の契約

金額になります。さらに、一番右に変更契約件数を全体の契約件数で割った率と、変更後

契約金額を当初契約金額で割った率を記載しております。 

 それでは具体的に（１）の表をごらんください。中段の本庁の行を見ていただきますと、

昨年366件、一般競争入札による契約を行いまして、８件の工期変更も含め、256件、全体

の69.9％について変更契約を行っております。また、金額で見ますと、率にして2.6％の

増額となっております。 

 このような形で（２）から（４）もご参照いただきたいと思いますが、建設工事関係全

体では本庁の契約の54.7％について変更契約を行っております。なお、これら変更契約に

つきましては、設計図書と工事現場の状況が一致しない場合や、発注のときに確認困難な

要因に基づく場合など、やむを得ず当初設計に差異が生じた場合に限って、工事担当課の

設計変更に基づき調達契約課で契約手続を行っているところでございます。 

 １ページの１、（１）から（４）につきましては、以上でございます。 

 

○ 石田検査監 

 続きまして、１ページ、２の平成26年度工事成績評定監督職員と検査職員、検査結果の

差異につきまして説明をさせていただきます。 

 この表につきましては、あわせて委員会別議案聴取会のときにお示しさせていただきま

した決算常任委員会資料、こちらの10ページをあわせてごらんください。 

 決算常任委員会資料の10ページでございますけれども、こちらの10ページの下半分の表

のところでございます。３工事成績評定の結果というところで、検査室業務の検査結果の

評定結果を述べさせていただいております。この表の判定結果、一番左の端でございます
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けれども、工事の成績につきましては、優秀から不良までの５ランクで工事成績を評定さ

せていただいております。 

 この先に、関係資料の１ページの部分でございますけれども、差異というところで、こ

の優秀から不良までの５段階で評価をさせていただいておりますけれども、監督職員につ

きましては工事の成績の評定を10項目、検査員につきましては５項目につきまして優秀か

ら不良までの評価をさせていただいております。 

 その中で、森委員から資料の請求がございました評価項目の細目でございますけれども、

検査職員と監督職員が同じ項目につきまして評定を行っている箇所がございます。１ペー

ジの一番下のところでございますけれども、評価項目、細目のとことの出来形、それと、

その下の使用材料、この二つの項目につきまして、監督職員と検査職員が同じ評定を行っ

ております。 

 この中で、監督職員と検査職員の検査結果に差異があるかというご請求でございました

ので、この表の左から三つ目の監督職員と検査職員が同一評価を行っている段階の部分で、

出来形につきましては368件中230件の62.5％が同一評価を行っておりました。その中で、

その左の部分でございますけれども、監督職員が検査職員より高い評価があった部分が

113件、30.7％、それと、監督職員が検査職員よりも低い、検査職員のほうが高い評価が

あったということが25件ということで計368件、使用材料につきましても同じような形で

表にあらわせていただいております。 

 その表外の下のところでございますけれども、米印１で営繕工事につきまして、建築、

電気、機械、設備工事のプラントの４業務170件につきましては、出来形は監督職員に評

価項目がないということで比較はできないということで、出来形と使用材料につきまして

の検査件数につきまして差異が生じております。 

 以上でございます。 

 

○ 藤田人事課長 

 私のほうからは、人事課に資料請求いただいた項目について資料説明をさせていただき

ます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 地区市民センター、小学校、中学校の職員の配置状況についてでございます。 

 地区市民センターの館長、副館長、それと、小学校、中学校の校長、教頭先生の居住地
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につきまして、地区内、隣接地区、その他地区という区分をいたしましてお示しをさせて

いただきました。地区内の在住者は合計４名、隣接地区在住者は約４分の１の42名でござ

いました。 

 右の端の欄でございますけれども、災害時の初動対応のために各地区市民センターに４

名ずつ配置いたしております緊急分隊員を同じように地区内、隣接地区、その他地区に区

分させていただきました。６割弱が地区内の在住者、４割が隣接地区在住者で配置をさせ

ていただいております。 

 また、欄外でございますけれども、緊急分隊員とは別途、この平成27年度から指定避難

所担当職員ということで、74カ所の指定避難所の開設でありますとか運営を担当する職員

といたしまして83名を配置させていただいたところでございます。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 過去３カ年の採用職員のうち、土木、建築の技術職員の出身校でございます。 

 下段にございますように、北勢地域の高校ということで、市内から通学範囲内である北

勢地域の高校出身者数ということで内数でお示しをさせていただきました。 

 まず、土木技師でございます。高校卒の採用者におきましては、平成27年度に北勢地域

高校出身者１名でございました。大学卒の採用者におきましては、北勢地域高校出身者、

平成25年度は５名、平成26年度３名、平成27年度６名と、半数以上が北勢地域高校出身者

でございました。 

 また、建築技師の高校卒の採用者はございませんでしたが、大学卒の採用者につきまし

てはほとんどが北勢地域の高校出身者となってございます。 

 つづきまして、４ページをお願いいたします。 

 病気休暇、休職者の年度別推移といたしまして、１カ月以上病欠した職員数というもの

をお示しさせていただいております。 

 平成26年度でございますが、一月以上病欠したものは56名で、その内数としてメンタル

疾患で休んだ職員39名ございました。 

 また、下段でございますけれども、毎月２回男女各１名の臨床心理士によりましてここ

ろの健康相談を実施しておりますけれども、平成26年度の実績ということで、相談件数延

べ62件の実人数ということで利用者の所属部署の本人相談、部下の相談ごとにお示しをさ

せていただいておりまして、政策推進部を初め、８部署の職員からの相談の実績となって

おります。 
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 続きまして、５ページをお願いいたします。 

 こちらは、市立四日市病院の看護師の採用者数のうち、四日市看護医療大学の卒業生数

ということで、平成26年度でございますが、60名の採用者のうち28名が四日市看護医療大

学の卒業生となっておりまして、割合といたしまして46.7％でございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 説明はお聞き及びのとおりです。 

 ご質疑がございましたら、ご発言願います。 

 

○ 森 康哲委員 

 資料を整えていただいてありがとうございます。 

 まず、先ほど説明していただいた１ページ、契約変更の率なんですけれども、かなりま

だ工期変更や金額を変更したというのが多いのかなという感想でございます。 

 これ、上下水道局の数字は以前お聞きした数字よりもかなり、20ポイントぐらい改善さ

れていると思うんですけれども、これの改善した一番の要因って何か把握されていますで

しょうか。 

 

○ 森調達契約課長 

 上下水道局に関しましては、ご承知のとおり上下水道局の総務課のほうで契約手続を行

っておりまして、そのあたりまでは承知をしておりません。ただ、上下水道局の数値も昨

年度が飛び抜けてちょっと多かったというふうに伺っております。平均でいくと平成24年

度が76.4％、平成25年度が86.9％、平成26年度が78.4％というようなところで聞いており

ます。 

 

○ 森 康哲委員 

 改善した点があっても理由はわからないと、じゃ、ふえてもわからないということにな

りますので、その辺、やはりどういう原因があってこれだけ契約変更や金額変更があった

のかというのをやはり把握する必要はあると思うんですよ。そうしないと、予定価格をせ

っかくはじき出して工期を決めたのにそれが守られない、何らかの理由があって延ばさざ



- 7 - 

るを得ないとか金額を変更しなきゃいけないとなってくると思うので、その辺、考え方は

どうなんでしょうかね。 

 

○ 森調達契約課長 

 変更契約に関しましては、近年の公共工事の品質確保の促進に関する法律の改正の流れ

の中でも変更契約手続はしっかりとやるようにという形で国のほうからも出ておりまして、

細かいものについても変更を行うようにしております。よって、件数的にはふえてきてお

るというところがあろうかと思います。 

 ただ、根拠なき変更はいけませんので、当初設計の段階でいかにどこまで詰めていける

かというところが課題になっておると思います。 

 例えば、現場をしっかりと設計前に地盤調査をやり切るのか、どこまでやるのが妥当か

というところが非常に難しいところであると思いますし、場合によって水が出る量なんか

も変わってくるもんですから難しいと。さらに、建築なんかですと、例えば、最近多いの

が外壁改修の建築工事が多いですけれども、こういった外壁改修も実際に足場を組んで外

壁をたたいてみて、その結果、タイルなんかの交換が必要であれば交換をしていくという

ような状況がありまして、そういったものは現況にあわせての適正な変更ということが必

要となってまいる、こういう状況もありまして、その辺全体、ケース・バイ・ケースでご

ざいますので、森委員おっしゃられる意図は適正に変更契約を行うようにというところだ

と思いますので、その辺は十分留意して努めてまいりたいというふうに思います。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 課長、国が契約変更を進めなさいという、その基本的な方針的なものって何かあるんで

すか。 

 

○ 森調達契約課長 

 済みません、ちょっと言葉足らずでしたが、国もどんどん変更契約を行えというもので

はなくて、逆にいうと言葉は悪いですが、業者さんを泣かさないように、しっかりと必要

なものは変更するようにという意図でございます。 

 

○ 森 康哲委員 
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 本来なら入札時の予定価格内、期間内に工事をやっていただくのが本来の姿だと思うん

ですよ。やむを得ず変更するということだと思うので、例えば、金額にしろ、工期にしろ、

倍以上変わる変更というのはあり得るんでしょうか、当初の予定から。 

 

○ 森調達契約課長 

 一定のルールとしては、３割を超えて変更というのは追加工事に値するという考え方を

持っております。そういう意味では３割を超えるようなものというのは、年間にどうでし

ょう、私の記憶では１件か２件程度だと思います。それと、工期については倍というとち

ょっとわかりませんが、確かに現場に入ってから地域の皆さんとの調整であるとか、それ

こそ大きな工法の変更をしなければならないとか、そういったことで工期延伸があるもの

もあろうかと思います。 

 

○ 森 康哲委員 

 例えば、事故が起きたとか、そういうので変更というのもあり得るということでしたね。 

 

○ 森調達契約課長 

 事故によりまして、例えば、一定期間工事をとめる必要が出たとか、そういう場合です

と工期に影響することがあろうと思いますし、事故の内容でいわゆる設計図書に変更を生

ずるようなものがあれば変更になろうかと思いますが、事故そのものに対しての変更とい

うのは余りないかと思います。 

 

○ 森 康哲委員 

 当然、死亡事故等があれば議会にも報告はしていただくようになっておるんですかね。 

 

○ 森調達契約課長 

 死亡事故があれば、いわゆる事故があると、その過失の問題で、労働基準監督署や警察

のほうから過失となれば、指名停止基準に基づいて資格停止を行っていくというところな

んですが、そんな中で、全て議会の皆さんのほうに報告をさせていただくというルール化

はございませんけれども、おっしゃられるように死亡事故とまでなれば、その内容に応じ

て報告することも必要になろうかと思います。 
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○ 森 康哲委員 

 そのような案件がもしあるとするならやはり報告をしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 続けてよろしいですか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○ 森 康哲委員 

 同じ１ページの資料の一番下段なんですが、工事成績評価が原課職員と検査室職員と差

異があるやないやというところを表示していただきました。ありがとうございます。 

 これを見ましても、本来ならこれも同一評価であるべき姿が望ましいと思うんですけれ

ども、やはり主観が入ってきたりしているのかなというのも読み取れます。 

 どちらがどちらと、監督職員のほうがいい評価のときもあれば、検査職員がいい評価の

ときもあると。どっちもどっちだと思うんですけれども、これは、一緒のように近づける

ような努力というのはされているんでしょうか。 

 

○ 石田検査監 

 評定なんですけれども、監督職員といいますのは、契約してから完成するまでの期間の

部分につきまして業者さんと話をしながら現場を進めていくと。検査職員といいますのは、

その物ができ上がってから原課のほうから完成の図書が上がってきて、その書類に基づい

て、まず、書類審査をさせていただく、検査をさせていただく、それと、現場のほうへ行

かせていただいて、現場の実地検査というところで、最終的な部分で検査の評定をするん

ですけれども、やはり監督職員というのは先ほど言いました長い期間を受注者さんとして

いく中で、自分のほうで監督職員として受注者さんのほうと指導を、指示をしながら物を

つくり上げていってそれのプロセスの部分で評価をするというところで、特に監督職員が

検査職員よりも高い評価という部分については、物ができあがって見に行ったときに、監

督職員はやはりこれでいいと思って検査のほうへ回してくるんですけれども、検査職員と

いうのは違う目で見たときに、書類であったりとか現場の部分でこれはどうなのかという
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ようなところで、監督職員がちょっと及ばんところで評価をしていくというところの部分

で検査職員のほうが指摘をする場合については監督職員よりも厳しいといいますか、そう

いうような評価になる。 

 それと、検査職員というのは、先ほども言いましたように最後の、監督職員がプロセス

の中で受注者さんと指導をしながらその物を完成させていったというところの部分で、非

常にそういったところの労力がある部分で検査職員が最後に見に行ったときによかったよ

という中でも、監督職員がその前に、前の段階で受注者さんに対して指導をして最後の完

成形に持っていったというようなところの評価もあるもんで、そういったところでいきま

すと、検査職員のほうが最後の完成形を見てきちっとできあがっているよねということで

評価をするんですけれども、監督職員がその前のプロセスの段階で受注者さんのほうと、

指導も含めた評価をされる場合もあるもんで、そういったところで差異が出てくるのかな

と。 

 ただ、先ほど議員おっしゃっていただいたように、違う目で見ていくというところの部

分について評価というのはやはりあるべきなのかなと。その中で、やはり検査職員と監督

職員がそのものの評価に対しての、プロセスの部分も含めた形で認識をきちっと持った形

で評価していくというのが非常に大事なのかなというふうに思っております。 

 ですから、違う目で見て、評価が別々になったというのはやむを得ないというよりも、

なぜそのようになったのかという部分について、きちっと監督職員から検査職員は聴き取

った上で適正な評価をしていくべきだと思っておりますし、検査職員に対してもそのよう

な指導も今させていただいております。 

 それと、まず、受注者さんのほうも一生懸命、現場のほうをやっていただいておると思

いますもんで、一番大事なのはそれぞれの立場できちっとした適正な評価を行っていくと

いう部分が非常に大事だと思っておりますので、そういった部分について監督職員、それ

から、受注者に対しても検査を通じて指導もさせていただきたいと思っておりますし、今

後もそれはさせてもらうつもりでおります。 

 

○ 森 康哲委員 

 ごもっともなことだと思います。しかし、やはり差が出づらいこの使用材料や出来形、

そういうところに関しては主観がどうしても入ってくると思うんですよ。検査職員と監督

職員と、どうしても差異が出るというのは主観の部分もあろうかと思います。その辺をど
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う詰めていくのか。公平な目でしっかりとできるような体制を望みます。これはもう意見

だけで。 

 次へ行ってよろしいですか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 続けてお願いします。 

 

○ 森 康哲委員 

 人事課のほうで職員の配置が読み取れる資料を出していただきました。 

 これを見ても、やはり地域内に居住されている地区市民センターの館長、副館長はゼロ

なんですね。災害時、どうするんですかね。その他地区在住者というのは、これは市外も

含めてだと思うんですけれども、地区市民センターの館長さんや副館長さんが一番に地域

のいろいろな司令塔になり得る位置にいると思うんですけれども、これを見てちょっとび

っくりしました。災害時にその中心となる行政の職員がすぐ参集することができないとい

うのがこれを見て読み取れます。 

 また、避難所に指定されている小中学校、ここの責任者たる校長先生や教頭先生におい

ても同じようなことが読み取れます。これを人事的に見てどう、まず思われますか。 

 

○ 藤田人事課長 

 地区市民センターの館長、副館長につきましては、住所要件でもって人員配置をいたし

ておるわけではございませんので、結果として、たまたま隣接地区在住、館長８名、副館

長４名で、地区内在住者はゼロ名であったとなっておりますけれども、災害時のための緊

急分隊員という者をその地区に配置してございますので、緊急時の対応、とりあえず緊急

分隊が対応して、その後の地区分隊としてセンターの職員が駆けつけて対応するというよ

うな形で考えております。 

 

○ 森 康哲委員 

 じゃ、お聞きしますけど、この緊急分隊員の方々というのは、地区市民センターの鍵を

持っていて開けることができるのかどうかというのと、自治会長さんや、また、消防分団

や地区防災組織などと交流はあるんでしょうか。私が見ている限り、地区のそういう防災
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訓練など等に参加はしているけれども話はしたことがないとか、名前も知らないとか、そ

ういう状態だと思うんですが、その辺、現況を教えてください。 

 

○ 藤田人事課長 

 まず、地区市民センターの鍵でございますけれども、緊急分隊員はそれぞれ持っており

まして、災害時に入るための練習もしてございます。 

 それと、あと各地区の自治会長さんであるとか防災組織との交流でございますけれども、

防災訓練には必ず出席をする、それと、防災訓練以外に室内での訓練も、私、以前におっ

たところではやっておるんですけれども、その場での意見交換とかそういったことをして

顔見知りになって災害時にどこの誰が来たんや、わからないというようなことはないよう

にしていただいておると、そのように思っております。 

 

○ 森 康哲委員 

 本当にそうですか、確認されていますか。先々週、羽津地区の防災訓練を実施されまし

たけれども、緊急分隊員の方、１人も見えていませんでした。羽津中学校で、見に来てい

たのは財政経営部の職員が２名、鍵を開けるために見えていました。どこへ行っていたん

ですかね。 

 

○ 藤田人事課長 

 済みません、羽津地区においてのその状況はちょっと把握してございませんでした。申

しわけございません。 

 ただ、普通というか緊急分隊員は必ず地区の防災訓練に出席をするようにと、今年度、

新たに指定をさせていただきました避難所の担当職員、これにおいても防災訓練には出席

するというところで、全部の地区は把握してございませんが、ほとんどの地区で出席をし

ていただいておると、そのように考えております。 

 

○ 森 康哲委員 

 どこに緊急分隊員が配置されていたのか私も見ていないのでわかりませんけれども、実

際に羽津中学校には来ていなかったという事実がありますので、その辺また、各地区の緊

急分隊員の動き、把握をしておいていただきたいと思います。 
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 何が言いたいかというと、やはりそういう地区の行事やいろいろなところで緊急分隊員

さん、まあ、館長さん、副館長さんが来れない場合、やっぱりそういう方々が地域にいる

んだよというのを知っておいてもらわなあかんと思うんですわ。災害時だけに役に立つん

じゃなくて、ふだんからやはりそういう交流がないと、災害時に頼りにできないじゃない

ですか。 

 この緊急分隊員というのも、何年間でまたかわっていくわけですね、担当が。ずっと、

職員であり続ける以上、緊急分隊員をやっているわけじゃないんですよね。年齢か経験年

数かわからないですけれども、交代していくと思うんですよ。その辺の引き継ぎや、その

辺、決まりがあるんですかね。 

 

○ 藤田人事課長 

 緊急分隊員につきましては、基本何年間というような決めはございません。 

 極端な話、毎年、毎年、指名をさせていただいております。極力、４人配置しますけれ

ども、４人のうち４人かわるようなことはないようにしておりますけれども、少ない人数

でかわることはございますけれども、基本、そこの地区の在住で、部署がかわってどうし

てもかわるようなことはございますけれども、基本的には単年でかえるようなことはして

ございません。 

 

○ 森 康哲委員 

 ちなみに、学校の先生は、教頭先生と校長先生だけなんですかね、職員として召集でき

るのは。普通の教職員というのは県職員やから、市からは要請できないんですかね。 

 

○ 藤田人事課長 

 基本的に教職員については三重県職員ということですので、市のほうから来るようにと

いうようなことは言えませんけれども、基本的に警報が出た場合、校長先生か教頭先生が

詰めてきていただいておるというふうに理解しております。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると、校長先生、教頭先生は人事課で動かせるんですかね、その配置は。 
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○ 藤田人事課長 

 教職員の人事につきましては三重県のほうで行っておりますので、市のほうで関与につ

いてはいたしかねるものだと思います。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると、ここの表の中で人事課がかかわれるのはあくまでも地区市民センターの館

長、副館長だけだということになりますので、やはりその辺考慮していただいて、この地

区内の在住者ゼロというのはやはりちょっとひどいなと思っております。この辺、改善す

る必要、全くないと思っているんですかね。 

 

○ 藤田人事課長 

 今年度については地区内在住者ゼロ名でございました。ただ、24地区ございます地区市

民センターに全て地区内在住の館長ないし副館長を配置ということについては少し難しい、

そのように考えます。 

 

○ 森 康哲委員 

 全てとは言いませんけれども、ある程度考慮して、そういうのも人事配置のところへ考

慮するように持っていかないと、今の地区市民センターの役割として館長や副館長の仕事

のうちに入っているじゃないですか、災害時の中心的に行動する職員というふうに位置づ

けされているじゃないですか。地域のほうも頼りにしているんですよ。行政の窓口として

館長さんが一番窓口になっているというのは事実でありますので、その辺、認識していた

だいた上で人事的にどうなんだというふうに質問していますので……。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 全体的な考え方で、辻総務部長。 

 

○ 辻総務部長 

 地区市民センターの館長、副館長の在住地について、ご質問いただきました。実際、今、

人事のほう、地区により居住者数といいますか、これはもう非常にばらつきがございます。

その中で、基本的に適材適所ということで、今年度、結果としてゼロになっておるんです
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けれども、これ、過去、例えば、隣接地区居住者というのは地区が接しておるというので

してございます。例えば、橋北地区、羽津地区、接しているところが隣接でございます。

市内居住者は非常に多いんですけれども、ただ、過去の例を見ますとやっぱり適材適所と

いうので、遠方の館長をどうしても配置したということがございました。そのときは、い

ろいろ種々の施策の状況なんかで、遠方の人を館長にどうしても配置したいということが

過去にございました。そのときはどうやったかと申しますと、緊急分隊にその地区居住の

管理職を持っていったり、そういうような対応をしてございました。 

 基本的にはこの緊急時の対応、市民あるいは地区住民の方の安全・安心というのを守る

もう非常に重要な業務でありますので、その辺は十分配慮しつつ、やむを得ない場合、こ

の緊急分隊でありますとか、地域性なんかも、この辺は配慮してまいりたいと思ってござ

います。 

 それと、もう一点、先ほど訓練というお話ございましたけれども、今の直接なご質問で

はないですが、地域にそういう緊急分隊含めて職員がいる、日ごろのつき合いというのは

非常に重要なことであると思っています。私自身も10年以上、緊急分隊で鍵を預かってい

ましたが、それのおかげと申しますか、地域での関係も随分できまして、文化祭とか今も

声かけていただいたりしていますので、その辺重要だというもので改めてこの辺は引き続

き指導はしてまいりたいと思います。 

 ちょっと後段のほうは前段のご質問でしたけれども、考えは以上でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 両方やっていかなあかんと思うんですわ。どっちかだけというのではなくて、やはり、

人事的にできることはやはりやっていってほしいし、また、緊急分隊員の交流、これは訓

練だけいきなり来ても、この人が緊急分隊員ですといって紹介しても、そんなもの一回で

は覚えてもらえないし、また、話もしないと、人間同士ですから、だから、いろいろな会

議にも出ていただいて、防災訓練に当たって数回、何回か会議するんですよ。そういうと

ころへも出向いて交流を深めていくと。その緊急分隊員だって地域の住民の１人なんです

から、当然そういうところも加わっていって、みんなで地域を守っていくという意識を高

めていただきたいと思いますので、要望したいと思います。 

 最後に、３ページの資料を出していただきましてありがとうございます。 

 これを見ても、やはり地元の高校を卒業した人がほとんど採用されていないと、これ、
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原因は何かわかっているんですかね。地元の高校出身者が採用されていない理由というの

は。大学卒というのはわかりますけれども、高校卒のをお聞きしたいと思います。 

 

○ 藤田人事課長 

 高校生につきましては、９月の中旬に就職協定の解禁があって、そして、面接等が始ま

るわけですけれども、四日市市役所の試験、今年度は９月20日に行いますけれども、９月

20日に行って最終的に採用決定になるのが11月の終わりということになりますと、生徒と

して、早く採用を決めたいということで、公務員のほうの試験に受かるという確約がござ

いませんので、どうしても早く採用をもらえる民間企業のほうに行くという傾向が多いよ

うでございます。 

 そういったことも、ここ数年、高校の進路担当であるとか校長先生とお話をして、そう

いった状況がわかってきたところでございますけれども、何とか市内の高校の子が受験し

ていただくように、ここ数年お願いをしておる状況でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 採用枠はあるんやね。ちなみに、平成25、26、27年度の採用枠というのは何名ずつなん

ですかね。 

 

○ 藤田人事課長 

 この土木職、建築職でございますけれども、高校枠、大学枠という枠はとってございま

せん。全て高校、大学も含めて、短大も含めて何人という募集をいたしております。 

 

○ 森 康哲委員 

 だけど、試験内容は当然、変えていますよね。高校生が受験する試験内容と大学生が受

験する。受験者数は把握していますか。 

 

○ 川口人事課副参事 

 各年度、各職種ごとに、学歴区分ごとに数字のほうは把握してございまして、例えば、

土木職でいきますと、昨年度の試験でいきますと、応募者23名ございましたが、大学卒が

16名、高校卒が７名となってございます。 
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○ 森 康哲委員 

 じゃ、高校卒で７名の受験者で２名採用ということなんですね。少ないですよね。受験

者数自体が少ないと思うんですが、四日市の高校を卒業して、土木の関係の卒業予定者と

いうのはかなりいると思うんですよ。そこの採用が少ないということは、よそへ、民間へ

という話でしたけれども、他の市町から見ても、この一番人口が多い四日市、そして、行

政職としても四日市はかなり上位のほうだと思うんですよ、この県内で。そこに受験者数

が少ないというのは何か原因があると思うんですが、改善するならどういうところを改善

していったらいいと思われますかね。 

 

○ 藤田人事課長 

 先ほども申しましたように、本人の希望もさることながら、先生の指導も影響があると

思われますので、進路担当の先生であるとか校長先生にじかにお願いに行って状況を把握

しておるところでございまして、今年度、一つ例を挙げさせていただきますと、インター

ンシップを今年度から、３日間でございますけれども、二つの学科に分けた形の合計４名

が市役所の職業体験をしていただくと、そういったところで少しでも興味を持っていただ

こうというふうに考えております。 

 

○ 森 康哲委員 

 インターンシップというのは大学生から始めて、採用につながるように職場体験してい

く制度だと思うんですけれども、これを高校におろしてきたということですね。 

 そういうのも一つの案でしょうし、その試験日というのは動かすことはできないんです

かね。 

 

○ 藤田人事課長 

 高校生については国の決まりにおいて就職協定がございまして、９月の中旬に解禁とな

るといった今のルールによりますと、それ以降の採用試験しか高校生の就職試験は実施で

きないといったことになっております。 

 

○ 森 康哲委員 
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 民間企業にはそれは当てはまらないから、民間企業のほうが最初にということなんです

かね。それとも、民間企業も一律なんですかね。 

 

○ 藤田人事課長 

 済みません、申しわけございません。民間企業についても同じ９月の中旬で解禁となっ

て、面接という形の採用試験が企業の場合は始まっていくと。それに対して、四日市市の

場合は採用試験があって、それから面接があってというような形で、結果が出るのがちょ

っと遅いというのが実際のところでございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると、民間企業並みに結果が出るまでの期間を短縮するというのは可能なんです

かね。 

 

○ 藤田人事課長 

 大学卒であるとか社会人の方も含めて同じような採用試験を実施しておる、高校生だか

ら早く決定させるというようなところについては、ほかとの関係もございまして、ちょっ

と難しいと考えます。 

 

○ 森 康哲委員 

 そのほかとの関係というのはちょっとわからないんですけれども、他の市町との関係な

のか民間との関係なのか、どういうことなんですかね。 

 

○ 藤田人事課長 

 今、高校生枠何名、大学生枠何名という形の採用を実施いたしておりませんので、土木

職で例えば何名と、その中には高校卒もおれば短大卒、そして、大学卒までおりますので、

今、全体で採用を決定しておるというところで、例えば高校生だけ早く決定するというの

は難しいと、そういうことでございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 それなら、分けたらいいじゃない。当然、年齢によっても、大学卒と高校卒の経験によ
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っても給料体系も違うわけだから分けたらいいと思うんですけれども、分けられない理由

があるんですか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ここは、辻総務部長。 

 

○ 辻総務部長 

 済みません。試行錯誤がかなりございまして、この試験制度を過去20年、30年、分けて

いた時期もございます。もちろん今、委員さんおっしゃられた、そのときどきの考えでや

ったんですが、検証の結果、今のものがベターであろうというので、ここ数年はこうやっ

ています。 

 今、時期の話がありましたけれども、これは校長会と国なり、産業界の就職協定の話、

９月16日以降になるんですけれども、早めるというのも、例えば民間企業なんかですと、

この解禁日直後にもう決定されたりしています。どうしても役所の場合、それが公平、公

正というのでペーパー試験をして、面接も複数回をしてとなりますと、やはり即決という

わけにはまいりません。例えば、９月16日解禁であれば９月17日に面接をしてその日に決

める、これはもう非常に難しゅうございます。 

 ただ、そういう面もあって、できるだけ、前はもう12月になってから発表というか、と

んでもないというか、それはもう限りなく短縮は努めてきておるというところはあります

けれども、ただ、私も直接、高校へお邪魔するのに進路担当の高校の先生、複数回、当然、

出向いておりますけれども、進学される率が非常に高うなっています。これで、大学卒採

用者という欄の中でも、専門高校を出られて進学して大学卒で入ってくるという、これも

含まれています。いわゆる普通科を出て、その専門の大学へ行ってというだけではなくて、

それも含まれていますので、その辺だけ一つご理解賜りたいと思うんです。 

 それと、もう一点、高校生の今、進学動向なんかもご案内しましたけれども、どうして

も、これ、高校卒の専門試験なんかで偏差値化しています。どうしても一定の成績も考慮

してしまいますので、結果として非常に厳しい状況であります。 

 ただ、今、これといった打開策というのではないんですけれども、今、委員もおっしゃ

られたようにインターンシップといいますか職場体験といいますか、いかにやっぱり公務

で専門職というのはやりがいがある職だというのを、早い時期にやっぱり高校生にも体験
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してもらいたいというのでここ数年始めています。大学生は結構やっておるんですけれど

も、これら、地道ではあるかもわかりませんが、こういうことを積み重ねていきたいなと

いうふうに現段階では思ってございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 最後にします。 

 今までいろいろ試行錯誤してきたのはよくわかりました。だけど、結果が今出ていない

以上、やはりこれでいいわけではないと思いますので、しっかりどうしたらいいのかとい

うのを検討して、よりよい試験にしていただきたいと思いますので、要望します。 

 以上です。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございませんか。 

 

○ 谷口周司委員 

 ちょっと教えていただきたいんですけど、先ほど高校生と大学生で枠をとっていないと

なっていましたけど、採用するときに高校生と大学生が受けに来て、あえて高校生をとっ

ているというのは何か理由があるんですか。大学生と高校生が受けたら、市からしてみた

ら大学生をとったほうがいいような気はするんですけど、これは何かあえてとる理由とか

はあるのか。 

 

○ 藤田人事課長 

 大学卒だから、高校卒だからということではなく、本人の人物評価によって面接をさせ

ていただいて、優秀な方は高校生であっても採用しておると、そんなような状況です。 

 

○ 谷口周司委員 

 ありがとうございます。 

 受験するほうからして、高校生、大学生の枠が一緒ということであると、高校生は不利

になってしまうと、多分、思っている方もいらっしゃるかと思うので、その辺ちょっと高

校生、これ、結構、高校生の中でも公務員になりたいという人は多い中で受験者数７人と
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いうのは非常に、多分、余り認識がされていないのか、受けても通らんやろうと思われて

いるのか、ぜひもうちょっと、先生との相談もあるんでしょうけど、進路の中で公務員に

なりたいという人は多分、非常に多いと思いますので、もうちょっと受けられる環境を整

えていただくというのはぜひお願いしたいと思いますので、お願いいたします。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 答弁、よろしいか。 

 

○ 谷口周司委員 

 はい。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございませんか。 

 

○ 樋口博己委員 

 採用のことでお聞きしたいんですけれども、消防職の採用と一般職の採用と、以前は別

にしていたのを今後、一般職と一緒にやっていく方向性を出したと思うんですけれども、

その辺の経過をちょっと教えていただけますか。 

 

○ 藤田人事課長 

 一般職員と消防職員につきましては、消防についてはあくまで消防本部のほうで採用を

しておりますので、一般職とあわせてという形では今、現在実施しておりません。ただ、

私ども人事課の課長あるいは副参事が面接にお邪魔してその面接官になったり、試験委員

会の委員に入るといったような改善点はしてございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 ペーパー試験を一緒にするとか何かそういうような方向性も昨年、検討されたと思うん

ですけれども、その辺どうでしょうか。 

 

○ 藤田人事課長 
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 失礼いたしました。 

 一般教養の試験については、事務職と同じ試験を実施しておるところです。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、平成26年度採用試験と平成27年度採用試験では全く同じような採用試験で

あって、こちら側の人事課のほうで何ら関与することは全くないということでしょうかね。 

 

○ 藤田人事課長 

 試験については以前から一般職員の一般教養試験を消防職員の採用試験で実施してござ

いまして、特に変更させていただいた点といいますのは、先ほど申し上げました人事課の

職員が面接官に入ったり、試験委員会の委員に入っておるといったことだけでございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、本来、向こうの話なんですけど、人事課が積極的に関与することでより公

平な採用試験にするというようなことが方向性としてあったと思うんですが、面接官を派

遣するというレベルだということでいいんでしょうか。 

 

○ 辻総務部長 

 済みません。ちょっと人事課長、ご答弁、不足で申しわけございません。 

 試験内容につきましても、今、課長申しましたように同様の試験を、一次試験のペーパ

ーはやっておりますけれども、試験当日の直前まで私どもで管理をしてといいますか、物

理的な話ですけれども、そういうようなことを当然やりますし、あと、面接にということ

だけではなくて、今、試験委員というふうにも人事課長、申しました。 

 どういう日程でどういう内容をするかとか、複数の人数で去年までは消防職員だけでそ

の試験委員を設定しておりました。試験委員は何をするかといいますと、もちろん、名前

を隠してですが、最終、点数を見て、ここまで合格だ不合格だとをやっておりましたけれ

ども、消防職員だけで試験委員をやっておりました。その試験委員に私どもから参画をす

るとともに、物理的には面接官としても私どもから必ず私どもの職員がその面接の中で面

接官で入って、その内容が確かにこの試験委員会の中でも反映されておるか、それを中立

的、公平公正にやられておるか、その辺をチェックするように改めたところでございます。 
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 以上でございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、人事課が、総務部がしっかりと関与することによって、面接、採用につい

ても意見を出す状態だと。消防本部独自で以前は全部完結していたけれども、そこにもう

しっかりと公平性がきちっと担保されているかというようなことをきちっとこちらでも把

握しているということで、その点を改善したということでいいんですね。 

 

○ 辻総務部長 

 おっしゃるとおりでございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 わかりました。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございませんか。 

 

○ 早川新平委員 

 決算常任委員会資料の10ページのほうで、工事成績評定の結果、やや不良というのが１

件ありますよね。多分、これは検査室のほうが不良という評定をしたというか、この１件

についてはやり直しさせたの、業者さんに。 

 

○ 石田検査監 

 ここの部分の10ページのところのやや不良といいますのは、点数によってこの５ランク

に分けさせていただいております。点数からいきますとやや不良という部分が工事の成績

が50点から59点、先ほど言いましたように、これは、最終的な点数といいますのは、監督

職員が10の項目で点数をつける、検査職員は５の評価項目で点数をつけた、その点数の足

したものについて最終的には50点から59点というところなんですけれども、やや不良とい

う部分のところ、その項目については、先ほどいいました監督職員が10の項目ある、検査

職員が５の項目ある、一般的にはやや不良といいますと、その施工の体制、まず、体制が
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きちっとでき上がっていたのか、それと、現場代理人さんの、最近は建設業法の中でも現

場代理人の常駐という部分については非常に厳しく見られておりますもんで、そういった

ところの施工の体制であったのか、そのでき上がりの部分、品質の部分であったりとか、

出来高の部分が不足していたのかというのは、ちょっとこの部分では今わかりませんけれ

ども、そういった要因で最終的に監督職員と検査職員の評価の足したものが50点から59点

の間の点数だったということでございます。 

 

○ 早川新平委員 

 やや不良となると、そういうイメージ、我々がこの表をいただいてやや不良であれば、

これは普通ではないのでやり直しさせたのか、それとも手直しをさせたのかということが

ちょっと伺いたかったんですけれども。 

 

○ 石田検査監 

 先ほどの体制の部分であれば、当然、指導もさせていただきますし、出来高の部分、不

足の部分であれば当然それはお金を払うに値していないと、出来高が足りないということ

で、その部分については改善もしくは手直しというところをさせていただいておると思い

ます。 

 

○ 早川新平委員 

 手直しをしていただくとなると、当然、今お金の話が出たんですけれども、金額が上が

りますよね。上がるというのは、手直しをした分かかりますよね。その業者さんが当然、

持つわけですか。 

 

○ 石田検査監 

 当然、それは業者の負担で、うちの求めている設計書どおりのものをしていただく、も

しくは、まれですけれども、どうしても現場の状況で設計書自身の直さなければならない

部分、設計書どおりの部分が現場のところで面積がないとか寸法がおさまるところのスペ

ースがないという部分については、原課のほうで現場に応じた設計変更という部分も検査

室の指定でするというのは、まれなケースとしてはございます。 
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○ 早川新平委員 

 ありがとうございます。 

 それから、もう一つ、先ほど森委員がずっと言っていたこの１ページ、きょういただい

ておるほうの一番下の、検査職員が監督職員より高い評価、これはでき上がりがよかった

という検査の結果やと思うんですけれども、この結果は総合評価方式のところに加点とか、

そういうところはあるんですか。入れているのかということをちょっとお伺いします。 

 

○ 石田検査監 

 総合評価方式という部分で、今現在、5000万円以上の土木工事につきましては総合評価

方式での入札ということをやっておりますけれども、まず、こちらのほうの点数でござい

ます。先ほどの10ページの部分の工事成績の部分で、この工事成績の部分につきましても

加点の対象にさせていただいております。それと、優秀工事、これは80点以上の部分の点

数につきましては優秀な工事だということで、これも工事の優良工事表彰という制度も市

はございます。その中での対象工事にも上がってきますもので、もしそこで工事の優良表

彰が受けられたということであれば、総合評価の中でも加点の対象にさせていただいてお

ります。 

 

○ 早川新平委員 

 ありがとうございます。 

 これ、総務常任委員会なのか都市・環境常任委員会でやらなあかん部分なのかちょっと

範疇がわかりにくいんやけれども、以前、森委員が指摘をずっとしておったのが、地域の

土木工事がありますよね。それ、業者さん、できるだけ地元の業者を使おうやというとこ

ろがあって、市内４分割なりして、できるものはという、２年ぐらい前やったかな、あっ

たんですが、そこに数字にあらわれてこない、その業者さんが、地域の自治会長さんとの

約束を全く守らなかったとか通知が行っていないというのはこの数字には出てきていない

んですよ。 

 だから、そういうところのクレーム、例えば、来週の何時からやるといって立ち会いを

する時間ある程度決めてあったのがすっぽかされたりとかいって、業者さんの都合で動い

ている、そこの意思の疎通が図られていないところというのが、多々、聞くんですよ。 

 そこのところというのはどういう評価を、これは都市・環境常任委員会でやらなあかん
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のかもわからんけれども、そこのところもやっぱり総合評価なり、いろんなところでクレ

ームがあったらマイナスとか加点とかプラス査定とか、そういうところには考慮されてい

るのかというのを教えてください。 

 

○ 石田検査監 

 まず、点数の部分でいきますと、先ほどの５ランクの部分で、最後の部分で不良という

ところがございます、５段階の中で。こちらの点数がつけば一発でレッドカードという形

で、一定期間の指名停止というようなペナルティーが業者さんのほうはございます。それ

と、やや不良の部分につきましても、こちらのほうはイエローカードになっておりまして、

２枚たまるとレッドカード扱いになるよと。 

 これは、森委員のほうからもその業者さん、受注者さんのご迷惑かけながら工事をやっ

ておる部分があるということで私も直接お話も聞いておりますし、この委員会でもそうい

ったお話を聞かせていただいております。 

 やはり、そういった部分の、うちのほうの点数をつける部分につきましても、そういっ

たやはり地域の調整とか、そういった部分につきましては施工の体制という中で適正な評

価をきちっとしていただいて評価に反映していくと。特に、私どもも今、重点的にやって

いますのは施工の体制、現場代理人さん、それと、作業員さん、そういった部分が地域の

ところでクレームがきちっとなくてスムーズにいったのかというようなところも監督さん

のほうの点数の部分では特に聴き取りのほうもそういったところを重点的に聴かせていた

だいて、実はこの８月に調達契約課のホームページでもこの評価基準といいますか点数つ

けるところの判断基準につきましてはホームページで公表させていただきました。その公

表したというのは、やはり受注者さんに対しても、市はこういうふうなところを評価して

点数つけておるよというところを公開することによって、きちっとそのよりどころとして

監督職員、検査職員も相手に対して説明をしやすい裏づけとしてやっていく、その中で、

やはり施工の体制という部分については重きを置いていますよと、特に、現場の体制でき

ちっと地域の方にそういった説明も含めてクレームがきていたのかいなかったのかという

ところも私どもも受注者さんに検査を通じた中でも聞かせていただきますし、特に監督さ

んからもそういったところの部分の点数については特に重点的に今、聞かせていただいて、

判断をさせていただくような形で努めさせていただいております。 
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○ 早川新平委員 

 ありがとうございます。 

 実は、二、三日前にそういうことがあって、工事をするというのは市がやるんだと。業

者が委託を受けておっても市がやるのであって、そこの連絡、業者からの連絡が疎遠であ

ろうが市のミスやないかという指摘を受けたところやったんですよ。 

 だから、そういったところをやっぱり検査室なりがきちっと今後やっていただきたいと

いうふうに、業者に自覚をするように、市の肩がわりでやってもらっているんやから、そ

このところは地域とうまくやらんと、工事もうまくいかないんやわ。前なんか森委員が指

摘しておったようにフェンスに立ち小便しておったり、そんなん、もう地元からいえば言

語道断で、四日市市役所に泥塗っておるみたいなもんで、そこのところは業者に徹底させ

るように言うてやってください。 

 終わります。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 １時間経過しましたので、ここで10分程度休憩、11時20分再開ということで、よろしく

お願いします。 

 

                                １１：０８休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １１：１８再開  

 

○ 竹野兼主委員長 

 時間前ですが、委員の皆さん全員おそろいになられましたので、再開いたしたいと思い

ます。 

 それでは、質疑を続けさせていただきます。 

 ご質疑のございます方、お願いいたします。 

 

○ 谷口周司委員 

 病気休暇と休職者のところでちょっと教えていただきたいんですけど、平成26年度中に

合計１カ月以上の病欠をした人、人数56人、メンタル39人とあるんですけど、これってそ
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の後、復帰とかはもう通常どおりされているのかどうか。 

 

○ 藤田人事課長 

 メンタルで一月以上休んだ39名でございますけれども、年度内に復帰された方22名、年

度も超えてまだ休職、休んでおった者13名の内訳でございます。 

 

○ 谷口周司委員 

 ありがとうございます。 

 これはメンタルに至った原因によって何か配置転換されたりとか、そういう配慮とかも

あるんですか。 

 

○ 藤田人事課長 

 個人の何らかの状況によって心の病になったというのがありますけれども、基本的にメ

ンタルになったで今度、異動をかけるというようなスタンスではございませんで、あくま

で本人の状況を把握して、必要であれば人事異動をかけると、そんなふうにやっておりま

す。 

 

○ 谷口周司委員 

 ありがとうございます。 

 あと、済みません、下の相談の実績なんですけど、これ、相談された延べ62件というの

は、相談して終わり、相談を受けて終わりなのか、後追いというかちょっと話しかけとか、

その後どうだとかいった、そういった対応というのもあるんでしょうか。 

 

○ 藤田人事課長 

 こころの健康相談については、ご本人からこの臨床心理士の先生に相談をかけたいとい

うことで相談がございます。１回で相談が終わる方もみえますし、ずっと毎月のように相

談をかける方もおみえです。その人、その人によっての話ですので、こちらのほうでその

後追いというのはしていない状況です。 

 

○ 谷口周司委員 
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 ありがとうございます。 

 ぜひ、長期の病欠に至るまでにちょっと事前に防ぐというところが大事かと思いますの

で、お願いいたします。 

 あと、済みません、先ほどのところで一つだけ。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 どうぞ。 

 

○ 谷口周司委員 

 職員の出身校別のところで、大学卒の採用者、これ、建築職のところは９人中８人が北

勢地域の高校出身となっていますが、これはあえて北勢地域の方をとられているのでしょ

うか。 

 

○ 藤田人事課長 

 結果として８名が北勢地域の高校の方であったということで、出身校とかそんなもので

採用をするようなことはございません。 

 

○ 谷口周司委員 

 わかりました、ありがとうございます。 

 以上です。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございますか。 

 

○ 早川新平委員 

 この選挙費のところもええんやね。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 もうどんどん。 
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○ 早川新平委員 

 一般質問でこの間、三木さんが言っておったんですけれども、この費用のところで投票

率、主要施策実績報告書で費用の執行率とか、そこばっかり出ておるんやけれども、投票

率で、広報は大事なんやけれども、広報だけで投票率が上がるというのは、現実上がって

いない。投票率の低いところなんかそれなりの私は理由があると思うんですよ、ハードの

部分でね。 

 指摘しておったように、もう何十年も前から投票所が一緒で、その地域で新しいまちが

できたり、高齢化になったで行きにくいとか、そういったところで投票率を上げるという

ところで、分析はされていますか。 

 前、去年やったかな、投票所の駐車場ありとかないとか、そういう資料を請求したとき

に、実際には当日だけ駐車場、民間を借りてやっているところ、現実に駐車場はないけれ

ども、これは富洲原第１投票所というのは駐車場はないけれども、広い道路に面した投票

所なので皆さんそこへ置く、そういったところの現実と数字上のところ、ちょっとわかり

にくいかもわからんけれども、行政で富洲原第２投票所というのは駐車場をその日は借り

ているわけや、民間の３台ぐらいとめれるところ。でも、その地域の住民は全く知らない。

逆に、富洲原第１投票所、これは小川さんの富田一色町というところなんやけれども、広

小路という幅20ｍぐらいの道路があって皆さんそこへとめられる、でも、数字上はそこは

駐車場なしと。 

 ハードの部分を整備せんと投票率、絶対上がらない、現実にね。だから、そこの低投票

率のところを実際に上げたいのであれば、何なりかの対策を打っていかなあかんと私は思

っているんです。広報だけではカバーし切れない。そこの投票率を本当に上げたいのであ

れば、それなりの高い投票率、低い投票率はそれなりの理由があると思って、そこを改善

していかんと絶対改善されないと思うので、例えば、新たに１カ所つくるとか、そういっ

たところの対策というのは考えてみえるのかなと思って。特に来年は市長選挙があるので、

それまでにまだ時間的な準備は十分できると思うんですが、どういうふうにお考えか教え

ていただきたいです。 

 

○ 上村選挙管理委員会事務局次長 

 確かに、投票率を上げていくためには広報だけでなくて、投票環境と申しましょうか、

投票所の整備も必要だと確かに認識しております。 
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 ただ、新たな投票所をつくるに当たっては、やはり投票所としての要件といいますか条

件もかなりあると思います。委員さんおっしゃられたように、駐車場はきちんと整備され

ているとか、あるいは十分な投票所を設けるようなスペースがあるかとか、段差がないか、

バリアフリーの条件をちゃんと満たしているかどうか、そういったものを含めてやはり投

票所のほうは設置していかなければならないと思っているんですけれども、なかなか新た

な投票所を整備していくに当たって、十分その条件を満たす投票施設がないというのがあ

りまして、なかなかふえないんですけれども、ないからそのままにしておくというわけに

は当然いけないことですので、これまでもしてきたんですけれども、そういったような施

設、条件を満たすような施設がないのかを、これからも選挙管理委員会として探して調査

研究をしていきたいとは考えております。 

 それから、当然高齢化が進んできて、なかなかこれまで通えていたんですけれども、な

かなか坂道が多くてもう投票所へ行けないというような状況もあるというふうにお聞きい

たしましたので、そういったような高齢者の方の観点とか障害者の方の観点からその投票

所が十分かどうかというのを改めてまた検討していきたいなと考えております。 

 

○ 早川新平委員 

 新たにつくるというのは非常に難しいところもあるのは理解はします。現実にじゃ、期

日前投票所というのを今度ふやすということもあるんだけれども、現実、あれは10％かな

大体、期日前が１割ぐらいやったよね。やはりそれ以外のもともとある投票所、地元の投

票率のほうが高いので、今、答弁していただいたように環境も変わっているし、それから

アプローチする、その投票所へ行く道路が非常に狭隘道路で、新しい団地の方というのは

投票所も知らないし、それは現実の生の声で、車、対面も全然できないので、怖いからも

う行かないという声を非常に聞いているので、新たなマンションができたり団地ができた

ところに、それが旧態依然とあるところが非常に、旧部落の狭いところとかいうのはやは

りふやす以外に、投票率を本当に上げる気があるのであれば何なりのことを考えていただ

きたいと言って、意見という、よろしくお願いいたします。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございますか。 
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○ 藤田真信委員 

 よろしくお願いします。 

 早川委員の関連ですけど、18歳以上まで選挙権、来年度から引き下げられる、広がる、

大きくなるということで、その投票率を上げるという部分での取り組みの一環として若い

方々に対する取り組みというものに対して、もう、来年は参議院議員と市長選挙が控えて

いまして、平成28年度ということで考えると、ある意味、前半戦が勝負だと思うんですよ

ね。選挙という意味ではですよ。予定されている選挙という意味では。 

 それがもう終わると、ちょっと選挙がないわけですので、前半部分にどういうふうにポ

イントを絞ってしっかりと啓発活動をしていくかというところが大事になってくると思う

ので、前半戦というか前期というか、とにかく７月までと11月まで、ここまでに重点にし

っかりと施策を講じていただくというのをお願い申し上げたいと思います。 

 あと、全然違うところで何点かお聞きしたいんですけど、主要施策実績報告書のほうな

んですが、40ページの職員研修についてちょっとお伺いしたいんですけれども、相当数な

講座数と受講者数があると思うんです。満足度も非常に高いということなんですけれども、

これを受講してきていただいて、その受講した内容に対して具体的にどういうふうに職務

というか仕事に生かしていくのかとかという、そういったところで、例えば、こういう研

修会に参加してきましたと。その研修会に参加したに当たってこういうことを学んできま

したという報告義務であるとか、もしくは、それを共有できるような体制というのはある

んでしょうか、お聞かせください。 

 

○ 永田職員研修所長 

 特に体制で義務づけているということではないんですけれども、例えば、派遣研修では

所属長のほうに行った後のどのような所属へのフィードバックをしたか、例えば、研修を

持ったとか、その資料のほうを共有したとかいうような形で、それを所属のほうに返して

いくような働きかけをしております。 

 また、建設技術系の職員研修につきましても、その技術のほう、研修の終了後、所属長

のほうからの意見聴取等も行っており、所属のほうで活用をしていっていただくような働

きかけをしていきたいと思っております。 

 

○ 藤田真信委員 
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 ありがとうございます。 

 私たち議員の場合には、例えば視察という形で政務活動費を使っていくと、もちろんそ

の視察に対して、本市の取り組みに対してどういうふうに生かせるかというのをもちろん

報告書として上げていくわけですよね。 

 余談なんですけど、変な話なんですけれども、私たち１年生の議員の中ではそれをちょ

っと共有していこうと、せっかく１人の議員がどこどこへ視察に行ったと。それで、よか

ったよかったと言われてもほかの議員は全くわかりませんので、いいものは共有していこ

うという姿勢で今ちょっとやろうとしているんです。 

 職員の方々にも、研修の仕組みとか内容自体が私、全然把握していないのであんまり軽

はずみなことは言えないんですけど、やっぱりいい研修を受けてきたのであれば、それを

全庁的にちゃんと共有して仕事にフィードバックするというか、そういう仕組みもぜひし

っかりつくっていただいて、何人行った、何人満足した、これだけお金かけたでは意味が

ないと思うんですね。これ、実績にはならないと思うんです。研修して実績になるのは、

いかに仕事に生かしていただくかという部分だと思いますので、その辺を、数がふえたよ

と、満足度がふえたよということだけではなくて、次年度からは、平成28年度からは、そ

れをいかに仕事に生かせているのかというところの視点で目標設定していただいて、総括

していただくようにお願いをしたいと思います。 

 あと、その次の、ごめんなさい、続けてお願いしたいんですが、よろしいですか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○ 藤田真信委員 

 主要施策実績報告書の41ページの人事課のところ、効果的な人材活用を図るということ

で、これもある意味研修の部分とかかわってくると思うんですけれども、例えば、研修を

受けていただいて、それでいい技術を習得していただいたと。それが、人事の異動に生か

されるような形、これもしっかりと視点に入れていただきたいなと思うんですけれども、

ここの部分でちょっと申し上げたいのは、女性の視点というところで、女性の視点を各分

野に取り入れるため部長級の登用、課長ポストへの起用ということで、男女共同参画の推

進に努めましたと、これはすごく非常にいいことだと思います。17％から18.6％に増加し
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ましたということで、これも非常に評価に値すると思うんですけれども、そもそも一般職

の女性の割合というのはどれぐらいなんでしょうか。 

 

○ 藤田人事課長 

 平成27年４月１日現在で、職員数2767名でございまして、そのうち女性職員が、看護師、

保育士含めてでございますが、1319名、47.7％が女性職員でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 全体で47％ぐらいの中で、管理職はやはり18％であるということの認識でよろしかった

ですか。 

 

○ 藤田人事課長 

 そのとおりでございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 47％ある中で、管理職が18％というのはやっぱりまだまだ低いというふうな認識だと思

うので、これを引き上げていくために、もちろん人事なので簡単なことではないと思うん

ですが、どういうふうな形、仕組みでこういった行政の中の体制でも男女共同参画という

のを進めていくかという仕組みづくり、その辺、しっかりとこれから考えていただきたい

というふうに思いますので、これはちょっと議論というよりはお願いですね。意見としか、

もう出しようがないと思いますので、強く意見を申し上げて終わりたいと思います。あり

がとうございました。 

 

○ 早川新平委員 

 41ページに組織力向上のために適材適所の職員配置を行いましたと４行目に、この四角

の中にあるんですよね。その下の厚生事業を適正に実施するところの説明の４行目に、メ

ンタルヘルス対策として臨床心理士によるこころの相談室、これはやっぱりメンタルのと

ころというのは、自分の例えば適正に合っていない、非常にストレスを、これ、適材適所

で、単純にいうと営業に向いているのと事務方に向いているのが入れ違うと効力を発揮し

ないというのは、これはもう職員の方は、特に人事課長なんかよくおわかりなんですけど、
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これ、僕は共通しておるところと思って、冒頭で森委員が言った組織力向上のために適材

適所の職員配置、地区市民センターの館長にしても、やっぱりそういうところ、機能を強

化というところでやっぱり入れていっていただきたいなというのが、もうこれも本当に指

摘というより意見なのかな、お願いしたいというのと、40ページのところに上の職員研修

所の四角の説明の下から７行目に接遇向上推進会議という、この接遇の向上を図るためっ

て、この接遇というのをちょっと具体的に教えていただけませんやろうか、接遇というの。 

 

○ 永田職員研修所長 

 市民の方への対応、身だしなみですとか、あと、通常、会話してご説明させていただく

とかという対応のことを接遇というふうに言わせていただいております。 

 

○ 早川新平委員 

 ありがとうございます。 

 その接遇であれば、特に３階の介護・高齢福祉課あたりで、高齢者が１人で来て書類を

書くのに説明してくれておるわけや、職員さんが。年配、こういう言い方は悪いのかな、

昭和生まれの方はきちっと伝える、相手に理解をしてもらう、若い子というのはマニュア

ルどおりしゃべっている、相手に伝わっていない。それたまたま私おって、一生懸命しゃ

べっているけど何にも入ってこない。 

 だから、そこのところが言葉だけでやっていますよ、でも、伝える、相手に理解をして

もらえるというのは非常に難しい。多分、理解してもらえるんと思うんやけど、しゃべっ

て、相手が理解できないのは相手が悪いというんやなしに、特に市の職員さんというのは

365日おるので、だけど、特に高齢の方たち、我々でも普通、本庁へ来るとか地区市民セ

ンターへ行くということは、まず、普通の方はないので、書類を書くのは、こう書いてく

ださいね、こうこうこうですよといって、よく何度もこれ不備ですからといって、一般の

方はよくお見えになることがあるんだよな。だから、そこの接遇ということをわざわざ言

っているのなら、ただ単にマニュアルどおりしゃべるのではなしに、相手に理解をしてい

ただけるような接し方、それはもうちょっとどんどんやってもらわんと、行政というのは

市民サービスですから、こっちから、市長部局から見るのではなしに、市民のために市民

の方にどれだけ理解をしていただけるかというところはもっとどんどんやっていただけれ

ば、そういう、今、接遇ということを教えていただいたので、やり過ぎるということはな
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いと思うのでやってください。意見です。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他に。 

 

○ 谷口周司委員 

 関連。 

 済みません、ちょっと関連で教えてください。 

 適材適所というところで、嘱託職員とか臨時職員みえますよね。あの方たちも基本的に

は適材適所でされているのか、ある程度、希望をされているのか、ちょっと教えてくださ

い。 

 

○ 藤田人事課長 

 まず、嘱託職員については、例えば、本当の専門知識、資格を持った者を採用する場合

については、そこのもう部署オンリーになります。基本的に嘱託職員はそういった採用が

多い状況です。 

 臨時職員については、あくまで事務補助。事務補助に関しては募集をかけて、そして、

各課で採用をしておりますので、基本的にそこの採用した者を任期途中で異動とか、そう

いったことはございません。 

 

○ 谷口周司委員 

 ありがとうございます。 

 その事務補助のほうというのは、同じ課というか同じところで５年以上はないとかある

とか、そういったことを何か聞いたことがあるんですけど。 

 

○ 藤田人事課長 

 基本的に、一つの所属で５年おった人については、違う部署に異動をしていただくよう

な指導をしております。 

 

○ 谷口周司委員 
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 じゃ、今みえる方は皆さん５年以内で、５年を超えた方はいないという認識でいいです。 

 

○ 藤田人事課長 

 専門の資格を持っておる者、そういった者以外については５年で異動をしていただいて

おります。 

 

○ 谷口周司委員 

 ありがとうございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 済みません、もう一つだけお聞きしたいんですけど、主要施策実績報告書の58ページな

んですけれども、市内の各地域での人権教育、啓発の自主的活動の支援、充実を図るとい

うことで、目標が１万7800人以上、実績がそのとおりという形で出てきているんですけれ

ども、こちらの決算常任委員会資料のほうで、各地区、その実績についてちょっと詳しく

言っていただいているんですけど、これ、地域ごとにやっぱり内容も変わってきているし、

やることも違うという認識でよろしいんですかね。 

 

○ 長谷川人権センター所長 

 各地区の人権・同和教育推進につきましては、人権センターのほうから各地域にそれぞ

れの地区に適切な、それぞれの地区で考えていただくような一番適切な内容をしていただ

くということで、各地区に委託させていただいておりますので、基本的に内容は違うとい

うことでご認識いただいていいかなと思います。 

 

○ 藤田真信委員 

 ありがとうございます。 

 地域分権の時代ですので、各地域によって、地域性も含めて、テーマとする内容という

のは変わってきてもいいとは思うんですが、ただ、参加者数とかイベント数、機会の回数

というのも含めて考えると、やっぱり内容ももちろん先ほど申し上げたとおりなんですけ

れども、かなりばらつきがあると思うんです。 

 地域によってそういう活動の強弱が大分出てき始めているんじゃないかと。その割には、
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広域という部分ももちろんやってはもらっているんですけど、委託料が一律であるという

ところはちょっとこれから考えていただかないといけないかなと思いまして、これ、委託

料が一律というのは何かで決まっているんですか。 

 

○ 長谷川人権センター所長 

 委託料が一律で決まっているという形ではなく、それぞれ基本事業の部分で20万円を上

限とするというふうな形でお願いしております。ただ、それが上限ということになります

もので、そちらの数字に近づく傾向があるというか、一般的にもうそちらの金額で委託さ

せていただいているというのが実際のところではございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 繰り返しになりますけど、地域性が出てきて、各地域によってそういう人権啓発という

ものに差が出てきていること自体というものに対しては、問題意識はないんでしょうか。 

 

○ 長谷川人権センター所長 

 こちら、各地区の推進協議会さん、一律に皆さん集まっていただいて情報共有とかこう

いうふうな事業をやっているよと、そういったことについての共有の場というもの設けさ

せていただいておりますので、そういったことを最低限の部分というと変な言い方になり

ますけれども、ばらつきは少しでも出ないような形、そういった形で各地区さん、情報共

有していっていただけるような形で工夫はさせていただいております。 

 また、そういうふうにしていきたいと思っております。 

 

○ 藤田真信委員 

 じゃ、そういうふうにしていきたいということで言っていただきましたので、そのよう

にお願いいたします。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他に。 

 

○ 樋口博己委員 
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 藤田委員が選挙管理委員会のことでも18歳参政権という話に触れられていましたけれど

も、決算常任委員会資料の中で、選挙啓発学生会ツナガリとの連携というふうになってい

ますけれども、これを少しどういった内容か教えていただけますか。 

 

○ 上村選挙管理委員会事務局次長 

 選挙啓発学生会ツナガリですが、四日市大学の学生を中心として若者の観点で投票率を

上げる、選挙へ積極的に参加していただくということを啓発するような団体です。 

 この統一地方選挙に向けましては、ツナガリの方が活動していただいた案件として、標

語、キャッチフレーズといいますか、そういったものを選挙管理委員会と一緒につくって

いただいたりとか、あるいは選挙の啓発活動、町なかで、ことし選挙の公告をラッピング

したベロタクシーといいまして、自転車のタクシーのようなものを使って近鉄四日市駅前

で啓発をしたとか、そういった事例があるんですけれども、そういったところにつながり

の方から、若者の観点、視点からどういったことが選挙に、若者の興味を引いていただけ

るか、そういったような意見を聞きながら活動をさせていただいておりました。 

 

○ 樋口博己委員 

 昨年度はそういう啓発運動を一生懸命やっていただいたということなので、来年の参議

院選挙から想定されるのは、例えば、四日市大学の学生の皆さんは、この四日市に選挙権

があるかどうかは別として、留学生の方は別として、全学生は基本的には選挙権が発生す

るわけですよね。四日市看護医療大学も隣にあって、そこにも発生する。啓発ではなくて、

皆さんが投票しやすい環境もつくっていかなあかんのかなというのもあると思いますので、

一番今はそこに、大学内に期日前投票所なり、設置するのが一番いいんでしょうけれども、

期間全部じゃなくて、例えば期間限定で、例えば３日間だけ設置するとか、そういうこと

も考えていかなあかんのかなと思うので、この１点、よろしくお願いします。 

 あと、高校生も、高校３年生の中での投票できる人できない人がありますので、国で副

読本か何かつくっていただいて、それをもとにしていただくと思うんですけれども、やは

り教育委員会とも、教育委員会は連携してもあかんか、県ですね、市は小中学校ですもん

ね。 

 

○ 竹野兼主委員長 
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 そうやな、県立高校までは違いますね。 

 

○ 樋口博己委員 

 県の教育委員会とどう連携するのかわかりませんけれども、いわゆる高校生が選挙活動

をしてもいい人してはいけない人が発生するわけですよね、クラスの中で。隣同士で、お

まえいいけど、私はだめという話になりますし、そういったこともはなからわかっている

ことなので、そういった観点もあわせてしっかり要望としてお願いしたいなと思います。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 強く要望されるそうですので、よろしくお願いします。 

 他にご質疑ございませんか。 

 引き続いてね。 

 

○ 樋口博己委員 

 あと、職員の皆さんの、以前、私、一般質問で職員の通勤における交通事故等の対応で

質問させていただいたことがあったんですけれども、当時、強制保険は当然、強制なので

入らなあかんのですけど、任意保険はどうなんでしょうかという問いかけの中で、今後、

そういう観点もしっかりと確認していくというお話だったんですけれども、その後、どの

ような対応になっていますでしょうか。 

 

○ 藤田人事課長 

 職員の通勤届がございまして、そこに加入の損害保険会社を書く欄を設けて、入ってお

るというところを把握しております。 

 以上です。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、通勤届を出している方は、要するに車での通勤ということで通勤手当が出

ているという方になりますよね。そうすると、その方は全員何らかの形で民間の任意保険

に加入しているということを確認しているということでよろしいんでしょうか、100％で。 
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○ 藤田人事課長 

 委員から一般質問があった以降で、通勤届の様式を変えさせていただきました。それ以

降、新規で通勤届を提出された方については100％任意保険の加入は確認をさせていただ

いております。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、それ以前から車通勤している方は把握できていないということでしょうか。 

 

○ 藤田人事課長 

 100％の把握はできていない状況でございますが、その通勤届の変更にあわせて、任意

保険の加入を指導するように職員に周知をしておるところでございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 一般的には皆さん入ってみえるとは思うんですけれども、加入を指導するという話では

ないと思いますので、どこかの時点で、新規の方は当然、確認されてみえると思いますの

で、確認がされてみえない方、どこかの時点でしっかりと全部チェックはかけていただか

ないといけないのかなと思いますが、その点、どうでしょうかね。 

 

○ 藤田人事課長 

 通勤手当の実態調査を何年かに一遍やってございますので、それにあわせてちょっと把

握をさせていただきたいと思います。 

 

○ 樋口博己委員 

 じゃ、それ、よろしくお願いします。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 樋口博己委員 

 まだ、もう一ついいですか。 
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○ 竹野兼主委員長 

 どうぞ。 

 

○ 樋口博己委員 

 吉田法令遵守推進監、お見えになっていますので、ちょっとどこでそういう実績がわか

るのかわからなかったもんで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、こちらへお見えに

なってからここで答弁できる内容の中で、何かそういう、法令遵守推進監がお見えになる

ことで解決できた事例というのは何かご紹介できるものがあるとすると……。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 この４月からやったから。 

 

○ 樋口博己委員 

 ４月からですか。 

 

○ 吉田法令遵守推進監 

 ４月からです。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ということは、ちょっと……。 

 

○ 樋口博己委員 

 決算じゃないですね。わかりました。 

 もしよかったら、お願いできますか、委員長。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 本来でいうなら平成26年度の決算ということですので、今、平成26年度にはいらっしゃ

らなかったということですが、思いだけでもよろしくお願いできますか。 
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○ 樋口博己委員 

 決算じゃなくて済みません。 

 

○ 吉田法令遵守推進監 

 改めまして、この４月に警察のほうから参りました吉田と申します。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 前職は松阪警察署長をしておりました。ことしの私の実績、活躍度はどうかというお尋

ねでございます。残念ながら、特に問題となるような事案の発生もなく平穏に推移をして

おりますので、ご紹介させていただくような内容はございません。 

 これからも、微力になりますが、四日市市民のために一生懸命頑張ってまいりたいと思

っております。 

 以上でございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 ありがとうございます、済みません。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 よろしいですか。 

 他にご質疑ございませんか。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 済みません、では、他の委員の方が質問されましたので、補足的にお聞きをします。 

 まず、メンタルの件なんですが、いただきました追加資料の４ページ、谷口委員などが

質問されましたけれども、そこの中で後追い云々という話も出てきましたが、このこころ

の健康相談、15名の実数で延べ62件と、下の３人というのは部下に関する相談ですからこ

れは管理者というふうに見れるのかなと思いますが、上の12人についてなんですが、こう

いった相談をしたことについて、その部署の所属の管理者が把握をしているのかいないの

か、お聞かせいただけますか。 

 

○ 藤田人事課長 
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 この相談に当たっては、人事課へメールであるとか、あるいは電話で申し込みをしてい

ただいて、そして実際にやっていただく、その間については職場を離れることになります

ので、所属長には報告をして相談に来ておるといった状況です。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 ということは当然、上司もきっとわかっているという前提ですね。ありがとうございま

す。 

 実は、やはりメンタル面というのは非常に早く芽を摘むことが重要かとは思いますけれ

ども、この相談に至る前の段階からこころの健康度をチェックするような、そういった体

制というのは整っているのでしょうか。 

 

○ 藤田人事課長 

 心の問題に限ってはおりませんけれども、今年度、例えば、月100時間以上の残業をし

た者については、このこころの健康相談とは別途、産業医の面接というのをしております

けれども、３カ月たった以降での面接となりまして、リアルタイムにその状況が把握でき

ないということもございますので、月100時間以上した者について、所属長に対して、自

己チェックリストというものがございますので、それをその部下にするように所属長に今

年度から送付をさせていただいて自己管理をしていただくようにさせていただところでご

ざいます。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 ありがとうございます。 

 先ほどは採用試験の話などもありましたけれども、やはりしっかりと勉強されて公務員

試験を受けて公務員になった方々ばかりだと思いますので、やはり退職になってしまうと

人生が変わってしまいますので、そこをしっかりとメンタル面のケアをしながら、その方

の人生が狂っていかないようにコントロールをまたお願いしたいなというふうに思います。 

 そして、もう一点ですけれども、職員研修についてお聞きをします。 

 いただいた決算常任委員会資料の12ページに受講者数など一覧が載っているんですけれ

ども、この中で、主要施策実績報告書をちょっと照らし合わせながら見ますと、外部講師

に依頼しているのが４回というふうに載っています。ということは、決算常任委員会の資
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料の12ページの一覧表を見ると、恐らく、階層別研修、それから、建設技術系職員研修、

特別研修、ここは、本庁内の恐らく研修室で行うのかなと思うんですが、派遣研修などは

外に出て行かれますよね。そうすると、この上の階層別研修、建設技術系職員研修、それ

から、特別研修、この中の研修の中で外部講師に依頼したのが４回という理解でよろしい

でしょうか。 

 

○ 永田職員研修所長 

 そのとおりです。階層別研修と、それから、建設技術系職員研修、特別研修のほうです。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 ということは、これ、イメージなんですが、これだけの研修回数に照らし合わせて外部

講師が４回ということは、かなり内製化が進んでいるという印象を持つんですけど、それ

でよろしいでしょうか。つまり、職員が職員を教えるということです。 

 

○ 辻総務部長 

 ごめんなさい。これ、かなり外部は物すごく、その分野分野の大学の先生とか、かなり

の人数入っていただいています。ここの４回といいますのは職場研修、それぞれの職場で

研修をやっていますが、そこへ外部の先生を依頼したというのが４回だけで、職員研修所

がやっておりますこの決算常任委員会資料の12ページの……。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 職場に派遣。 

 

○ 辻総務部長 

 それぞれの、例えば、都市整備部に外部からお呼びした、そういう意味でご理解くださ

い。 

 職員研修所がやっております研修の中では、もう分野分野でそれぞれ専門的な方々、か

なり幅広くお願いしています。 

 例えば、接遇の講師についても、いろいろ、そのときによって変わりますが、この分野

にお強いなという判断した人に来ていただいて、それは非常に柔軟にやっていますので、
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数はかなりになろうかと思います。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 逆に、いわゆる職員が職員を研修するという内部で行う講師のバランスと、それから、

外部講師のバランス、もうざっくりで結構ですから、どのくらいでしょうか。 

 

○ 永田職員研修所長 

 階層別研修のほうでいいますと、科目が全部で141、うち外部講師が67で、内部講師は

74になっております。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 ということは、今、階層別研修、伺いましたけれども、半分以上は職員が教えていると

いう状況でよろしいでしょうか。 

 やはり研修するときにプロの講師と違う面は、やはりその分野においては専門であると

思うんですが、指導したりとか教えるということについてはやはり少しスキル的に弱いと

ころがきっとあるのではないかと考えられますので、そういった職員が先生になって教え

る場合の、いわゆる伝え方であったり、指導の仕方であったり、教え方であったり、プレ

ゼンテーションであったり、こういったところをやっぱりきちっと教育していけばより効

果的な内部研修が行えると思いますので、その辺、少し強化をしていただくようにご提案

させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○ 永田職員研修所長 

 ありがとうございます。 

 内部講師につきましては、やはりそれぞれの所属の政策ですとか、そういう説明が主に

はなってございますけれども、やはりその場で説明するということがそのままやはり市民

の前での説明とか、そういうところにもつながることですので、やはりちょっとその辺の

強化というのも検討していきたいと思っております。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 内部の講師がふえることは決して私は悪いことはないと思っているんですね。やっぱり
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現場に即した指導ができるということですので、しっかりそこは強化をしていただきたい

ですし、そして、教える方が教えることによって学ぶことがすごく多いですから、そこを

しっかりと外部講師に何でもかんでも頼るのではなくてやっていけると、経費の面でも平

たく言えば安くできますので、されるといいのかなということを提案させていただきます。 

 そして、接遇の話が先ほど早川委員からも出ましたけれども、すごく、マニュアルもつ

くっていただいたり、プロジェクトチームをつくっていただいたりしながら、本当に頑張

ってきていただいたと思うんですね。 

 しかしながら、なかなか特効薬はなく、これをすればすぐよくなるというものがないの

が現状で、まだまだ市民の方からいろんなクレームなどをいただく現状があろうかと思い

ますけれども、これ、私の印象ですが、若い職員の方々を見ていて決して悪くはないとは

思うんですけれども、恐らくまだご経験が少ないので、どういうことがよい接遇なのか、

どういうことが悪い接遇なのかということさえも、恐らく余りご経験がないのでわからな

いのかなというのを感じるんですね。ですから、机上の研修と現場研修も必要ですけれど

も、体験をするために、今いろんな業界が本当におもてなしということで接遇力アップを

させています。特に市役所の参考になるのは銀行さんなどが本当に頑張っていますので、

そういったところに例えば職員をリサーチ的に少しそういったところに行って、お客様に

なって勉強してきて、どう感じたのか、どこが嫌だったのか、どこがいいなと感じたのか、

そういった経験をさせるような研修というのも今後取り入れていけるといいのではないか

なと感じておりますが、いかがでしょうか。 

 

○ 永田職員研修所長 

 この接遇向上の取り組みに係りまして、平成25年度に企業研修といいますか三重銀行さ

んにも行かせていただいて、ワーキンググループの中の職員をサービス業のところに派遣

させていただいております。そこの中で学んできて大事なこと、それをマニュアル作成等

に反映させていただいております。 

 ちょっと説明させていただきますと、そういうことで作成して取り組むという、平成26

年度、昨年度につきましては、各階層での接遇研究、それもそのマニュアルを使って実際

にやってみるロールプレーを取り入れた研修をやっております。 

 あわせて、今年度、今度はやはり職場での対応が重要ということで、職場研修推進委員

等がうまくコミュニケーションをとりながら、あと、所属長につきましても部下が接遇を
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うまくしていけるような支援をするような研修という形で平成27年度組ませていただいて

おります。 

 

○ 荒木美幸副委員長 

 ありがとうございます。 

 さまざまな取り組みをしていただいているようですが、ここにクレーム対応研修もした

ということで記録がございますけれども、やはりクレームに至るまでの基本的な接遇がで

きておらずいただくクレームもまだまだ多いかと思いますので、そういったところを強化

しながら、クレーム対応に追われないようにしていただきたいなということを再度、提案

させていただきます。 

 あと一点ですが、選挙費につきましてですけれども、今年度、この４月に統一地方選を

経験しまして感じましたことですけれども、郵便局にお世話になることがあります、おは

がきを送っていただくというところで。今回、実は４年前に比べてかなり戻りが多かった

という印象を個人的に持っております。 

 やはり、郵便局さんにもちろん公費を使っていただいてお配りいただいているわけです

けれども、これは投票所入場券もそうなんですけれども、やはり今、郵便局さんの配送能

力というのが少し落ちているのかなという、これは私の個人的な印象なんですけれども、

例えば、今回も住所が間違っていないのに戻ってきたり、あるいは選挙の当日にはがきが

戻ってきたりというようなことが少しございました。これは、個々に対応をお願いした部

分ではありますけれども、これはもう提案と意見なんですが、今後やはり公費を使っての

そういったはがきであったり郵送料でありますので、そういう郵便局の体制のところもき

ちっとチェックをしていただきたいということと、もう一つはやはりこれも直接、選挙管

理委員会さんに申し上げましたけれども、おはがきなどは、お手紙を書いてくださって送

ってくださっているというその方の思いがやはりありますので、そこはやはりそれに答え

ていくためにもきちっとした管理体制をお願いしたい、一言、それだけ意見とさせていた

だきたいと思います。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それについては、郵便局ってそんなところの話ではできるんですかね。僕はできやんよ

うな気がするんやけど。 
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○ 上村選挙管理委員会事務局次長 

 これまでも選挙のたびに、その直前といいますか前に、各郵便局、四日市郵便局と四日

市西郵便局のほうと打ち合わせはさせていただいております。それで、主に投票所入場券

の配送についてさせていただいていることなんですけど、当然、市の選挙ですと候補者か

らの発送するはがきの件もありますので打ち合わせをさせていただいているんですが、そ

の際には、やはり非常に重要なものですので、注意して確実に届けていただけるようなお

願いをさせていただいているんですけれども、改めて、また今後の選挙につきましては、

きちんとそういった形で郵便局、四日市郵便局、四日市西郵便局ともども、注意していた

だくようなお願いはしていきたいなと思っております。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 よろしいですか。 

 他に。 

 まだお二人いらっしゃるので、休憩をしたいと思います。再開は13時から行いますので、

よろしくお願いします。 

 

                                １２：０８休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １３：００再開  

 

○ 竹野兼主委員長 

 休憩前に引き続きまして、審査を続けさせていただきます。 

 

○ 森 康哲委員 

 本当なら、これ、資料請求された藤田さんから聞いてもらったほうが。よろしいですか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それは、全然問題なしで。資料に対して、お願いします。 
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○ 森 康哲委員 

 ５ページの看護師さんの採用状況の資料で、奨学金をもらって採用された方の人数とい

うのは何人なんですかね。 

 

○ 藤田人事課長 

 平成25年度32名のうち、奨学金をもらった生徒が27名、平成26年度、28名のうち24名が

奨学生となってございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 奨学金を返納した、採用されなかった人は何名ですか。 

 

○ 藤田人事課長 

 申しわけございません。その数については把握してございません。 

 

○ 森 康哲委員 

 途中でもうやめたといって返納される方もいると思うんですけど、また、民間に行くか

らという形で返納する方とかみえると思うんですけど、目標値に対してこれはクリアされ

ているのかどうか。 

 

○ 藤田人事課長 

 目標といいますのは、四日市看護医療大学の卒業生の入る数あるいは奨学生の数、どち

らでございましょうか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 奨学生の数だということですので。 

 

○ 藤田人事課長 

 奨学生については毎年30名の奨学生を募集しておって、30名が合格しております。あく

まで枠が30名ということですので、その数が目標値と理解しております。 
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○ 森 康哲委員 

 そうすると、平成25年度は目標値30名に対して27名の人が市立四日市病院に採用できた

と、３名がマイナスと。平成26年度はマイナス６名と。 

 これで、市立四日市病院の看護師さんはまだまだ不足していると思うんですけれども、

市立四日市高等看護学院の卒業生がいなくなったブランクの１年間ありましたよね。そこ

の不足分と合わせて、今どれぐらい充足率はなっているのか把握されていますか、看護師

さんの、７対１看護になって。 

 

○ 藤田人事課長 

 平成26年度末での看護師の職員数でございますが、504名でございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 足りるか足りやんかという感覚では。 

 

○ 藤田人事課長 

 ７対１看護で充足しているかどうかについては、申しわけございませんが把握してござ

いません。 

 

○ 森 康哲委員 

 定期採用以外にも順次、看護師さんについては募集はされていると思うんですけれども、

充足されていないから募集するんだと思うんですよ。そこの数字をつかんでいないという

のは人事的にちょっと問題があると思うんですが、いかがですか。 

 

○ 辻総務部長 

 申しわけございません。一昨年、定数条例をご無理お願いしまして、７対１看護体制に

するというので、看護師のほうをかなりの人数、50名近い増で、今504人という数字をご

案内しましたが、７対１看護については一定充足しておるというふうなことで聞いていま

す。 

 なおかつ、今でも、じゃ、今、随時採用をやっておりますが、これはなぜかと申します

と、看護師さん、退職がやはり毎年20人、30人、退職なさいます。それで、その補充とい
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いますか、それがどうしても必要になってまいります。その部分についても今、直近の段

階で、今、採用試験で、退職見込み、まだここから動きますけれども、現在のところ順調

に計画どおり予定が立っていると。 

 ただし、今回、本会議でも一般質問ございましたけれども、病棟に看護師をより充実さ

せていくとか、次の、次期の経営計画にも関係しますけれども、方向としてはより増員の

方向かなというので、それは事務長とも話を、意見交換、逐次しております。 

 現段階で圧倒的に不足しておるかというと、そうではない状況というふうに聞いており

ます。 

 以上でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 四日市看護医療大学の最初の卒業生が出るまでと、市立四日市高等看護学院の卒業生、

ブランクが１年間ありましたよね。あそこが全く卒業生がいない状態で、看護師さんが物

すごく不足した年があったと思うんですよ。それはもう補完されたということでよろしい

んですかね。 

 そのときに危惧されたのは、せっかく市立四日市病院のベッド数が、例えば500とか法

律上、決まっている。だけど、看護師さんが７対１看護になって、そういう卒業生が不足

しているから、ベッドがあってもそこへ部屋に入れることができないと、だから、余って

いる状態でも入院はさせられない状態があったと思うんですけど、それはもう解消されて

いるんですかね。 

 

○ 辻総務部長 

 ちょっと病院の中にかかわってまいりますので、この場でお答えできる範囲ではあるん

ですが、市立四日市病院568床だったと思うんですけれども、病床稼働率の視点でいきま

すと、どうしても100％にならないという事情はございます。例えば、産婦人科病棟で空

きがあったとしてもそこへほかの科の入院患者さんを入れられないとか、どうしても

100％にはならないんですけれども、今おっしゃられた市立四日市高等看護学院から四日

市看護医療大学のブランクがございました。確かに厳しゅうございました。ただ、当時、

病棟増築の工事等で、病床自体が制限をしていた時期の前後、重なると思うんです。それ

をやりくりしたのと、当時、随時採用と申しますか、年に１回の採用からほぼ２カ月に１
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回、随時採用、そのあたりで乗り切ってきたということでございます。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員 

 おおむね、看護師さんの状況は良好だということですね。 

 ドクターはどうなんですかね。ドクターの採用自体は、例えば、精神科なんか先生がい

ない時期もあったと思うんですけれども、この診療科目自体ちょっと閉鎖していた期間が

あると思うんですが、その辺の採用というのは。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 これについては、ちょっと市立病院のところに入ってくるような気がするんですけど。 

 

○ 森 康哲委員 

 採用やで。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 採用の部分やけど、さらっとというところで、お願いします。 

 

○ 辻総務部長 

 済みません。委員長、今おっしゃっていただきましたが、ドクターについてはもう本当

の市立四日市病院で採用まで地方公営企業として採用していただきます。枠は、定数条例

はこの総務常任委員会でお出しさせていただいていますが、具体的なドクターについては

市立四日市病院のほうでさせていただいています。 

 ただ、精力的に今回、一般質問の答弁でもありましたように、大学病院であるとか、か

なり精力的に現院長、情報を密にしてお願いしていただいておるというのは私も把握して

ございます。 

 申しわけございませんが、ちょっと答弁にはなっていませんけれども、枠については定

数条例ということでお諮りしていますが、具体的な採用活動は、ドクターについては市立

四日市病院でやらせていただいていますので、そのあたりご容赦いただけますでしょうか。 
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○ 森 康哲委員 

 それは、わかるんだけど、充足しているかどうかはわかるんじゃないの。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 その権限についてはどうなんですか。そこのところだけちょっとはっきりしてもらえま

すか。 

 

○ 辻総務部長 

 先ほど申しましたように、人数としては当然、把握していますが、ただ、市立四日市病

院なんかでも、例えば、地域周産期母子医療センターから総合周産期母子医療センター化

するのに、看護師も当然24時間要りますけれども、ドクターもそれで要るようになります。

それをやっぱり中期経営計画とあわせて充足をというのを考えていただいていますので、

どうしても中期経営計画なり、病院経営と密接にかかわる部分ですので、そのあたり、現

段階でどうかというのがちょっと申しわけございませんが、ご答弁さしあげるだけの情報

を持ってございません。 

 

○ 森 康哲委員 

 じゃ、また数字がわかったら資料としてお願いしたいので、それだけいいですか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それはできますか。例えば、市立四日市病院だと産業生活常任委員会のほうで出しても

らうような形が、本来というのはその形なのかなと思うんやけど、その点について総務部

長、いかがですか。 

 

○ 辻総務部長 

 この総務常任委員会の中で定数条例、繰り返しですけれども、これはこちらでお諮りし

ています。定数の中で、実配置はどうかという視点でご用意させていただければと思いま

すが、いかがでございましょうか。 

 

○ 竹野兼主委員長 
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 それでよろしいですか。 

 

○ 森 康哲委員 

 はい。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 じゃ、その部分で一度……。 

 

○ 辻総務部長 

 時期は。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 時期は。 

 

○ 森 康哲委員 

 用意でき次第でいいです。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 これは決算認定の部分のところにはかからないということでよろしいですね。 

 

○ 森 康哲委員 

 かからないです。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 じゃ、でき次第ということですので、その点についてはよろしくお願いします。 

 

○ 森 康哲委員 

 それと、ついでに。 

 

○ 竹野兼主委員長 
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 続けてください。 

 

○ 森 康哲委員 

 そのドクターの給与体系というのはこの総務常任委員会で聞いてもいいですか。 

 

○ 辻総務部長 

 具体的には、市立四日市病院の規定で制定しておりまして、市立四日市病院になってし

まいます。ただし、私ども、無関係かというとそうではございませんので、基本的には医

療職の給料表、ドクターについては使っていて、情報公開の中では入っていっています。

この近隣の、独立行政法人になりましたが大学病院、自治体の小牧でありますとか春日井

でありますとか、そういう公的な病院、そのあたりの処遇なりをもう当然把握した上で医

療職の給料表をつくっておるというのが現状でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 じゃ、それもあわせて資料としてお願いしたいんですけど、委員長、よろしいでしょう

か。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 基本的な医療職の給与というような形で、表でよろしくお願いします。 

 

○ 早川新平委員 

 関連。 

 今、森委員が言っておった病床稼働率、82％、市立が568床と部長がおっしゃって、２

床は感染症やで、ふだんは566床、入院できるだけのがあるんですよね。 

 今80％ぐらいですから約100ぐらいベッドがあいておるんですよ。７対１やから看護師

が足らんから入れられないという方向なんだけれども、今の部分で504名看護師が法定定

数いるのであれば、それはできるやないかというところでしょう。 

 だから、それが、所管が違うので、産業生活常任委員会のところなんだけれども、せっ

かく資料請求があったので、なぜ満床に、今、稼働率が82％ぐらいやと思うんやけど、

80％としても……。 
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○ 竹野兼主委員長 

 申しわけない。その辺については……。 

 

○ 早川新平委員 

 済みません。だから、その理由も一緒に、なぜ満床にできないかというのを資料と一緒

につけておいてほしいなと思って、資料請求という意味で言ったので。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 その資料については病院経営という部分のところで、当然、産業生活常任委員会という

ふうなところに私自身は感じるんですけど……。 

 

○ 早川新平委員 

 おっしゃるとおりで、わかる。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 あくまで費用面についての基本的なという考え方を総務部長のほうも言っていただいて

いて、根本になる給料表は出していただきますけど、その中身については、申しわけない

ですけど、これについてはちょっと出せる状況にはならないのかなというふうに、委員長

としてはそういう形で思いますが……。 

 

（「全体会に上げたらいい」と呼ぶ者あり） 

 

○ 早川新平委員 

 委員長おっしゃるの、わかるので、ただ今、資料請求があったので、それならそれで、

充足はされているんやけれども、どういう理由でというのはやっぱり総務常任委員会とし

て知っておいてもええのかなと思ったので、資料請求でという意味でつけてもらえません

かという。 

 

○ 樋口博己委員 
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 辻部長が答弁できないと思いますので、委員長のほうで市立四日市病院なのか産業生活

常任委員会なのかわかりませんが、そちらに参考資料として依頼していただくというよう

な方向性でいいんじゃないでしょうかね。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それだったらお願いはできると思いますが……。 

 

○ 早川新平委員 

 今、樋口委員が助け船出してもらったと思うんやけど、そのとおりで、辻部長に出して

くれというんやなしに、資料請求があったので、一緒にくっつけてくれへんかというお願

いをしたわけです。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 病院経営という視点がやっぱり、今、早川委員が言われるのは、そこにつながっていく

と思うもんで、今、ここからの資料という形にはならないというふうには私自身は思うん

ですけど、そこの部分のところで、産業生活常任委員会のほうにお願いをすることで、そ

ういうことができるかどうかをこちらでお願いして、出してもらえるようであればそこの

ところもきちっと出してもらうというような状況で確認させていただいてよろしいですか。 

 

○ 早川新平委員 

 結構です。お願いします。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 じゃ、それでよろしくお願いします。 

 

○ 樋口博己委員 

 ちょっと午前中、勘違いしていまして、昨年度も法令遵守推進監はおみえになっていて、

去年の秋ぐらいに亡くなられてブランクあるということで、吉田さんはこの４月からおみ

えになったということなので、昨年度の法令遵守推進監を配置いただいた中での効果とい

うか費用対効果というか、そういうところについて少し説明いただきたいと思います。 
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○ 松村総務部次長・総務課長 

 法令遵守推進監、平成19年度から配置いたしておりまして、大きく分けると二つの役割

を果たしていると思います。 

 一つは、職員に対してコンプライアンス意識を植えつけるというか向上させるというこ

とで、例えば、職員の研修の講師をしていただいたりとか、特に、吉田法令遵守推進監に

なってから始めていただいた、決算とはちょっとずれてしまうんですけど、法令遵守だよ

りというのを出していただきまして、全庁の職員に他の自治体で起こったいろんな不祥事

というか問題点を職員に周知することによって、啓発といいますか注意を喚起していると

いうようなことをしていただいております。 

 それが一つでございまして、もう一つが、不当要求といいますか、やはり住民の方から

の無理な要求がある場合もあります。それが正当な要求であれば適正に対応すべきなんで

すけど、不当要求に対してやっぱり毅然とした態度で適正に処理しなければならないとい

うことで、そういった場合に相談とか協力していただくということで、そういった二つの

役割を果たしていただいておりまして、昨年度もそういった業務を行っていただいておっ

たということでございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、昨年、具体的な事例はこの場で答弁しにくいかと思いますけれども、何例

ぐらいそういった不当と思われるような要求があったんでしょうか。 

 

○ 松村総務部次長・総務課長 

 明確にこれが不当要求かどうかというのはなかなか仕分けはしにくいんですが、かなり

の頻度でもう日常的にいろいろ各部局から相談を受けているというような状況でございま

す。 

 

○ 樋口博己委員 

 その都度その都度、法令遵守推進監に相談させていただきながら、適切な対応をとって

きたということでしょうかね。 

 前、委員会で弁護士の配置の、委員会で視察もさせていただきましたけれども、弁護士
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が専門職として、市の職員として採用されていますので、そういったところも担っていた

だいておるんでしょうけど、市としては警察ＯＢの方がそういう任務をいただいていると

いうことですね。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 いや、今年度、人事課で募集をしているという話のところですね、弁護士というのは。 

 

○ 樋口博己委員 

 今まで担っていただいたという話ですよね。わかりました、ありがとうございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 樋口委員の関連で、そうすると平成28年１月１日、自治体内弁護士ということで……。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それは、まだ、決算のところですので。 

 

○ 藤田真信委員 

 なるんですけど、今までの法令遵守推進監の方とその新しい方との内容というのは異な

るんですか。それとも同じなんですか。もう採用というか、結局、自治体内弁護士さんを

募集されていますよね。その業務内容というのはかぶるのか、それとももう全く別物なの

か。 

 

○ 松村総務部次長・総務課長 

 法令遵守という意味では当然、ここからここが法令遵守推進監の役割で弁護士の役割と、

多分、明確にはし切れない、当然関連してくる部分もあると思いますので、それぞれが協

力して対応していくということになろうかと思います。 

 

○ 藤田真信委員 

 ありがとうございました。 
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○ 竹野兼主委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 藤田真信委員 

 済みません、主要施策実績報告書の38ページで、一般質問でもありましたけれども四日

市公契約条例についてなんですけど、適正な施工体制を確保するために、配置技術者の点

検を実施云々という形で書いていただいているんですけれども、この平成26年度での四日

市市公契約条例の具体例というのはあるんですか。 

 

○ 森調達契約課長 

 平成26年度の四日市市公契約条例に基づく施策という意味でよろしいですか。 

 四日市市公契約条例はご承知のように公契約の適正化を目的とした条例ということで、

その中に盛り込まれておるところというのは公契約の適正化に向けて、例えば、公契約に

関する情報の公表をしっかりとやっていくとか、不正行為を防止していくとか、価格や工

事の期間でありますとか品質、そういったところを適正にやるための契約条件を設定して

いくとか、施工体制中の状況もしっかりと確認していくとか、そういったところについて

受注者なり、私ども発注者の責務を明確にしていくというところで、そういう意味では、

日々の入札契約の事務の中でその条例に基づいた取り組みというのがなされておるわけな

んですが、そういう意味でルーチン、ふだんの流れの中で条例に基づいて適正にやってい

っておるというところで、あえてこの条例に基づいて今回、改正をやったという部分をご

紹介しますと、適正な価格、無理のない価格というところの意味合いで、最低制限価格制

度というのを採用しておりますが、これの対象範囲を拡大しておりまして、これはこちら

にみえる森委員からのいろんなご意見も、当総務常任委員会での意見を参考にさせていた

だいたところでもあるんですが、工事委託といいまして工事に準じた委託業務につきまし

ても最低制限額を設定して適正な契約の金額を求めていくというような取り組みを行いま

した。 

 

○ 藤田真信委員 

 ちょっとごめんなさい。いまいちよくわからなかった、二つ目なんですけど、一般質問

の中で、市長の答弁があったと思うんですけど、下限額の設定、これがもう法的に困難で
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あるというふうな……。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 人件費の部分でね。 

 

○ 藤田真信委員 

 人件費の部分で。それは、どういった法律的な根拠があるのかというのをちょっと教え

ていただきたいんですけど。 

 

○ 森調達契約課長 

 委員おっしゃってみえますのは、労働報酬下限額というものを、いわゆるこれは受注者

に対して賃金を市から決めて、それの支払いの最低額を決めていくと、いわゆる最低賃金

法に基づく金額とは違う金額を市で決めていくというところを労働報酬下限額といいまし

て、それが法的な問題があってなかなか設定するのが難しいというのが市長答弁にもござ

いました。 

 これの根拠につきましては、条例制定のときにも幾つか議論もございましたし、以前の

文書質問でも回答させていただいておるんですが、幾つか法的な議論が全国で議論されて

おるんですけれども、例えば、最低賃金法、法で決められたものと違う金額を各自治体で

決めてよいのかという議論がございます。これについては国会答弁で、公契約という狭い

範囲で、いわゆる市が契約したものの範囲内であれば問題はないと、市が四日市市の最低

賃金を決めることはだめだけれども、市が契約しておる部分だけであれば問題はないとい

うような国会答弁もございました。 

 一方で、こういった答弁の背景には契約自由の原則に基づいて受注者はその契約を受け

る受けないというものを自由に選択できる状況にあることを前提としています。 

 しかしながら、今の公契約の状況を見ますと、かなり一時、平成の初めごろから一気に

発注件数が減ってきておりまして、今、事業者の方々は自分が思うような金額で入札して

おってはなかなか落札ができないという形で、私どもが一番抱えておる問題でもあります

最低制限価格と同額で皆さんが入札をして結果として抽せんで決まっておるという状況が

あるんですが、ということはつまりそこでの状況を見ますと、これは契約自由の原則に基

づいて事業者さんはそういった自由があるのかというと、なかなかそこに問題があるので
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はないかという意見もあるというところです。 

 また、別にもこの労働報酬下限額の規定というのは実質的に雇用契約の内容に介入する

というところで、大きな話ですが、憲法の賃金や就業規則、その他の基準というのは法律

で定めるという規定がございます。こういったところに問題があるのではないかというこ

ともございます。 

 また、この市独自で最低賃金法より別の金額を定めることによって、例えば、契約額が

増加した場合、これが労働報酬下限額そのものが政策目的の達成のための必要な最低限と

なるものなのか、それは合理性があるのかといったところで地方自治法のよく言う最少の

経費で最大の効果、こういったところに問題が出るのではないかといったことで、これは

全国の各自治体での議論で、問題がある問題がない、双方の意見が出ております。そうい

ったところで、決してそれはだめだという形になっていないんですが、そういった議論の

見解が分かれておるという中で、私どもの公契約条例はあくまで労働関係を基本とする法

律を守っていただく、受注者の方に法律を守っていただくというのを主眼に置いておりま

すので、そういった条例の内容の中で、今、法的見解が分かれておるものを設定するもの

は、現段階では適切ではないというふうな判断をいたしました。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 よろしいですか。 

 他にご質疑ございますか。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 質疑もないようですので、これより討論に入ります。 

 討論がありましたら、ご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 討論もないようですので、これより分科会としての採決に移りたいと思います。 
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 議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について、一般会

計、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費中総務課、人事課、調達契

約課、検査室関係部分、第２目人事管理費、第３目恩給及び退職年金費、第４目文書広報

費中総務課関係部分、第９目計算記録管理費、第16目人権推進費、第22目諸費中総務課関

係部分、第４項選挙費、第５項統計調査費につきましては、認定すべきものと決すること

にご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ご異議なしと認め、本件は認定すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第17号 平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決

算認定について、一般会計、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管

理費中総務課、人事課、調達契約課、検査室関係部分、第２目人事管理費、第３目

恩給及び退職年金費、第４目文書広報費中総務課関係部分、第９目計算記録管理費、

第16目人権推進費、第22目諸費中総務課関係部分、第４項選挙費、第５項統計調査

費について、採決の結果、別段異議なく認定すべきものと決する。〕 

 

○ 竹野兼主委員長 

 全体会へ送るものはないということで、よろしいですね。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 では、よろしくお願いいたします。 

 

〔常任委員会〕 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、総務常任委員会に移りますが、理事者の入れかえがありますので、しばらく
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お待ちください。 

 それでは、続きまして総務常任委員会の審査を行います。 

 

    議案第23号 四日市市個人情報保護条例の一部改正について 

    議案第24号 四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部改正について 

    議案第25号 四日市市職員退職手当支給条例の一部改正について 

    議案第26号 四日市市職員の再任用に関する条例の一部改正について 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、議案第23号四日市市個人情報保護条例の一部改正について、議案第24号四日

市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について、

議案第25号四日市市職員退職手当支給条例の一部改正について及び議案第26号四日市市職

員の再任用に関する条例の一部改正について審議を行います。 

 それでは、これは８月26日にもう説明を終わっておりますので、質疑から始めたいと思

います。 

 ご質疑ございます方は、ご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 なしということですが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 質疑もないようですので、これより討論に移ります。 

 討論がありましたら、発言願います。 

 

（なし） 



- 66 - 

 

○ 竹野兼主委員長 

 討論もないようですので、これより分科会としての採決に移りたいと思います。 

 議案第23号四日市市個人情報保護条例の一部改正について、議案第24号四日市市議会の

議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について、議案第25号

四日市市職員退職手当支給条例の一部改正について及び議案第26号四日市市職員の再任用

に関する条例の一部改正について、可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ご異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第23号 四日市市個人情報保護条例の一部改正について、議

案第24号 四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部改正について、議案第25号 四日市市職員退職手当支給条例の一部改正につ

いて、議案第26号 四日市市職員の再任用に関する条例の一部改正について、採決

の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

     

                         (１３：３１～１３：４８協議会)  

                                １３：４８休憩 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １３：５９再開  

〔決算常任委員会分科会〕 

○ 竹野兼主委員長 

 では、インターネット中継を再開いたします。 

 それでは、決算常任委員会総務分科会を再開させていきます。 

 会計管理室です。 

 

    議案第17号 平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について 
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     一般会計 

      歳出第２款 総務費 

         第１項 総務管理費 

          第６目 会計管理費 

 

○ 竹野兼主委員長 

 議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について、一般会

計、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第６目会計管理費について質疑を行います。 

 質疑ございますでしょうか。 

 

○ 藤田真信委員 

 済みません。よろしくお願いします。 

 決算認定、８月補正予算議案参考資料（追加分）というのはいただいたんですけど、そ

の中で、財産管理という項目、追加資料で出てきているんですが、これは、こちらで伺う

べきものなのか、それとも財政経営部のほうで伺うべきものなのか。 

 

○ 水谷会計管理室長 

 こちらの資料の１ページの（２）の備品に係る現物実査について、備品については会計

管理室の所管になりますので、こちらについては私どもでお答えさせていただきます。 

 

○ 藤田真信委員 

 そういう財産目録とか、そういう関係というのは、そうするとこちらということでよろ

しいですか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 財産目録は違うやろう。 

 

○ 藤田真信委員 

 財産目録は違う。 
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○ 水谷会計管理室長 

 備品に関してだけです。 

 

○ 藤田真信委員 

 じゃ、財政経営部にそういうことは、この件に関しては、財産管理についてはお伺いす

ればいいということですか。 

 

○ 坂倉会計管理者 

 先ほども室長が申しましたように、備品に関しては会計管理室が管理していますが、そ

れ以外については……。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 要するに、備品の個別的に具体的なものはどんなものがあるかだけ、ちょっと。 

 

○ 坂倉会計管理者 

 どこがどういうものを持っておるかというのは、会計管理室のほうで把握しております。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 個別に備品はどんなもの、例えば、駐車券とか。 

 

○ 坂倉会計管理者 

 いや、一番わかりやすいのはこういう椅子とか机とか、そういうたぐいのものから、い

ろいろもろもろございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ということですので。 

 

○ 藤田真信委員 

 わかりました。 
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○ 早川新平委員 

 今の備品で、前回、監査を行うのに長机を用意しておいてくれと、保育園へ。監査事務

局のほうは、当然それが、備品がもうあるとして用意しておいてくれという話があって、

現実には、それ備品がそこの保育園はそれだけない、要は、長机を10脚用意しなさいとい

って言っておるわけや。これは富洲原保育園のことなんやけど、富洲原保育園の場合は隣

に小学校があるので、毎回、監査のときに借りてきておるんやな。だから、その備品で、

一般会計でいただく予算で備品は調達することはできないという項目があったので、それ

を今、管理してみえると言ったので、そことの情報共有をしておかんと、監査事務局は一

方的にこれだけ行くので用意しておいてくれということを言うわけ。そこの保育園にない

わけや。それを今度は、きちっとそこへ与えてあげないとという、だから、今、備品と出

たので、情報共有してないんやわな。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 備品管理と、それから、備品の必要性という部分のところでの各原課のほうでどういう

形の備品が必要というような、つながる部分というのは何かありますか、会計管理室では。 

 

○ 水谷会計管理室長 

 職員が使います事務机と椅子につきましては、もう人事異動がありますので、なるべく

全庁的に効率よく使い回しするように会計管理室のほうで異動のたびごとに、こっちへ足

りないのでこっちで余った分をあっちへ動かしてくれと、そういうような手配はいたしま

すけれども、机、椅子以外の、例えばその会議用の長机などについては特に会計管理室で

そういうことはやっておりませんで、各課で予算要求して購入していただくと。もし、余

れば庁内の掲示板に出していただいて欲しいところを探すとか、そういったことはやって

もらっております。 

 

○ 早川新平委員 

 それ以上、何も問い詰める気はないんやけれども、次、この後、監査事務局あるので、

監査事務局がこれだけ用意しておいてくださいと、それは当然、そこにはあるとして準備

しなさいと監査事務局が言っているわけやな。そこの保育園にはその長机がない、だから、

それで、園長のほうがいつも富洲原保育園の場合やから、隣に小学校あるで毎回、借りて
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きておるというのが現状で、監査事務局としてはそれは持っているというもう頭で指示を

しているので、それは、じゃ、買ってもらったらええやないというたら……。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 監査事務局やな。 

 

○ 早川新平委員 

 そうそう。だから、今、備品の管理というもんで、どこの保育園、どこの小学校にはこ

ういう机が何脚あるというのは管理しておると今おっしゃったので、そこのところの連絡

だけは密にしておいたらんと、現場が困る。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それはしていないんですね。 

 今言われるのは、職員に対する必要という備品を管理しておるというような、今、室長

が答弁されたのは、そこのところ以外については会計管理室では行っていないということ

でよろしいんですよね。 

 

○ 坂倉会計管理者 

 資料の１ページの下にも書いてございますように、毎年３月31日付現在で各所属がどん

な備品をどれだけ持っておるかというのを集計していただいて、当然、現物があるかない

かもチェックしていただいて、それの届け出を会計管理室が保管しておるという状況でご

ざいます。 

 だから、３月31日に10脚あれば10脚というふうなことなんですが、先ほど早川委員さん

おっしゃっていただいたように、台帳と現物が破損か何かで実際にないとか、そういうの

であればその備品台帳を変更して、実際のある個数とかものに直していただかなあかんと

いうふうに思っております。 

 

○ 早川新平委員 

 わかりました。 
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○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございますか。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 質疑もないようですので、これより討論に移ります。 

 討論がありましたら、ご発言を願います。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 討論もないようですので、これより分科会としての採決に移りたいと思います。 

 議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について、一般会

計、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第６目会計管理費につきましては、認定すべ

きものと決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ご異議なしと認め、本件は認定すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第17号 平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決

算認定について、一般会計、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第６目会計管

理費について、採決の結果、別段異議なく認定すべきものと決する。〕 

 

○ 竹野兼主委員長 

 会計管理室さん、どうもご苦労さまでした。 

 続けて、監査事務局に入りますので、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。 

 傍聴に報道機関が入っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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    議案第17号 平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について 

     一般会計 

      歳出第２款 総務費 

         第６項 監査委員費 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、続きまして、決算常任委員会総務分科会、監査事務局について、議案第17号

平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について、一般会計、歳出第２

款総務費、第６項監査委員費につきましての質疑を求めます。 

 質疑がございましたら、ご発言願います。 

 済みません、監査事務局長、一言、ご挨拶をお願いいたします。 

 

○ 服部監査事務局長 

 簡潔に、本日は、監査委員費の決算審査につきまして、よろしくご審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、質疑をお受けいたします。 

 ご質疑ございますでしょうか。 

 

○ 早川新平委員 

 次長には前にちょっとお話ししたんやけれども、備品の関係で、現場のほうがないと、

そういったものに関して、現場の状況をよく確認して準備に当たるように気をつけていた

だきたいということで、詳細は次長にはもうちょっと言ってあるので。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それにつきまして。 

 

○ 服部監査事務局長 
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 委員会別議案聴取会のときにも早川委員さんのほうからお話ございまして、私どものほ

う、できるだけ監査するところにご負担のかからないようなことで今後とも、今までも注

意はしておるつもりなんですけれども、ちょっと不足しておった部分があるかと思います

ので、十分注意させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○ 早川新平委員 

 ありがとうございます。できるだけよろしくお願いします。 

 それと、もう一点だけ、備品購入のところで、現場の予算でそういうものは買えないと

いう報告を受けておるんやけど、それに対しては、ほかのところからもずっと場所を、備

品、机、余っておるものとか過大に行っておるところとか、そこのところは融通きかせる

ようにしてあげないと、備品では買えないという報告を受けているんやけれども。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 そういうところの視点での監査はいかがですか。 

 

○ 早川新平委員 

 いやいや、ちょっと待って。 

 監査というんやなしに、監査事務局がこういうものを用意しなさいと、報告が来ると、

その備品がないんですよ、そこに。監査事務局としては、それはもう当然あるものやとし

て、監査を行くので、これだけの机を用意してくださいという案件のことなんです。 

 以上です。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 早川新平委員 

 答弁あったら、お願いします。 

 

○ 樋口監査事務局次長 

 まず、私どもが事前の調査に行かせていただいたときに、監査のときにはこういう形で
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監査委員さんがそこの園の資料とかを出していただいて見れるような形でお願いしたいと

いうお願いをさせていただいております。そのときに、机等が不足するということをご相

談いただければ、あるものの形でできる方法というのを考えたいというふうに思っており

ます。 

 備品の購入できるかどうかというのはちょっと予算上のことでございますので、ちょっ

と私のほうが、それが可か不可かというのはちょっとなかなか申し上げにくいんですけれ

ども、今回の件につきましては担当課とご相談させていただいた折には、ほかの園で多く

机を持っているところがあるようでございますので、そちらのほうから不足しているとこ

ろの園のほうに回すように、保管転換をするような形で不足の園がないような形で整理を

きちんと整えたいというような形で報告を頂戴しております。 

 いずれにしても、私どもが事前調査で伺ったときに、園のほうが、うち、ないんやわと

言いやすい形で、先ほども、決してそんなつもりはないんですけれども、やはり監査とい

うことで言われたとおりにせなあかんというような印象を持たれた場合もあったのかなと

いうことを反省いたしまして、丁寧な対応を努めていきたいと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○ 早川新平委員 

 よろしくお願いします。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 恐れられない監査事務局を目指していただきたいと思います。 

 

○ 早川新平委員 

 いや、恐れられやなあかんやろう。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございますか。 

 

○ 谷口周司委員 
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 済みません、ちょっと教えてください。 

 この決算常任委員会資料の２ページの４番、小中学校における理科薬品の管理について、

これ、使用簿に記載されている現有量と現有残量は一致しないなど、薬品類の管理上幾つ

かの不備が見受けられたとあるんですけど、これ、監査が入ってわかったことで、普通に

現場ではこれをその場では知らなかったということなんですか。 

 

○ 樋口監査事務局次長 

 いえ、現場でも認識はしていただいていたかと思います。私どもが事前の調査等に伺っ

たときに、そのときにも実際のものをはかってみたときに使用簿と一致しない例があった

ということでございます。 

 

○ 谷口周司委員 

 済みません、これ、結構大きな、薬品とかの管理ができていないと事故等につながるこ

ともあるかと思いますので、その後はもう改善はされていると思われますか。 

 

○ 樋口監査事務局次長 

 私どももこういう事例があるということで改善を求める形で意見も出させていただいて

おりますので、それに基づいて是正はしていただいているものと思っております。 

 

○ 谷口周司委員 

 ありがとうございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 森 康哲委員 

 関連。 

 これって、前も指摘されておって、繰り返しで、学校は同じかどうかわからないですけ

れども、指摘されておったことがあると思うんですけど、監査のほうから。改善要求して、

改善されない場合はどういうふうな対応になっているんでしたっけ。 
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○ 竹野兼主委員長 

 改善されない場合をということで。 

 

○ 森 康哲委員 

 繰り返しになっているのでね。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 多分、それは学校が違うと思いますけど、その点も考慮して答弁をお願いします。 

 

○ 樋口監査事務局次長 

 小学校、中学校の場合、４年サイクルで監査の対象としておりますので、学校に関しま

しては１年ごとかわっているというのが現状ではございますが、新たな学校を監査にいき

ますと同じ状況があるというのが続いているのが実態でございますので、昨年度に関しま

しては、全件ではございませんけれども、もう一回見に行くという形で少しでも改善され

るようにということを、再調査というような形で実施をいたしまして、少しでも改善され

るようにということをさせていただいたということでございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 この理科の実験で使うような薬品というのは劇薬もあると思うんですけれども、少量で

あっても差異があれば大変なことになる場合もあるので、防止策というか、それを全校に

周知させやなあかんことやと思うんですけど、１校だけの問題ではなくて、ほかの学校も

やはりきちっと、監査に入っていない学校に対してもそれは周知する必要があると思うん

ですけど、そうせんと、また違う学校を調べたらまた出てきました、また違う学校を調べ

たら出てきましたでは、これはちょっと監査としてももったいないので、その辺の考え方、

どうでしょうか。 

 

○ 服部監査事務局長 

 今、森委員のほうからおっしゃられたことについては、実際に各小学校、中学校へ行く

ときにも、教育委員会学校教育課の方がついてきていただいて、実際にそういうところも
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見ていただいて、当然、教育委員会のほうにもこういう事例があるということはご報告を

させていただいておりまして、以前からも理科薬品の取り扱いというのは各学校に通達等

でこういう取り扱いをしなさいよということはしていただいておるわけなんですけれども、

ちなみに、ことしの６月17日にも、改めて教育長名で各小学校、中学校の校長先生に取り

扱いと管理ということで、改めてご通知も出していただいておりますし、この監査の結果

については各小学校、中学校にも行くような形でお願いをしておりますし、先ほどありま

したように、やはり担当者だけではなくて、特に校長先生なんかも随時に実査をするとい

いますか、それで確認をしていただくようなことのご指導もさせていただいております。 

 

○ 森 康哲委員 

 全庁的に、じゃ、やっていただいているということであれば、なおさら、また監査で指

摘をするだけではなくて、さらにもう一歩、指導を徹底するように、厳重注意なり何なり

の処罰をするべきだと思うんですけれども、繰り返しこういうことがないようにしてもら

うのが一番なので、そういうことも視野に入れて、これ、大事なことやと思うんですよ。

事故につながると大変なことになってしまうので、その辺を認識していただいて進めてい

ただくようにお願いしたいと思います。 

 

○ 樋口博己委員 

 関連。 

 森委員の指摘のとおりだと思いますけれども、例えば、１回指摘があって、また、それ

を通知いただいた上でまたあるということは、改めて全校に確認して、チェックリストつ

くっていただいて、それを全校のチェックいただいたものを資料として提出いただけない

んですか、この委員会に。全てチェックしましたというのを。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 そういうチェックという部分のところというのは、教育委員会のところに入ると思うん

ですけど、その点についていかがですかね。そういう資料ってつくれますの。 

 

○ 樋口監査事務局次長 

 私どもが教育委員会のほうに、各学校、全て総点検をするようにということをお願いし
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て、それの総点検をした結果のリストを報告いただいて、それをご提出させていただく、

そういうことになろうかと思うんですが。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 これについては決算認定に関係いたしますでしょうか。 

 

○ 樋口博己委員 

 関係しませんけれども、やはり監査の仕事としてはそこまで仕事をしていただかないと

あかんと思いますので、決算には関係ありませんが、資料の提出を求めたいと思います。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 資料をお願いするのと同時に、こういうことが起こる理由、基本的には人的な部分で使

ったのにつけ忘れたという、僕が自分が監査委員のときにもそういうことだったんですけ

ど、劇薬とかそういう部分のところでは大きな問題点としてその形にはなっているけど、

その理由については載った形にはなかなかなっていないと思うんですけど、載っています

か。載っていましたっけ。そこの部分についてちょっと答弁もらえますか。 

 

○ 服部監査事務局長 

 理由といいますか、一応、特に劇薬につきましては、できるだけグラム単位で合わすよ

うにという形でお願いしておるんですけれども、その薬の種類によって揮発性があったり

とか、それから、ちょっとはかりの正確性があったりというようなことで、今までもちょ

っとご指摘させていただいておるのは、特に劇薬については、たとえ１ｇでもやはり違う

ということは、先ほどもありましたように事故につながるようなおそれがありますので、

そういう管理をしっかりするようにということでお願いをしておるようなことでございま

して、そのあたりは各学校でも十分把握はされておるんですけれども、ただ、申しました

ように、ちょっと１ｇずつ、今までの事例でも、そんなにすごい10ｇが違ったとかいうよ

うな事例は余りごさいませんので、そのあたりも含めてやはりそういう日常の管理をしっ

かりしていただくと、そういうことを習慣づけするようにお願いをしておるというところ

でございます。 

 今後も引き続きそういう点は十分、注意していきたいと思いますので、よろしくお願い
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いたします。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ちなみに、先ほどの資料についてはよろしくお願いします。 

 

○ 早川新平委員 

 ２ページの最後の、適正な管理を行う必要があるというこの記述で、監査としてはどこ

まで、この指摘をして終わりなのか、森委員が先ほどもちょっと言ってみえたんだけど、

これ、必要があると監査で問題になりました。ちゃんと適正な管理をしなさいと言います。

その後のフォローアップというか、できているかどうかというのは監査委員としては指摘

をして終わり。それとも、改善なりが半年後なりという、どこまでの責任があるのだけち

ょっと教えていただきたい。指摘して終わりなら……。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 改善とかというのが報告書のところには載っていると思うんですけど、そこのところを

少し説明してください。 

 

○ 樋口監査事務局次長 

 監査の結果を指摘事項または意見という形で是正または改善を要望するという、措置を

講じるように要望するという形がまず１点。その後、措置を講じた場合には報告を求める

ということで、報告を求めております。 

 私どもとしては、ものによってちょっと期間が違うんですけれども、３カ月ないし６カ

月後にその後どうなったかというところを報告いただくような形でしております。 

 

○ 早川新平委員 

 ありがとうございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 済みません、委員会別議案聴取会のときにお聞きすればよかったのかもしれないんです

けど、先ほどの２ページのところの②のほうなんですけど、一般質問でもあった時間外勤
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務なんですけれども、個々人の職員によって違うのかもしれないんですが、部署によって

も仕事量というのは違うわけで、部署的に時間外勤務が多い部署というのはどういったと

ころなんですか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 建築指導課、まあ、ええわ。答えてもらおう。 

 建築確認の部分のところで、姉歯事件のところから量が大きくなってという、それをで

きる人が数少ないという。 

 

○ 服部監査事務局長 

 例えば、去年ですと、都市整備部とか、それから、ことしに入って例えば危機管理室と

か、通常、人事課のほうで時間外勤務の各部局の数字が出ておるわけなんですけれども、

そういう部局が比較的時間外が多い、今回の指摘の中でも、例えば、年間を通じて1000時

間を超えるような勤務をされておる所属もございますので、そういうところについて監査

の中でいろいろ所属長に時間外の勤務の適正な管理をするようにとか、あるいは人員に不

足が生ずる場合は当然ながら、人員要求するようにというような形でご指摘をさせていた

だいておるというところでございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 今の話でいう監査の部分は、そう指摘をされる。本来でいうなら、これについては総務

部のところで質疑をしてもらうところだったのかなというふうに思っていますので、この

程度にしておいていただきたいと思います。 

 それ以外のことであれば、どうぞ。 

 

○ 藤田真信委員 

 もうそれで結構です。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 よろしいですか。 
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○ 森 康哲委員 

 関連して。 

 藤田委員の関連で、この1000時間なんですけれども、以前は先ほどちょっと委員長も口

走った姉歯事件で、耐震の構造計算ができる職員が少ないということで、建築確認申請を

出したときに時間がかなりかかる、それで、職員が少ない、そういうのが重なって時間外

勤務が多くなったという事例があったんですけれども、そういうところを監査で結構指摘

していただいて大分是正はされていると思うんですよ。だけど、災害の場合は、危機管理

室、特にそうなんですけれども、台風とか風水害で一昼夜、ずっと泊り込んで時間外勤務

しなきゃいけないと。これは危機管理室だけじゃなくて財政経営部なり、いろんな職員を

動員して２次体制とか３次体制とかとる場合もあるので、そういうところへの指摘という

か、監査で指摘されると、どういうふうな改善を求めていくんですかね、人員配置以外に。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 監査の視点で。 

 

○ 森 康哲委員 

 監査の視点で。 

 

○ 服部監査事務局長 

 まず、監査調書の中で、課全体の時間外の推移もそうなんですけれども、特に、いわゆ

る年間で360時間を超えるものについては個人というか、Ａ、Ｂというような表現で、各

個人の月別の時間外を資料として提出していただいております。 

 そういう中で、例えば、課全体も多いんですけど、やはり個人に業務が偏っておる場合

については、やはり業務分担の見直しであるとか、それから、所属長が特に１カ月に100

時間を超えるような業務がある場合については職員の特に健康面の問題もございますので、

その辺でやっぱり業務の見直しであるとか協力体制であるとか、そういうようなものをす

るようにというような指摘もさせていただいております。 

 

○ 森 康哲委員 

 本当に改善をどういうふうにしたらというのを所属長も悩んでいるところもあると思う
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ので、しっかり監査の視点でこういうふうな方向でというのを教えてあげると、また、よ

りいいふうに進むと思いますので。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 より効果的な監査指摘をよろしくお願いしたいという森委員の強い意向ですので……。 

 

○ 森 康哲委員 

 お願いしたいと思います。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 よろしくお願いします。 

 

○ 樋口博己委員 

 ちょっと参考で教えてほしいんですけれども、監査事務局の方の時間外勤務は大丈夫で

しょうか。 

 

○ 樋口監査事務局次長 

 一応、年間360時間というのが市役所としての目標といいますか、なってございまして、

それを上回ることはございません。昨年度でいきますと、１人当たり１カ月平均21時間と

いう時間外勤務の実績でございました。 

 以上でごさいます。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、平均ではなくて、個人で特定の人が360時間を超えている事例もないとい

うことでよろしいですか。 

 

○ 樋口監査事務局次長 

 済みません、個々は持っていないんですけれども、たしか昨年度は超えることはなかっ

たと記憶しております。 
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○ 樋口博己委員 

 なかったと思いますという答弁は非常にあやふやなところありますので、監査事務局で

すので、みずからもしっかりと数字を把握いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございますか。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ご質疑もないようですので、討論に移ります。 

 討論ございますか。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 討論もないようですので、議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の

決算認定について、一般会計、歳出第２款総務費、第６項監査委員費につきましては認定

すべきものと決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ご異議なしと認め、本件は認定すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第17号 平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決

算認定について、一般会計、歳出第２款総務費、第６項監査委員費について、採決

の結果、別段異議なく認定すべきものと決する。〕 
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○ 竹野兼主委員長 

 全体会に送ることはないということでよろしいですね。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 じゃ、監査事務局、ご苦労さまでした。 

 では、14時40分まで、休憩します。 

 

                                １４：２９休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：３８再開  

 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、再開します。 

 まず、財政経営部長、一言ご挨拶をお願いします。 

 

○ 内田財政経営部長 

 財政経営部長の内田でございます。 

 長時間、ご苦労さまでございます。 

 本日は、平成26年度の決算認定につきまして、財政経営部関係部分と、それから補正予

算が歳入の部分、それから最後に、また協議会のほうも一点お願いさせていただいており

ますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定につい 

て、一般会計、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費中管財課関係部 

分、第５目財政管理費、第７目財産管理費、第22目諸費中市民税課、財政経営課関係部分、 

第２項徴税費、第４款衛生費、第４項病院費、第８款土木費、第７項下水道費、第11款 

公債費、第12款予備費、桜財産区について、委員会別議案聴取会で請求のありました資料
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の説明をお願いします。 

 

    議案第17号 平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について 

     一般会計 

      歳出第２款 総務費 

         第１項 総務管理費 

          第１目 一般管理費中管財課関係部分 

          第５目 財政管理費 

          第７目 財産管理費 

          第22目 諸費中市民税課、財政経営課関係部分 

         第２項 徴税費 

        第４款 衛生費 

         第４項 病院費 

        第８款 土木費 

         第７項 下水道費 

        第11款 公債費 

        第12款 予備費 

     桜財産区 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 では、資料のほう、総務常任委員会関係資料、タグで１、２、３とついておるものの中

なんですけれども……。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 そうですね。赤いタグがついておりまして、１、２、３とついている総務常任委員会関

係資料でございます。そのうちの１の最終ページでございます。４ページをお開きくださ

い。 

 まず、決算の関係で、森委員のほうから資料請求ということで、本町プラザの駐車施設
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のあり方検討と指定管理者の指定の関係で、決算認定、平成26年度については指定管理者、

従前のままだったんですけれども、指定管理者が平成27年度から変更になりましたので、

その関係で今まで総務常任委員会の中で審議をしていた中で、その配慮が一体どうなって

いるんだという資料請求がございましたので、こちらのほう、ご説明を申し上げたいと思

います。 

 まず、この指定管理につきましては、先ほど申し上げたとおり、前期のほうが平成24年

度から平成26年度の指定管理者の指定期間が平成26年度末で満了ということでございまし

たので、次期、平成27年度から平成29年度の指定管理者を選定する必要がございました。 

 そのため、施設のあり方についてこの総務常任委員会の中で数度にわたってご審議いた

だいたところでございまして、それと並行する形で平成26年６月に指定管理者の公募を行

い、選定委員会での審査を経て、昨年の11月定例月議会において次期の指定管理者の指定

議案について、ご同意をいただきました。 

 この指定管理者の公募に当たりましては、当然その施設のあり方を管財課と財政経営部

のほうとしても検討を種々しておりまして、指定期間の途中で施設の供用というものを休

止する可能性があるのではないかということから、アンダーラインを引かせていただいて

います、施設を休止した場合は、双方協議の上に指定管理料を減額することがある旨を明

らかにして事業者を募集させていただきました。 

 下にございますように、対比表でございます。今、前期という、右側が従前の指定管理

者でございまして、平成24年度から平成26年度と、左側が今回の、昨年の11月定例月議会

でご承認いただいた新規の指定管理者でございます。 

 そのときには、アンダーラインのように、まず、上段の募集要項の点でも下のほうにな

るんですけれども、当該施設の改修、建てかえ等に伴う施設の休止により管理業務を実施

しないこととなる場合も含みますということで、形態が変わる場合は、こういった形で協

議をしましょうという、承知の上で募集をさせていただいた。 

 下にございますのは基本協定でございます。基本協定の中にも当然、同じ内容を含んだ

上で協定を結ばせていただいて、今後のあり方について中止もあり得る、あるいは休止と

いうところで、双方協議の場をつくらせていただきたいということで指定管理者のほうを

新規募集させていただいたという次第です。 

 以上でございます。 
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○ 竹野兼主委員長 

 説明はお聞き及びのとおりです。 

 ご質疑がございましたら、ご発言願います。 

 

○ 森 康哲委員 

 資料をありがとうございます。 

 前回の総務常任委員会までの流れを説明していただいて、表にもアンダーラインを引い

ていただいたんですけれども、この施設を休止した場合というのは、取り壊しも含めて、

あと、改良も含めて休止していくということになっていると思うんですけれども、もとも

と立体駐車場の稼働率が悪いと、収益性も悪いと、使い勝手が悪いからどうしようという

ところから来ていて、附置義務台数が緩和されて、近所のやつも取り入れて台数を確保す

ることができたからタワーパーキングをいじることもできるようになったと。だから、指

定管理者の契約をする期間内であっても、その部分を除いて契約を排除することもできる

よというのが説明だったと思うんですけれども、実際に試算とかしてもらったんでしたよ

ね、前の委員会のときに。壊した後、駐車場が何台とれるのかとか、平面駐車場にした場

合、何台とれる、あと、今、立体駐車場自体が背が高い車が入らない、軽自動車も入らな

い、今、ワゴンＲとかあれぐらいの乗用車も入らないという状態で、物すごく市民にとっ

ても使い勝手が悪い、だけど、新丁ひろば駐車場ができて、そこも台数にも入れられるよ

うになったので、カウントできるようになったのでどうしようということだと思うんです

けれども、この辺、部長、もう単刀直入に聞きますが、どういう方向で進むんでしょうか。 

 

○ 内田財政経営部長 

 今、森委員がおっしゃられた話、一旦、総務常任委員会協議会で平成25年度、正確には

平成26年１月28日に、それまでの考え方を整理させていただいて、そちらで報告させてい

ただいております。 

 今、委員がおっしゃられたように、大きく分けて、あれを壊して、その後に何台かとめ

られる、それから、ほかの駐車場も合わせて附置義務がクリアできるかという案もありま

すし、現状の施設を、例えば、今、車高155cmまでしか入りませんので、それをちょっと

改良して数台はそれより高い車高のものも入れるようにするとか、あるいは、入出庫に非

常に時間がかかるので、機械の改修によってそれをクリアできやんかということ等々、議
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論させていただいて、一定の方向性は出させていただいたと。 

 従前、指定管理料は非常に高額でしたけれども、まず、常駐１人をやめて、委託業者か

らインターホンで呼び出しがあったときに駆けつけるというやり方で人件費を抑えたとか、

本町プラザを利用する客の方は無料にしたとか、指定管理料の低減も図っていろいろさせ

ていただいた。 

 一応それで、平成26年１月28日に、方向性としてはいろいろあるけれども、こういう、

とりあえず施設の改修をするに当たっては、機械の耐用年数等もございますので、耐用年

数が切れるころ、改修する必要がございますので、まずはそのタイミングで一つ考えを示

さなあかんなということと、それから、壊したときの費用、それもお示しさせていただい

て、最終的には施設を実際に補修をせなあかん、いわゆる改修せなあかん時期、耐用年数

が過ぎたころに一定の方向性を示さなあかんということで、現状のままで行くけれども、

調査検討は続けていくと、そういったような仕切りで整理させてもらったと思っておりま

す。 

 その後、平成26年度に入って、ちょっと附置義務の関係の法改定がありまして、本町プ

ラザに関していいますと、附置義務に係る台数は大分緩和されてきそうであるという情報

は得ておるんですけど、ちょっとそれも新たな材料として、今現在、もう一度、附置義務

が緩やかになったことも踏まえてもう一度見直しておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 いずれにしても、今の現状のままではやはり市民から使い勝手が悪いよという状態は変

わっていない、会議なんか本町プラザでやろうとすると、例えば、10台、車を出し入れし

ようとすると１時間以上かかってしまう現状があるわけですわね。そうすると、会議に間

に合わない、また、出すのにも時間がかなりかかってしまうと、だから利用もなかなかし

づらいという現状があるので、やはりそれは真摯に受けとめて、指摘されたところは改善

していくように求めている、委員会でも求めたと思うんですよ。 

 だから、壊すなら壊す、はっきり決断せなあかんと思うんですわ。その施設の耐用年数

云々よりも、壊すか壊さないかをまずは判断していただいて、その後、壊さないのであれ

ばどういうふうにやっていこうというふうな話になると思うので、順番が逆やと思うんで

すね。その辺、いかがですか。 
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○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 先ほど森委員もご紹介いただいたとおりに、附置義務の関係でございます。先ほど、部

長も申し上げたとおり、平成26年６月に、国のほうで、都市再生特別措置法の一部を改正

する法律という中で、面積要件が緩和という形で、標準駐車場条例というのが８月１日に

改正のほう、されております。 

 さて、四日市はと考えたところなんですけれども、今現在、まだ、都市整備部のほうで、

この国の動きにあわせて四日市市建築物における駐車施設の附置等に関する条例を改正す

る必要がございます。これが、今現在のところ、まだ都市整備部のほうで協議をいただい

ているというふうには情報を得ておりますので、この中で始めて附置義務のいわゆる緩和

によって、今現在24台、本町プラザの新丁ひろば駐車場を含めまして、本町プラザの規模

ならば、本来24台設置しないといけないんですけれども、国のガイドラインに合わせて、

国の法改正の見込みでいくと18台に減少する見込みではございますけど、今現段階では都

市整備部のほうでまだ協議をしている段階でございますので、その動きを見きわめた上で

管財課のほうで、財政経営部のほうとしても、森委員がおっしゃるように使い勝手が悪い

というのは本当に重々承知しておりますので、そうした中で壊すのか、どちらかというと

方向性は壊すという方向性だと思いますけれども、そうした中で動いて検討を進めていき

たいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○ 森 康哲委員 

 たしか、新丁ひろば駐車場自体も最初はその四日市市建築物における駐車施設の附置等

に関する条例の台数には含まれないということで説明を受けていて、解釈によってそこも

いいだろうということで壊す案も浮上してきたと思うんですよ。 

 壊した後、五、六台、平面駐車場でもとれるというふうにも、面積的にはじき出してい

ただいたと思うので、壊した後、その五、六台と新丁ひろば駐車場と足せば、24台クリア

できる台数になるのかな。 

 

○ 中山管財課課長補佐 

 今、現在の四日市の条例でいくと附置義務24台、これは課長申し上げたとおりでござい

ます。新丁ひろば駐車場のほうのキャパが今15台でございます。ですので９台足りないと。
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今、森委員がおっしゃっていただいた、今の立体駐車場を壊した後の平面になったところ

に、多分９台は難しい、３台、４台じゃないかなと思っているんですけど、ですので、仮

に取り壊すというような方向性を出すためには、前提条件としましてこの四日市市建築物

における駐車施設の附置等に関する条例が改正をされて、国が緩和をされた内容が四日市

市においても問題なくこれが適用できるんだという形で都市整備部のほうで緩和を含んだ

条例改正がなされれば、計算上は18台の附置義務はクリアできるかなというふうな考え方

でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 ハローワークの近くに市営駐車場があって、そこまで距離が幾つかというのもあると思

うんですけれども、あそこは四日市市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の中

の台数にカウントはできなかったのでしょうか。 

 

○ 中山管財課課長補佐 

 ＪＲ四日市駅前の本町の市営駐車場、こちらのほうは本町プラザから直線で約200ｍ程

度、四日市市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の中ではたしかおおむね200

ｍ以内というような文言であったと思いますので、距離的な問題としてはカウントに入れ

ることは十分可能性としてはあると思います。 

 ただ、実際にあいているかどうかというところで、前回、森委員もおっしゃっていただ

いて、委員長をしていただいておった時期に、協議会等々でご議論いただく中で、そのと

きのあいている状態というのがもう１台ないし２台というようなあきしかないよというの

が現状でございまして、距離的な問題はクリアできる可能性は十分あるんですけれども、

実際問題、本町プラザの専用駐車場として区画を割り当ててもらえるかというと、その可

能性は非常に少ないという状況でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 以前も調べていただいたときはそういう数字をいただいたんですけれども、実際を見る

と、タワーパーキングを利用している利用者というのは、月極めの人は確かに何台かふえ

ていらっしゃいますけれども、実際に時間貸しで利用されている方というのはほとんどい



- 91 - 

ない、１日でも１人、２人、１台、２台という状態だったと思うので、その実態を見ると、

今現在でも市営駐車場を利用されているんじゃないかなと思うんですわ、実際の利用者は。

新丁ひろば駐車場と市営駐車場に今もとめているからあきがそれだけしかないのかなとい

うことも考えられますので、実際の数字的にはそういうところも加味していいのかなと思

うんですが、部長、その辺の捉え方を踏まえて、やはり壊す壊さんという議論を先に僕は

やったほうがいいと思うんですが、その辺だけ教えてください。 

 

○ 内田財政経営部長 

 今、委員おっしゃられたように、あの駐車場施設、壊して、壊す費用とそこに平面的に

駐車場を整備して、周りの駐車場とともに附置義務をクリアする、この方法と、現在の今

の施設を使って、入出庫の時間をちょっとでも早くするとか、あるいは車高の高い車が入

れるように改良する、当然、それにはまた経費もかかりますし、そのまず比較は重要であ

ると。比較した上で、費用対効果も十分分析して、まずは廃止する、壊すのか、残して改

修するかというのをきちっと明確にさせていただいて、この事業については進めていきた

いと思います。 

 以上でございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他に。 

 

○ 早川新平委員 

 関連。 

 耐用年数って、あそこ、何年。あと何年でいっぱいになるの。 

 

○ 中山管財課課長補佐 

 この施設、供用開始が平成８年８月でございます。これ、平成27年でもう19年ほど経過

したわけですけれども、耐用年数が何年かというのは申しわけございません、詳しい資料

を持ち合わせておらないんですけれども、機械物でございますので、モーターであるとか、

滑車といいますかベアリングとか、そういった機械的な部分をきちんとメンテナンス、あ

るいは定期的に交換をしていけばかなりの長期間もつというお話は聞いておりますけれど
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も、今、現状、定期点検を毎月業者さんのほうにやってもらっているんですけれども、や

はりそういったベアリングの消耗であるとか、そういった部分で交換を必要とすると。建

屋自体も鉄板がさびているとか、そういった支障も出てきておりますので、いつというこ

とは申し上げられませんけれども、まあまあ比較的近い将来、もし存続するということで

あれば大がかりな改修は必要になってくるというような考え方でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 早川委員、よろしいですか。 

 

○ 早川新平委員 

 ありがとうございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございますか。 

 

○ 藤田真信委員 

 よろしくお願いします。 

 ちょっと細かいところで恐縮なんですけど、主要施策実績報告書の37ページの管財課の

ところ、持続可能な行財政運営に寄与するためにということで、ここの場合は一元管理公

用車の稼働率ということなんですけど、ちょっとお聞かせいただきたいんですが、これ、

62台あって、56台が一元管理公用車と。この62台引く56台の６台って何なんですか。 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 ６台につきましては、例えば、市長車とか、あと、副市長車という形で６台分が管財課

のほうで保有している車両でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 市長と副市長で６台。 
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○ 中山管財課課長補佐 

 ６台の内訳が、まず、市長車、それから副市長車と、それから、以前、副市長車として

使っていた車で、購入した車両でまだ走る分には問題ないかなという車がございまして、

これが１台と、あと、10人乗りのワンボックス、車名を言うとあれなんですけど、キャラ

バンという車と、あと、マイクロバス、こういった類いのもの、要は私どもが一元管理と

いうふうに表現させていただいておりますのは、私どもの配車管理システムでもって庁内

で共有して使い回しをしているそのシステム上に乗っかっているのがこの56台で、これ以

外に、私どもが管理はしていますけれども、庁内で共有している車ではないというような

システム上で管理していない車が６台あるということでございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 ありがとうございます。 

 細かいことで恐縮なんですけど、引き続き、メンテナンスサービスつきリース車両とい

うことで、平成14年度以降、導入を順次図っていただいているということで、今現在51台

ということなんですけど、これは、経費的にはやっぱりこちらのほうが安いということで

すかね。 

 

○ 中山管財課課長補佐 

 これは、おいでになる森委員さんからもずっとコストの話で、購入が安いのかリースが

安いのかというご議論をずっと何年かしていただいていまして、端的に申し上げまして、

計算上、表面上の数字としましては当然、購入のほうが恐らく安いと思います。ただ、今、

委員ご紹介いただいたメンテナンスつきというところで、車両の管理にかかる人的なコス

トについてもこのリース料の中に含まれてくるわけですけれども、購入車両については、

それが直接的な経費としては表へ出てきませんので、ちょっと単純にというか明確にコス

ト論で比較というのは非常に難しいというところで、当時のご議論の中でも、申しわけな

いです、それは突き詰めた形でのコスト比較というのは難しいということでご理解を賜っ

たというふうに理解をしておるんですけれども。 

 

○ 藤田真信委員 

 わかりました。 
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 あと、この実績、90％以上が目標で、86.9％が実績ということなんですけど、要は、十

数％はなかなか使っていないということなんですね、逆に言うと。だから、１台ぐらい減

らしてもいいのかどうか。 

 

○ 中山管財課課長補佐 

 確かに、数字的には１台ぐらい減らしてもいいんじゃないかという思いもございますし、

ただ、月別に見ると90％を超えている月も中にはありますし、あと、今年度からは、実は

以前はそのシステムで管理していなかった、ちょっと細かい話で恐縮なんですが、軽トラ

ックであるとか小型貨物のワンボックスであるとか、ちょっと特殊な用途に使うような車

両につきましてもこの平成26年度からシステムで管理をするようにいたしまして、そうい

ったちょっと特殊な用途の車を入れた関係で、全体的な稼働率が若干落ちたという側面が

ございます。 

 それらの、ちょっと特殊な車を除いて、従前、平成25年度と同様の車だけで比較をしま

すと、ポイント的には88.4％まで上昇はいたします。ただ、これにしても目標であるとこ

ろの90％に達していないというところで、若干の台数の削減というものは当然、視野には

入れてございます。 

 以上でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 細かいことですけど、税金なのでよろしくお願いします。 

 あと、一般質問にもありましたけど、自転車をなるべく利用して、健康増進にもつなが

ると、私もしっかりとメタボ対策をやらなきゃいけないなと思っているんですけど、こう

いう公用車も結局用途によって、また本当に近くのところに移動するだけであれば、公共

交通機関を使ったほうが安いのであればそっちを利用するとか、もしくは公用自転車とか、

公用自動二輪車とか、ちょっと経費、少しでも抑えられるような、そういうようなことも

ちょっと考えられるのかなと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 管財課のほうでも公用自転車、ご用意をさせていただいて、実際、先ほどの車両を借り

る際にもなんですけれども、往復４km以内については自転車を利用することということで
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啓発のほうをさせていただいて、実際、もし、例えば４km以内で実際に使ったとうちのほ

うで全部わかりますので、その中で、どうしてですかという理由まで聞いて、次に、ぜひ

健康のために、委員おっしゃるように利用していただきたいなということで、そういった

形で運用しております。 

 

○ 藤田真信委員 

 ありがとうございます。 

 職員の皆さんの健康にもつながりますし、コストダウンにもつながると思いますので、

ぜひ、細かいことで恐縮なんですけど、よろしくお願いします。 

 

○ 谷口周司委員 

 済みません、ちょっと関連で教えていただきたいんですけど、その車両に今、ドライブ

レコーダーとかってつけたりとかというのはある、ついていないんですかね、全部。 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 済みません、ちょっと何％というのがすぐ出ないんですけど、おおよそドライブレコー

ダーについては、ついている状況です。 

 

○ 谷口周司委員 

 ありがとうございます。 

 今、本当にドライブレコーダーがついていると事故の検証とかもできるかと、いろんな

状況を写していると思うので、ぜひつけていただきたいなと思っていたので、ありがとう

ございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他に。 

 

○ 早川新平委員 

 一元管理車両の稼働率、日別で100％というときもあるの。余っている車がないとか、

常に２台とか３台は余裕があるとか。 
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○ 中山管財課課長補佐 

 月で100％、計算的に100％というのはなかなかない、99.5％とか、そんな月はございま

せん。ただ、日によっては、全く公用車がないので何とかなりませんかというような声を

管財課に直接お電話いただくことはままございます。 

 ですので、そういうときは100％になっている状態なんだろうというふうに解釈をして

いますので、先ほどの削減の議論ともつながるわけですけれども、実際そういう、日によ

っては全く車がないという状況もありますので、単純に率だけを見て計算的に１台、２台

を減らしていくということもなかなか決断しづらいというところがございますので、その

あたりはこういう精査をして、判断してまいりたいと思います。 

 

○ 早川新平委員 

 ありがとうございます。 

 削減も大事なところなんやけれども、やっぱり公用という、公用車やで、いざというと

きにないというのは、やっぱりこれは市民サービスが欠落する可能性もあるので、余り、

少々余裕があったほうが私はいいのかなという思いがあるので、日別で今お伺いしたので、

全部出払っていて余裕がないというのであれば、そんなに削減する必要はないと、私はこ

れ、個人の意見で言っておきます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 よろしいですか。 

 他にご質疑ございますか。 

 

○ 藤田真信委員 

 ちょっと違うところなんですけど、主要施策実績報告書の46ページのところに当たるん

だと思うんですけど、財産管理で保有資産の効率的な管理を行うということで、普通財産

の適正管理をしていただくというところは当然なんですけど、この決算認定、８月補正予

算議案参考資料（追加分）の中で、財産管理について、財産台帳登載漏れ事例というのが

あるということでご報告いただいているんですけど、そもそもそういうしっかりとした資

産台帳、財産台帳、そういうのがあるのか、しっかり精査されたものがあるのかというの
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と、もし、余りそういうことがちょっと、こうやって漏れているというのがあるというこ

とで、ちょっと自信がないというか不安な要素があるのであれば、しっかりその部署ごと

でチームをつくっていただいて、そういう財産目録をしっかりこの際つくっていただくと

か、そういったことというのはお考えはないんでしょうか。 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 今回、登載漏れという中で決算審査意見書のほうでご意見をいただいて、うちのほうも

一体どういう原因でということなんですけれども、登載については、例えば、建物につい

て、教育施設の中で実際工事をしたけれども、登載漏れだったというのが、実際、教育委

員会の教育施設課の中で台帳がございます。当然、管財課のほうでも財産台帳がございま

す。土地、建物、工作物というところで公有財産台帳がございます。 

 そこで、教育委員会のほうで現場とその台帳とを見ていただいて、その中で登載漏れが

あるということが発覚しまして、実際の形にあわせて、逆に言えばもうきちんと精査をし

ていただいた、そういった中で直させていただいたというのが今回の案件でございます。 

 あと、土地の関係でございますけれども、例えば、今回、水沢の土地の関係ですと、例

えば、もう今回、売買という中で、ＮＥＸＣＯ中日本に売買の中で、実際の台帳を確認さ

せていただいたところ、旧村名義の土地があったと。ということは登載漏れ、四日市市に

は載っていないということになってということで、現状に合わせてきちんと精査をして、

そういった漏れたものについては登載をさせていただいてという中で、今後、実際の中で

なかな全部を全ての土地、確認するわけにもいきませんので、そうした中で動くときであ

りますとか、そうした中で台帳ときちんとものがあるかの確認をしていただきたいという

ことでうちのほうも考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 そうすると、例えば、チームを組んでやろうとか、そういうようなことはお考えにない

ということでよろしいです。 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 済みません、財産管理のこの資料のほうにも１ページにつけさせていただいたとおりに、
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いわゆる決算数値の信憑性ということにもかかわるものだと思います。それぞれ、実は財

産というものについては当該の課で全て把握をしていただいて、そこで、部であるとか課

の長が確認をするということに、規則上こういうふうになっております。 

 そういう数量の変動があったときに実際、管財課長に対して報告という流れになってお

りますので、そうした中の事務手続をきちんとそれぞれの所属で行っていく中で、精度を

高めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○ 藤田真信委員 

 わかりました。チームをつくって、そういうということはないということだと思うんで

すけれども、いずれにしても、やっぱりこれは基本だと思うので、運用するにしてもどう

いうふうな形で活用するのかとかというのも、それが信憑性なければ、それこそちょっと

変わってくるわけですから、その辺しっかりと精査を、その都度で結構ですので、お願い

申し上げたいと思います。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございますか。 

 

○ 樋口博己委員 

 決算常任委員会資料の中で、不用額のほうで、光熱費が1300万円余りということで、電

気料金の電力供給の競争入札によって差金が出たということで、これはいい話だと思うん

ですけれども、それで、平成27年度のもこの前入札いただいて、この前、資料をいただい

たところなんですけれども、この予算の立て方の考え方として、平成26年度はこれだけ差

金、1300万円の不用額が出たという考え方なんですけど、今年度は、中部電力さんからの

予定価格からすると700万円ぐらい安くなっていくという話なんですけれども、これは、

今後の予算の立て方としてはどうなんでしょうかね。 

 やはり中部電力さんの金額を想定して予算額を立てて、不用額として計上していくやり

方なのか、ある程度、１年、２年やってきて、競争入札で低く抑えられるということを想

定した金額を考えていかれるのか。 

 

○ 竹野兼主委員長 
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 予算を立てるという部分が……。 

 

○ 樋口博己委員 

 済みません、予算ですか、これは。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 どうなんやろうね。 

 

○ 樋口博己委員 

 決算をした上で、今後の考え方ですね。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 決算をもとに予算なので、ちょっとそこのところは部長、答弁お願いします。 

 

○ 内田財政経営部長 

 おっしゃるように、決算の結果、これについては当然、今回でいいますと平成26年度の

決算が平成27年度当初予算には間に合いませんけれども、平成28年度の当初予算には当然、

決算の結果を踏まえた予算立てになってくると思います。 

 ですから、なかなか実績がない中で、今まで難しかった部分が実績が出てきたというこ

とで、当然予算については不用額を出さないような予算立てというのは必要になろうかと

思っております。 

 以上でございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 わかりました。そういう形でよろしくお願いしたいと思います。 

 それで、この前の消防本部のところで、消防署も競争入札したらどうですかという提案

をしたら、非常に安定した電源が要るからということを言われるもので、いやいや、本庁

舎、危機管理室のあるところがやっているもので、大丈夫ですよという話をさせてもらっ

たんです。 

 それで、ぜひとも消防本部も現状をアドバイスいただいて、教育委員会の学校も、学校
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全部まとめて一般競争入札をやっているところもありますし、四日市市文化まちづくり財

団の文化会館とか、ああいうところも可能性あると思いますので、ぜひともこういった実

績、いいことだと思いますので、丁寧に提案いただければなと思います。よろしくお願い

したいと思いますが。 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 樋口委員のご意見、実は拝聴しておりまして、その中で、実際、教育委員会のほうにも

電力入札の資料等を担当の者からそれぞれの担当の部署に資料提供して、こういった形で

するのがいいですよというアドバイスはさせていただいています。かつ、今回も消防本部

のご意見を賜りましたので、消防本部の総務課のほうに資料をということで担当のほうか

ら配付をさせていただいて、また、具体的に聞きに来てくださいということで連携をとっ

ていきたいと思いますので、ご意見ありがとうございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 連携をとられているということですので、よろしくお願いします。 

 

○ 樋口博己委員 

 ありがとうございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございますか。 

 

○ 早川新平委員 

 この不用額の問題で、先ほどちょっとお話出ておったんですけれども、不用額、あんま

り出ておるから次年度に予算を立てるときにもうちょっときっちりやれやということと同

時に、これも何年も前から言っておるんやけど、原課のほうが頑張ってお金を残したんや

と。だから、それ、一生懸命努力してもそういう観点からしか捉えられないと、みんな一

生懸命頑張らへんやないかと。 

 頑張って不用額を出したのであれば、その課へ少しなり報償金とかそういうこともやっ

ぱり考えていかんと、何でも頑張って頑張ってけちってけちって努力して、言い方悪いけ
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ど、けちって言ったらあかんな。努力して不用額を出して、頑張った結果として出てきた

ので、これが、不用額これだけ出ておるから、じゃ、次のときはもっと絞るよという見方

を予算立てするときには何でも緊縮緊縮でやるというところと、頑張った原課にはそれな

りの、人的に出すのか、その課にいろんな自由な使える枠を持つとか、そういうことがな

いと、やったかいがないんやな。一生懸命やっても、おまえらこれだけ不用額が出たら予

算要らんかったんやろうという評価をされるところは余り僕はプラスにはならんと思うん

ですよね、そればっかりいくとね。これはもうずっと数年、もう10年前から多分言われて

おると思うんやけれども、そういう観点もやっぱり部長レベルでいろんなところで考えて

あげないと、一生懸命頑張った結果が不用額で出てきたんやで、予算立てが初めから丼勘

定で出したというものではないのでね。結果として頑張っていただいたのなら、それなり

の報償を僕はすべきやというふうに思っているので、一つの意見として。意見で大概終わ

ってしまうんやなこれ、ずっと。だから、決算が出たから、その決算に応じて、先ほどち

ょっと委員長もお話あったように予算立てにいくので、１年おくれるけれども、そこのと

ころを全庁的にやっぱり考えてあげないと、みんなぎすぎすするばっかりではええ案が浮

かんでこんと思うよ、ある程度、余裕のある遊び心というと語弊があるけど、余裕のある

心を持っていかんとね。その結果として、報償を出すべきやというふうに私は思うんやけ

どね。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ランニングコストと、それから、そうでない部分のところというのはあるのかな。ここ

でいうのはランニングコストばっかりを求めてという話なんですかね。 

 

○ 早川新平委員 

 それだけじゃなしに、みんないろんな部分でその課が頑張って、結局不用額が出てきた

ので、不用額という言葉がちょっと悪いんやろうけどさ、だけども、それは変えようがな

いのでね。頑張った結果で、よう頑張りましたという、これだけ、1000万円も3000万円も

出てきたら、１人１万円ずつ出したったって、みんな頑張った、それなら、じゃ、もっと

頑張ろうかという気持がないと、締めつけるばっかりではね。税金といえども、頑張って

いるところ、そうやないと、変なふうに捉えるんですよ、こうやって不用額を、お前ら多

いやないかという指摘ばっかり受けるのでね。頑張った結果ですと胸張れるようなところ
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が僕は必要やというふうに思っております。特に部長、課長クラスが、特に財政経営部で

すから、そういう見方もしてあげてほしいなという気はあります。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 答弁は非常に難しいと思いますので……。 

 

○ 早川新平委員 

 答弁やなしに、もう意見です。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 強い意見をいただいたということでお願いいたします。 

 

○ 森 康哲委員 

 不用額なんですけど、不用額と言ってええのかな。昨年度に施策として事業をやろうと

したら、国の補助がつかなかった事業に対して不用額が出ている場合もあると思うんです

よ。補助金がつかなかったから事業が行えなかった、市の負担分は執行されなかったと。

そういう場合、次の次年度に、じゃ、また国のほうに要求してそれが補助金の額が満額お

りるかといったらそんな保証はないので、そういう事業に対して、こういう事業、多いと

思うんですよ。河川整備や農業施策やいろんなところで国のほうが補助金が出ていないケ

ースが出てきていると思うんですけれども、そういうところを市単費でもやっていくとい

うふうに原課のほうが切りかえて要望した場合、財政経営部の考え方、きっちり方向性を

持っているのかどうか確認したいんですけど。 

 

○ 内田財政経営部長 

 この話は昨年そういうお話になって、国の補助金割れで事業執行に影響が出たというこ

とですね。 

 国の制度として、今回はインフラ整備については国の補助金が50％以上占めておる事業

でございました。非常に国の財源に依存性の高い事業でございます。インフラ整備という

のは特にそういうところが非常に顕著なんでございますけど、その制度が次年度以降も国

の制度としては存続されておる以上、できたら我々としては市の持ち出しではなくて、国
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の財源をできる限り活用して事業執行していくと。 

 一方、森委員が言われるのは多分、想像でございますけど、インフラ整備の進捗に影響

が出ておる現状がある中で、市は単独で事業費を工面したらどうやというお話ですけれど

も、これは冒頭申しましたように、やはり国の財源の依存性が非常に高い事業でございま

すので、我々としては原則、国の補助制度の補助金にあわせた事業執行でお願いしたいと、

そのように思っております。 

 以上でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 昨年度、私が一般質問でも取り上げたことなんですけれども、やはり河川整備なんかは

栃木県や茨城県でも昨日、大きな被害があったように、やはりタイミングを逃してしまう

と、もう被害が出てしまうんですよね。 

 実際に前々回の台風で米洗川も護岸の間地ブロックがずれておるんですよ。被害が出て

おるんですわ。災害指定を今、国にとりに行っておる状態で、11月に確認を、国の災害指

定の起債で工事を進めることになると思うんですけれども、去年、私が話ししたときに市

単費に切りかえておれば、より事業の進捗を図られたはずなんですよ。実際に四日市でこ

んなことが起こっているんだから、国の補助メニューがあるからそれを当てにする。そら

余裕があればいいですけれども、時間的余裕がないのがわかった以上、やはり考え方も改

めてもらわなあかんと思うんですが、その辺いかがですか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 市民の方が傍聴に入られておりますので、報告させてもらいます。 

 

○ 内田財政経営部長 

 市民の生命、財産に甚大に影響があると予想される事業、これについては当然、早急に

やっていく必要があって、今、委員のおっしゃるように国の財源、県の財源という、そう

いう時点ではないレベルがあります。ですから、今おっしゃられたインフラ整備について、

そこの見きわめは多分必要であると。だから、直ちに甚大な被害が想定されるという場合

については、当然、予備費を充用してでも、あるいは財政調整基金を取り崩してもやって

いく必要はあろうというふうには思っております。 
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 昨年の米洗川については、ある程度、事業計画が都市整備部から出されて、その事業進

捗が年度当初立てられた計画に至らないという状況があって、その部分に市費を導入して

はどうかというお話だったと思います。 

 そういう部分については、我々としては、国費55％やったと思うんですけど、その財源

があるので、それにあわせた事業進捗に見直しをさせてほしいということで昨年お願いし

たと思います。 

 それから、委員のおっしゃるようにもう直ちに今回のような甚大な被害があり得るよう

な部分について、それを放置しておくということは市としても当然そういう責任は負いま

すので、それは財源問わずやっていく必要はあろうと考えております。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員 

 今回の茨城県常総市の被害も、市長はまさか切れると思わなかったと報道で発表されて

いますよね。そやけど、米洗川の場合は、もう護岸がずれているんですよ、実際に。150

ｍにわたって護岸の間地ブロックがずれていると、護岸堤防の堤防道路もクラックが入る

どころか沈下までしていると、そういう現状を地元の人が危ないやないかとずっと訴えて

いるのにもかかわらず、国の予算がつかないからといって放置するのは、これはちょっと

危険だと思いますが、これ、現状わかっていますか。 

 

○ 内田財政経営部長 

 大変申しわけございません。 

 今、その委員のおっしゃられた状況については、それはちょっと把握しておりませんで

した。申しわけございません。 

 

○ 森 康哲委員 

 ぜひ、そういう現場を目で見ていただいて、どれだけ危ない状態かというのを確認して

いただいて、そして予算措置をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○ 竹野兼主委員長 
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 他にご質疑ございますか。 

 

○ 樋口博己委員 

 主要施策実績報告書の46ページの非常用電源等対策事業費が5900万円あるんですけれど

も、これはこの平成26年度で完了ということでいいんですか。引き続きなんでしょうか。 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 平成26年度、平成27年度の工事でございます。そちら、ちょっと下なんですけれども、

非常用電源設備で平成28年２月完成予定をしております。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、平成26年度単体では5900万円程度で、済みません、平成27年度は予算は幾

らだったんですか。ちょっと済みません、決算とは違いますけれども、数字だけ教えてく

ださい。 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 全額なんですけれども、２億9268万円を予定する工事でございまして、平成26年８月定

例月議会で契約議案の上程とともに工事のスケジュールを示させていただきました。その

うち、平成26年度につきましてはこちらの5977万6800円という形でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中山管財課課長補佐 

 平成27年度の事業費としては、２億3733万円でございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 あくまで決算ですので、その程度で。 

 

○ 樋口博己委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 平成28年２月で終わるのは、その答弁は間違いないですね。平成28年２月で終わるとい
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うのはね。 

 あと、公共施設ＬＥＤ化推進事業費、これは今、下から来ておる、26年度は何階まで行

ったんですかね。 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 済みません、こちらのほうは平成26年度については設計費でございまして、今年度につ

きまして１階から５階の部分を予定しております、工事につきましては。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 樋口委員、よろしいですか。 

 

○ 樋口博己委員 

 ありがとうございました。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございますか。 

 

○ 藤田真信委員 

 市税の収納率の件でちょっとお伺いしたいんですけれども、一般質問でも……。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それは歳入の部分。だから、今、歳出のところですので。 

 

○ 藤田真信委員 

 失礼しました。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございますか。 

 

（なし） 
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○ 竹野兼主委員長 

 ご質疑もないようですので、議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等

の決算認定について、一般会計、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理

費中管財課関係部分、第５目財政管理費、第７目財産管理費、第22目諸費中市民税課、財

政経営課関係部分、第２項徴税費、第４款衛生費、第４項病院費、第８款土木費、第７項

下水道費、第11款公債費、第12款予備費及び桜財産区について、認定すべきと決すること

にご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ご異議なしと認め、本件は認定すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第17号 平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決

算認定について、一般会計、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管

理費中管財課関係部分、第５目財政管理費、第７目財産管理費、第22目諸費中市民

税課、財政経営課関係部分、第２項徴税費、第４款衛生費、第４項病院費、第８款

土木費、第７項下水道費、第11款公債費、第12款予備費及び桜財産区について、採

決の結果、別段異議なく決するべきものと決する。〕 

 

○ 竹野兼主委員長 

 全体会へ送ることはないということで確認させていただきます。よろしいですね。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、続きまして、予算常任委員会総務分科会に移りたいと思います。 

 理事者の入れかえをお願いいたします。 
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（「休憩せんでええの」と呼ぶ者あり） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 休憩しようか。じゃ、15時45分まで休憩したいと思います。 

 

                                １５：３１休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １５：４６再開  

〔予算常任委員会分科会〕 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、これより予算常任委員会総務分科会を始めたいと思います。 

 

    議案第21号 平成27年度四日市市一般会計補正予算（第５号） 

     一般会計 

     第１条 歳入歳出予算の補正 

      歳入全般 

     第３条 地方債の補正 

 

○ 竹野兼主委員長 

 議案第21号平成27年度四日市市一般会計補正予算（第５号）、一般会計、第１条歳入歳

出予算の補正、歳入全般、第３条地方債の補正についての追加資料の説明をお願いいたし

ます。 

 

○ 田中財政経営課長 

 それでは、資料に基づきましてまず説明させていただきたいと思います。 

 この総務常任委員会関係資料をお願いできますでしょうか。先ほど使用したものでござ

います。 

 そちらのタグがついてございますが、２というところですね。 

 

○ 竹野兼主委員長 
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 進めてください。 

 

○ 田中財政経営課長 

 じゃ、説明のほうをさせていただきます。 

 まず、このタグの２というところを開いていただけますでしょうか。めくっていただき

ますと、子ども・子育て支援交付金制度についてというふうに書いているものでございま

す。 

 こちら、森委員のほうからは、子ども・子育て支援交付金制度につきまして、三つの補

助金が統合されたというようなことだったんでございますが、口頭ではわかりにくいとい

うようなことでございましたので、こちらのほう、ちょっと図示した形でちょっとまとめ

させていただきましたので、ご報告申し上げます。 

 それでは、この資料に基づきましてご説明いたします。 

 この子ども・子育て支援交付金制度でございますが、上のほうにその概要をまとめてご

ざいます。上のほう、まず丸でございますけれども、国の補助を得た県の補助制度という

ことで、下のほうに例えば病児病後児保育事業費補助金というのがございましたが、県が

３分の２出すというような形でございました。この中で国の補助を得たというふうな書き

方をさせていただきましたが、例えば、この病児病後児保育事業費補助金ですと1106万

4000円が当初予算となっていましたが、この半分553万2000円が実は国から県に入ってい

たというようなことでございます。 

 そういったものの補助制度がございましたが、それが、この病児病後児事業費補助金、

延長保育促進事業費補助金、それから放課後児童対策事業補助金の三つの県の補助メニュ

ーがございました。それが平成27年度から子ども・子育て支援交付金制度というものに統

一されまして、それまでは国から県に補助がされ、県が国の分をまとめて市に出してきた

というようなことだったんですが、それぞれ国、県、それぞれが国から市、県から市とい

うような形で直接入ってくるようになりました。 

 それで、市の３分の１負担という考え方に変更はございません。その中で、学童保育事

業にかかる部分につきまして、また、歳出のほうでも出ておると思いますが、補助単価の

ほうが、いわゆる一つの学童保育の40人部分というようなところを手厚くする形で補助単

価の増額というのが図られたところでございます。 

 それから、子ども・子育て支援交付金制度の新設というようなことがございまして、こ



- 110 - 

の学童保育所の中でも下のほうの図になりますが、一番下のほうで県単障害児加算という

のがございました。こちらは、国の子ども・子育て支援交付金制度というのには含まれて

いない県独自の制度というところでございまして、こちらのほうは放課後児童クラブ活動

事業費補助金と、子ども・子育て支援交付金とは区分した名前になりまして、いわゆる名

称が変更されたということで、こちら、補助の単価等の変更はございません。 

 ちょっと下のほうのところで、その辺の概要が示してございます。見てのとおりでござ

いますけれども、一番わかりやすいところでいいますと、例えば、病児病後児保育事業費

補助金を見ていただきますと、県の３分の２、当初で1106万4000円の予算が置いてござい

ましたが、これが国から553万2000円、県から553万2000円というような形で入ってくると

いうことで、今までの県からまとめて入ったのが、国、県ばらばらに入ってまいりますが、

総合計は変わっていないというようなところでございます。 

 それから、延長保育促進事業費補助金、こちらも同様でございまして、1036万1000円が

県から入ってきてございましたが、これが国から518万1000円、それから、県から518万円、

ちょっと端数の関係で1000円ずれておりますけれども、そういった形で入ってくるという

ことで、県補助が、国、県に分かれて入ってくるというだけで、総額に変わりはございま

せん。 

 それから、今回の主なものでございますが、放課後児童対策事業費補助金でございます。

こちらの学童保育所運営費分、これも国から半分お金を、約700万円をいただいて県が約

１億4000万円を市に払ってございました。こちらについては、さきに申し上げましたとお

り、補助単価のほうが見直しになって少し金額が手厚くなってございます。それから、施

設のほうが従来に、例えば小山田のほうで新設ができたりとか、それから、40人単位のユ

ニットに分割されたというようなことで、従来より四つほど対象施設がふえてございます。 

 それで、この学童保育所のほう、ちょっと見ていただきますと、従来に比べて1890万

6000円というところが少し点線で囲って下に書いてございますが、その部分が補助単価の

増とか施設の増というような形で増額になってございまして、それにあわせる形で国、県

も同額ということで、市の単価の増額になった分は市単費でというような形になってござ

います。 

 それから、さきに申し上げました学童保育所のほう、これは県の独自の部分でございま

す。これは、障害児が１施設に３人以上いた場合に、上乗せ交付されるというようなこと

でございます。ただ、こちらについては、県の補助が当初は340万5000円見ていた中、204
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万3000円減になって136万2000円となってございますが、これは対象施設が当初５か所見

ていたんですけれども、実際にふたを開けてみますと、対象施設、障害児が３名いる施設

が２か所しかなかったというようなことでございまして、今回、減額はしてございますが、

市の２分の１という部分の持ち出しは変わっていないというようなことでございます。 

 これを、それぞれ数字を足し合わせていただきますと、さきに申し上げましたこの予算

の概要のほうのところの数字となってまいります。 

 一部、この事業についても市単費で、例えば家賃補助というようなのがございますので、

総事業費だけを足していくと少し合わないんですけれども、そこは市単費で家賃の部分を

実績に合わせたというのが若干ずれておりますが、今回の歳入の部分で制度の見直しにな

って、例えば、国とか県で減らされて市が損するようなことになったのかと言われますと、

そういったことはないということでちょっとまとめさせていただきました。 

 説明は以上でございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 説明はお聞き及びのとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

 ご質疑がございます方は、発言をお願いいたします。 

 

○ 中村久雄委員 

 そしたら、参考までに、県の負担も変わっていない、同じように国から半分の補助があ

って、それを回しただけで、そういうところは変わっていない。 

 

○ 田中財政経営課長 

 国からの分が抜けた部分がありますが、県がそれぞれ持ち出している部分は基本的に事

業費の３分の１ということで変わりはございません。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございますか。 

 

（なし） 
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○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑もないようですので、討論に移ります。 

 討論ございましたら、ご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 別段、討論もないようですので、これより分科会としての採決に移したいと思います。 

 それでは、議案第21号平成27年度四日市市一般会計補正予算（第５号）、一般会計、第

１条歳入歳出予算の補正、歳入全般、第３条地方債の補正につきましては、可決すべきも

のと決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ご異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第21号 平成27年度四日市市一般会計補正予算（第５号）、

一般会計、第１条歳入歳出予算の補正、歳入全般、第３条地方債の補正について、

採決の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

○ 竹野兼主委員長 

 全体会に送る必要はないということで確認させていただいてよろしいですね。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 じゃ、よろしくお願いいたします。 

 



- 113 - 

〔決算常任委員会分科会〕 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、続きまして、財政経営部、会計管理室の決算常任委員会分科会に移らせてい

ただきます。 

  

    議案第17号 平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について 

     一般会計 

      歳入全般 

 

○ 竹野兼主委員長 

 それでは、これより議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認

定について、一般会計、歳入全般についての追加資料の説明を求めます。 

  

○ 中根収納推進課長 

 私のほうからは、先日の委員会別議案聴取会におきまして樋口委員のほうからご請求い

ただきました収納率の高い市との違いについてということでご説明をさせていただきます。 

 資料につきましては、総務常任委員会関係資料、先ほどもお使いいただいていますタグ

のついた１でございます。 

 それの、おめくりいただきまして１ページでございますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、資料の説明ですが、まず、資料の１番、収納率の状況というところでござい

ますが、委員会別議案聴取会の際にご説明させていただきました地方行財政調査会の調査

におきまして、収納率の上位３市、名古屋市さんが一番で、横浜市さんが２番、それから、

特例市の佐賀市さんが３番ということになっておりまして、上位３市と私どもの比較とい

うことで作成をさせていただいております。 

 １番の一番上段でございますが、全体収納率という欄でございますけれども、名古屋と

横浜、佐賀と比べますと、1.79ポイントから2.31ポイントの差がある状況でございます。

それから、収納率の差についての考察というところで、次に、２番でございますけれども、

現年調定額から見た主な税目別調定額の割合というのを記載しております。この調定割合

につきましては、後に記入ございます収納率の高い、表で申し上げますと、その表の市民

税の法人分、市たばこ税、事業所税といった、いわゆる申告納税をする税目の比率が高け
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れば必然と収納率は上がるということになるわけでございますが、調査の結果、各市とも

大きな違いはございませんでした。 

 それから、３番目でございます。収納率の向上のため、自主納付の推進は非常に重要で

ございまして、自主納税の推進に大きな役割を果たします口座振替率の状況の比較を行い

ましたが、他市に比べ、本市は高い比率となっておりまして、今後とも、口座振替の推進

については努めてまいりたいと考えておるところでございます。 

 次に、４番目でございます。４番の主な税目別収納率、現年でございますが、この違い

を比較させていただいております。各税目ごとに若干の差がございますが、網かけで表示

をさせていただいております市民税の個人分の差が、収納率の差が特に大きくなってござ

います。市民税個人分の本市の収納率は98.37％となっておりまして、記載はございませ

んが、平成25年度に比べますと0.51ポイント上昇したものの、他市に比べますと低い収納

率となっております。 

 このことから、矢印で下に記載してございますが、現年から滞納繰越に移行する率とい

うのは本市におきましては1.63％となっておりまして、他市に比べ高い割合となっている

状況でございます。 

 それから、参考としまして、個人市民税におけます特別徴収、いわゆる給与天引きの割

合を記載してございますが、収納率の向上の観点からも市民税の特別徴収の推進というの

は課税課とともに取り組んでおる次第でございますが、平成26年度における特別徴収の割

合は平成25年度より5.34ポイント増の90.69％となっておりまして、特別徴収の率につき

ましては他市より高い率となっておる次第でございます。 

 それから、最後、５番でございますが、滞納繰越額及び全体調定額から見た滞納繰越分

の調定額の割合というものを記載してございます。この全調定額における滞納繰越分の割

合というものは、いわゆる滞納整理がどこまで進んでおるかという指標の一つといわれて

おりますが、本市に比べましては、3.30％と名古屋、横浜、佐賀に比べて若干高い割合と

なっております。 

 以上を踏まえますと、今後の収納率向上に向けては、個人市民税の収納率を高めると同

時に、収納率の高い市に総じて言えます全体調定額から見た滞納繰越分の割合を少なくす

ることが必要と考えておりまして、日々、月々の収納率の推移を注視しつつ、市民税、県

民税を中心としました滞納初期での催告の強化の徹底を図っていくと同時に、今後とも個

人市民税の特別徴収の推進が必要であると考えておるところでございます。 
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 説明は以上でございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 続けて。 

 

○ 大谷市民税課長 

 １枚めくっていただきまして、四日市市におけるふるさと応援寄附金についてというこ

とで、委員会別議案聴取会のほうで森委員のほうから資料請求いただきましたので、ご説

明をさせていただきます。 

 ふるさと応援寄附金に関する取り組みの状況ということで３点ほどまとめさせていただ

いております。 

 まず、１点目が、申し込みをいただく際の利便性の向上ということで、これは平成26年

２月ですので、年度としては平成25年度になりますが、ホームページのトップページバナ

ーを改善いたしております。また、オンライン申し込みを導入しておるということで、申

し込み者の方の利便性の向上に努めておるというところでございます。 

 ２番目、感謝の気持ちの贈呈と拡充についてということでございますが、私ども四日市

市では平成23年８月にお礼の品という贈呈を開始しております。昨年４月に感謝の気持ち

を12品目に拡充してございます。パターンとしては13パターンということで、２万円以上

寄附していただいた場合には、二つ選択していただくということですので、12品目、13パ

ターンということになってまいります。 

 三つ目は、民間広告媒体への取り上げということでございまして、やはりふるさと応援

寄附金、書店へ行くとふるさと納税丸得ブックとか、いろんな広告媒体等で、あるいは書

籍等でＰＲが実施されておるところでございますが、私ども四日市市のほうも情報提供を

出版社等にさせていただいて、平成26年度中、ここに手元にもあるんですが、実際２誌、

雑誌に四日市市のほうを少なくともＰＲをいただいておるというところでございます。 

 これらの取り組みの結果、（２）寄附受け入れ額と私どもの寄附金税額控除額というの

を表にさせていただいてございます。左側が四日市市へ他市のお住まいの方から寄附いた

だいた額、右側が四日市市にお住まいの方が他市へ寄附されたことによって市民税から税

額控除という形で、市民の方に税金をお返しした額ということでございまして、平成26年

度をごらんいただきますと628万円、四日市市に寄附をいただいておると。それに対して、
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2400万円、四日市の市民の方が他市へお金を出したことについてお返しをしておるという

ことで、金額的には非常に多くを持ち出しておるような形になってございますが、平成25

年度と平成26年度を比較しますと、四日市市へ寄附いただいた額の伸び率が490％と4.9倍、

これに対して、税額控除額の伸びが371％、3.7倍ということですので、全国的なことは別

にして、四日市市としてみると、割合的には寄附をいただいたほうの伸びのほうが高いと

いう現状でございます。 

 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 同じく右のページ、３ページになります。 

 四日市ドームに設置した自動販売機の売り上げ実績等についてでございます。森委員の

ほうから資料提供をということでご用意させていただきました。 

 平成27年度から四日市ドームについては一般競争入札を導入しております。設置につき

ましては平成27年５月からしておりますので、比較表につきましては、平成26年度の実績

のほう売り上げにつきまして５月から８月、４カ月間の比較表になっております。 

 上段にございますのが平成27年度の売り上げ実績でございます。平成26年度の売り上げ

実績のほうが下段になっておりまして、金額等のほう、詳細のほうを書かせていただいて

おります。それとともに、歳入、貸し付け収入として歳入をしたものについて金額のほう、

貸し付け料について明記をさせていただいております。 

 一番下の合計額について、台数については変更ございませんので、見ていただいてわか

りますように、売り上げのほう、一番右側合計額でございます。平成27年度につきまして

は４カ月間の合計額、本数にして１万3535本で、金額にして190万3350円が売り上げ実績

となっております。貸し付け料につきましては、368万1936円ということになっておりま

す。 

 平成26年度、下段の今回の決算の関係でございますけれども、こちらのほうにつきまし

ては、売り上げにつきましては、１万7299本、売り上げ実績の金額にしまして239万1140

円という報告を受けております。 

 こちらのほう、貸し付け料については今回の審査に当たるところなんですけれども、

245万4000円の貸し付け料収入をいただいております。 

 以上でございます。 
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○ 竹野兼主委員長 

 説明はお聞き及びのとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

 ご質疑がございましたら、発言願います。 

 

○ 森 康哲委員 

 ふるさと納税のところなんですけれども、四日市の持ち出しがあるのがわかるんですけ

れども、かなり金額がどっちもふえておるんですね。四日市のほうへ入ってくるほうもふ

えておるんですけれども、１桁出ていくほうのが多いという状況はやはり税収が少なくな

っているということなので、これをどうしたものかなと。以前もこの感謝の気持ちをどう

あらわしたらいいのかというので品目をふやしてもらったり精査してもらったりしていた

だいていると思うんですけれども、やはり全国の人気ある都市の品目と比べるとまだまだ

至らんところがあるのがわかると思うんですよ。 

 これ、何とかせなあかんと思うんですけれども、観光推進課とも連携してやっていく必

要があると思うんですが、その辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

 

○ 大谷市民税課長 

 今、森委員からご指摘いただいた点、私ども四日市市が寄附金をぜひくださいと、がん

がん寄附金をいただくという他市との競争ということまでやっていくつもりというのは今

のところございません。といいますのは、これ、税制上考えますと、ちょっとおかしなと

ころがあるといいますか、寄附をされた方は2000円の自己負担は要るんですけれども、税

金上の控除はつきますと、お礼の品がぼんと来ますと、そうすると、本来自己負担をすべ

き額よりも多い額を収入しちゃうというところがございます。 

 ただ、もちろんそういうところがあるとしても、都市間競争の時代、四日市らしさで委

員ご指摘いただいていましたようにシティプロモーションとか、地元の産業振興というよ

うなところからお礼の品の拡充については商工農水部あるいは商工会議所といったところ

と連携、調整を今もしておりますし、今後もそういった方向でお礼の品拡充については努

めてまいりたいと考えておるところでございます。 
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○ 森 康哲委員 

 決して競争をあおるようにせいとは言っていないんですよ。どちらかというと後者のほ

うが主で、やはり地元産品のＰＲ、こちらをやはり前に出して進めるべきだと私も思うん

ですね。せっかく四日市のいろいろな産業、特に地場産業でＰＲ不足の面があるところも

あると思うので、そういうところに乗っかって進める。 

 それの結果は後からついてくると思うんですけれども、もともとこれ、財政力の弱い自

治体に対しての施策だと思うんですよ。だから、四日市は比較的財政力が強いほうの自治

体に入ってくると思うので、数字的にはこんなものかなとは思うんですけれども、やはり

観光、特に地場産品のＰＲというところに、この制度に乗っかってやっていくと、より四

日市にとっていいのかなと思うので、その辺の観点ももう少し力を入れていただければな

と思うので、要望したいと思います。 

 続けていいですか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 はい。 

 

○ 森 康哲委員 

 四日市ドームの自販機なんですけれども、これを見てわかるのは、やはり売り上げ本数

は全体的に減っておるんですね。前年と比べると、売り上げ本数は減っても場所代はふえ

ているというのがわかるんですけれども、その辺、以前からお話ししているように、１本

当たり幾らというのが高くなったから多分、お金はたくさん入ってきていると。それで本

当にいいんですかね。考え方です。 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 こちらの一般競争入札につきましては、委員おっしゃるように売り上げが減っておるの

に貸し付け料、いわゆる賃料のほうが上がっているやないかというご意見だと思うんです

けれども、こちらの四日市ドームの自販機につきましては既設ということで同じ台数で変

更ございませんでした。入札に関しましては、新規で新たに自販機を設置ということにな

りますと、前年度どのぐらいの売り上げがあったかというのをベンダーさんのほうが実際

入札をする際にどのぐらいの売り上げを見込んで貸し付け料を入札するということができ
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ませんので、そういった中でそういう不公平感、非常に損をしていただいてまでというこ

とでは余り、かなり課題が多うございます。 

 そういう中で、平成26年７月に要綱のほう、入札総額というわけじゃなくて、売上金額

に乗じる料率という中で、入札の制度も改善をさせていただいた次第でございます。 

 結果として、今、平成26、27年度の実績の中で、４カ月という短い期間でございますの

で、その中で実際の売り上げは、結果としてこういう結果になったところでございますけ

れども、それぞれ応募していただいた、入札に参加いただいたベンダーさんの企業につき

ましては、昨年の実績、平成26年度の実績を加味した上で入札にご参加いただいたという

ふうに管財課のほうでは考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 もう一つ読み取れるのが、自販機のメーカーによって平成26年度、平成27年度の売り上

げ本数が変わっているところと変わっていないところがある。言ってみれば、一流、二流、

三流と、メーカーでもあると思うんですけれども、当然、市民のニーズが高いのは一流メ

ーカーの商品であって、それが、二流、三流のメーカーになればよそで買ったほうがええ

やないかという側面もあると思うんです。 

 それを同じ土俵に乗っけて、入札でやる方式がいいのかどうかというのも、昨年度も話

ししたと思うんですけれども、結果がこういうふうに出ているので、売り上げが下がって

いると、本数が、その辺はやはり真摯に受けとめてもらわなあかんと思うんですわ。 

 同じメーカーの自販機を何台も置いても効果はないよと、市民はいろいろなものを選ん

で買える状態が望ましいということは理解していただいていると思うんですが、やはり２

社しか入っていないですよね、これ。それで、三つの入札機会に分けて選定はしていただ

いたと思うんです。それなら、やはり違うメーカーが３回に分けて入札をされたのなら、

三つのメーカーが、違う種類のメーカーさんが落札、応札できるようにするべきだったと

思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

○ 石川財政経営部参事・管財課長 

 応札に、例えば、物件番号１でございます、３台が同じ場所に全て並んでいるわけでは

なくて、ばらばらなんですよ。３台でドームも広うございますので、それぞれ設置場所が
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違いますので、例えば、アサヒカルピスビバレッジさんについては、南側、南の正面入り

口に１台ととかという形で、設置場所についてはばらばらで、３台が全て同じところにア

サヒばっかり並んでいるかという、３台が並んでいるわけではございませんので、そうし

た中で、過去、その場所でどれほどの実績があったかを加味した上で各業者さんが応札し

ていただいたというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 ３台一遍に並べて入札をしようとしたのを、変更したのは私じゃないですか。私が指摘

して、こんなやり方おかしいといって変えていただいたと思うんですよ。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 今、言われたのは、要するに、利用者にとって同じような自販機ではなくて、例えば、

メーカー、例えば、ここで個別の話をしていいのかどうかわかりませんけど、僕が知って

いるパターンのところでいえば、例えば、サントリーのボスとかという部分とかは、アサ

ヒカルピスのほうではやっていないという意味合いの部分で、多くの種類を用意したほう

がよかったのではないかというようなことに対しての今、答弁で、ちょっと少し内容は違

うのかなと思っておりますので、それについてのちょっと補足の説明をお願いいたします。 

 

○ 中山管財課課長補佐 

 今、森委員のおっしゃったご指摘については、私もそのとおりだと思います。 

 休会中所管事務調査の折にもその旨、お話をさせていただいたかと思いますが、四日市

ドームの西側のところに自販機が３台並んでいるんですけど、現状、今の並び方をいいま

すと、四日市ドームのアリーナから西の鈴鹿山脈のほうを見る形で順番に左側からアサヒ

カルピス、コカ・コーラ、アサヒカルピスとこういう並びになっています。 

 森委員さんがおっしゃるように、アサヒカルピスの自販機がそこには２台存在するとい

うことになります。利用者の目線から見れば、そこには違うもう一社、第三の業者さんが

入っていれば、より商品の選択肢が広がって、利用者ニーズにより高いレベルで満足をし

ていただけるということになるというのは私もそう思います。 

 ですので、次回、これを反省して、次回の選定におきましては、そういった形で、休会
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中所管事務調査のときにもお話ししましたけれども、仮にもし、入札でという話になれば、

いわゆる１抜け方式と申しますけれども、物件１の落札候補者になった方については物件

２、物件３の入札は無効にするよと、物件１をとったら２番、３番の物件にはもう入札、

札を入れていても、その札は無効にしますよと。同じように物件２を落札候補者になった

方については、物件３に対して入札しておってもその札は無効にしますよという形で事前

に明らかにして、物件１、２、３の順番で開札をし、落札候補者を決定しますというよう

な順番で開けていけば、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社という形で３社の落札候補者が決定をできると

いうことで、森委員が言われるより利用者の側に立った設置ができるというふうに考えま

す。 

 ただ、この入札でもって初めてこうなったのかというと、実は、平成26年度、入札前に、

じゃ、どういう自販機が置いてあったのかというところをちょっとスポーツ課のほうで聞

いてきたんですけれども、同じように四日市ドームのアリーナから鈴鹿山脈のほうを見て

いただくと、左側からペプシ、真ん中がペプシ、一番右がコーラということで、ペプシさ

んの自販機は２台並んでいたという状況があったようでございます。 

 ただ、ペプシさんの自販機がその当時どういうドリンクをその中で販売しておられたか

というのは私も承知しておりませんので、たくさんのドリンクを販売しておられる事業者

さんでございますので、隣同士の自販機でも違う商品が並んでおったということは十分あ

り得ると思います。 

 以上でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 全く、そのとおりだと私も思います。今、説明していただいた並びで、やはりメーカー

さんによって力が違うんですね。それを同じ土俵で評価する一般競争入札というのはいか

がなものかと。やはり商品力が違うメーカーさんを審査するのに、プロポーザル方式のほ

うがより丁寧な審査ができたはずなのに、それを無理やり一般競争入札にしたがためにこ

ういう弊害が出ているんじゃないか、そういうふうに考えるわけなんですね。そうは思わ

れませんか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ここについては、内田財政経営部長、基本的な話ですので、答弁お願いできますか。 
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○ 内田財政経営部長 

 四日市ドームに設置する自販機の選定方法につきましては、ちょっと私も昨年部長に就

任してからずっと森委員のほうからいろいろご意見頂戴しながら進めさせていただいてい

ます。最終的には平成27年２月定例月議会の総務常任委員会の協議会で一応、両者のメリ

ット、デメリットを比較させていただいて、あるいは森委員の言われるいろんな要素も踏

まえて、こちらでお諮りさせていただいた経緯を踏まえて今回、入札をさせていただいて

おるということでございますので、当然、一般競争入札によって、これからいろいろ課題

が見えてくる、そういったことについては我々も真摯に受けとめて、それについての改善

については考えていく必要があろうと。 

 その業者選定の方法につきましては、その協議会の折に、従来のプロポーザル方式でや

ってきたいろいろな評価項目、この項目について、その当時の状況と大分変わってきて、

入札参加資格等々でクリアできると、ですから、評価比較できる項目から、もう入札参加

の条件に変わってきておる部分があるということで、そういった意味ではもうあと金額の

価格競争しかないだろうという考えをお示しさせていただきました。 

 だから、その経緯を踏まえた結果でございますので、その選定方法についてはある程度

ご理解いただいた上でさせていただいておるという認識でおります。 

 以上でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 全然違うよ、部長。やはり、一番懸念されたのは、市民のサービスの低下なんですよ。

市民が何を求めているか。やはり、市民が飲みたいものを提供できるかどうかなんですよ。

それを狭めてしまったから売り上げが落ちたんじゃないのかなと。一番売れる時期のゴー

ルデンウイーク前後、時期的に、このときの本数が顕著に落ちているじゃないですか。 

 これからスポーツの秋に入ってくるんですけれども、そのときの数字を拾っていただい

ても多分、そういう結果が出るんじゃないかなという予測はつくんですけれども、これ、

１年通してまた検証していただいて、よりそういう状態が鮮明になってくると思うので、

引き続き結果を報告していただきたいと思いますし、それを踏まえて、やはりこれ、５年

契約にしたということもネックだと思うんですよ。今まで、３年契約だったのがなぜ５年

契約にしたのか、その理由は委員会に示されていないんですよ。その辺はいかがですか。 
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○ 中山管財課課長補佐 

 設置期間、契約期間が、以前プロポーザル方式のときは３年間で、一般競争入札以降は

設置に関する要綱を定めていまして、最長５年という形で定めております。 

 ３年から５年に延ばした理由でございますけれども、事業者さん、ベンダーさんから見

たときに、より長い期間そこで設置をすることができる契約のもとで入札に参加していた

だくほうが、落札といいますか応札していただく金額を上げる効果が見込めるのではない

かと、なるべく長くそこで商売をしていただけるという環境を提供させていただいて、よ

り高い金額で応札していただいて、財産の有効活用を図って新たな財源をというところで、

そういう目的でもって期間を長く設定したというところでございます。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員 

 だから、全然市民目線に立っていないじゃないですか。一番最初四日市ドームができた

ときに自販機を設置した業者はＪＴさんで５年契約だったんです。その次から３年に変え

たんですね。なぜ変えたのか、やはり、自販機の業界、飲料メーカーの業界自体が商品の

開発能力が物すごく高くて、１年、２年でヒット商品がかわっていくと。それで、市民ニ

ーズが変化するのを対応するために５年から３年に変えていった、そういう経緯があるん

ですよ。なのに、なぜまた５年に戻す必要があったのか。業者がもうけられるようにとい

う目線しかないんですか。そんな目線、要らんでしょう。市民から見たら、やはり新しい

メーカーさんではやっているものを飲みたいじゃないですか。 

 そういう目線が欠けていると思うんですよ。いかがでしょうか。 

 

○ 中山管財課課長補佐 

 この設置した自販機のベンダーさんのメーカーは、確かに５年間変わりません。コーラ

さんならコーラさん、ペプシならペプシさんで変わりませんが、中で販売していただくド

リンクについてはそのときどきのメーカーさんが売れ筋とお考えになる商品が入れられて

いるというふうに、これはもう市場原理に基づいてそういう形で、当然そうやってなって

いくと考えますので、メーカーさんによってヒット商品云々という部分で、若干の差は、

やっぱり差はあるんでしょうと思いますけれども、各メーカーさんそれぞれで、その中で
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商品開発をされてヒット商品を生み出す努力をされておりますので、どこのメーカーだか

らいいとか、一流ではないとか、二流、三流だということは私どもからこれは考えること

もございませんし、以前のプロポーザル方式で事業者を選定していた折も、評価する基準

の中に、どこのドリンクを置かれるんですかという、例えば、具体的なメーカー名を出し

てちょっと適切ではないかもわかりませんけれども、コカ・コーラさんであれば、例えば、

満点で、それ以外のメーカーさんではちょっと落ちるとか、そんな配点はしておりません

ので、プロポーザル方式においてどこのドリンクメーカーを置くから優劣をつける、競争

する、評価をするといったことはなかったはずでございます。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員 

 そんなことはないですよ。プロポーザル方式のときに、パンフレットを取り寄せて、ど

のような商品がラインナップされていますかと、例えば、炭酸飲料、果汁飲料、健康飲料、

お茶、コーヒー、そういうのを全部プロポーザル方式の中の審査項目に入れて点数をつけ

ていたはずなんですよ。それをやめて、値段だけにしたと。こんな乱暴な入札に変えたか

らこんなことになっているんじゃないですか。 

 今、ついている自販機の売り上げ本数が落ちているのは現実なんですよ。以前、ついて

いた自販機のほうのが商品力があったという証拠じゃないですか。前年同月で見たら、売

り上げが変わっているんですから。だから、心配されていたことが現実に起こっていると。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 今の部分のところで、森委員もこの３カ月のところの状況はそういう状況になっている

という指摘をされている中で、１年間その経緯を見ていかなあかんよねという意見も言わ

れておりますので、ただ、今の現状はそういう状況であるという指摘の部分のところにつ

いては行政側としてはしっかりそういう意見があるというのを受けていただく中で、これ

は平成26年度の決算という部分のところでありますので、今後の部分については、この８

月定例月議会後に、また、時間をとって入札制度についてという部分の休会中所管事務調

査というのも準備はしてありますので、そこについては理事者側もしっかりと意見を聞き

入れておいて、今後の対応でお願いしたいと思いますが、森委員、その形でお願いできま

せんでしょうか。 
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○ 森 康哲委員 

 はい、わかりました。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 じゃ、それでよろしくお願いいたします。 

 他にご質疑ございますか。 

 

○ 谷口周司委員 

 ちょっとふるさと納税のことで教えてください。 

 今、競争に乗っかるというか、そこに合わないとは聞いたんですけど、ただ、まあ、で

も言っても入ってくるべきものが減っているというのはもう現実だと思いますので、そん

なに目を背けてはいられないのかなと思うんですけど、この感謝の気持ちの品、これって

いうのはどういうふうに選ばれているんでしょうか。 

 

○ 大谷市民税課長 

 今、お礼の品の運用につきましては、じばさん三重の中に名品館というのがございます。

そちらのほうの品の中で、送料とか送付のしやすさ等も協議の上、お礼の品として選定を

させていただいておるところでございます。 

 

○ 谷口周司委員 

 そのじばさん三重のものを使うというのも、それはかなり有効やと思うんですけど、今、

それで余り応募が少ないとなると、やはり新しく更新していくとか、四日市の、これから

名産になり得るかなという、そういったものもぜひ目をつけていただいて、こういういい

アピールの場にもなると思うので、今現在のじばさん三重のものプラス、ぜひこれから四

日市の名産になるであろう、こういったものもぜひ目をつけていただきたいなと思います

ので、これは意見としてお願いいたします。 

 あと、教えてもらいたいのは、２万円納付して、感謝の気持ちを送ります。物、お金か

かります、送料かかります。大体２万円もらってどれぐらいの経費をかけて送ったりして

いますかね。 
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○ 大谷市民税課長 

 それは、例えば、人件費等は除いてということでよろしいでしょうか。 

 

○ 谷口周司委員 

 はい。 

 

○ 大谷市民税課長 

 お礼の品プラス送料でおおむね寄附いただいた額の半分ちょっと切る程度で運用をさせ

ていただいております。 

 

○ 谷口周司委員 

 ありがとうございます。 

 他市ではもらった以上に返しているところもあると聞くので、そんなことをしておった

ら本当に意味ないなと思って、よかったです。安心しました。ありがとうございます。 

 以上です。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございませんか。 

 

○ 藤田真信委員 

 済みません、一般質問にありました市税収納率の件でちょっとお伺いしたいんですけれ

ども、今までの累積が全部で99億円というのはそのとおりなんですよね。ちょっとそこも

お聞きしたい部分いっぱいあるんですが、ちょっととりあえず、きょうの資料の１ページ

の四つ目に主な税目別収納率（現年）の違いということで、ちょっと疑問に思ったのでお

聞きしたいんですけど、軽自動車税が98.19％ということで、まあまあ収納率は悪いのか

なという気はするんですけど、これ、普通、軽自動車税って車検で証明書として要るじゃ

ないですか、基本。そういったときに判明したりとかというのはありますよね。車検受け

られないわけですよね。なのに、税金は払わないという方がみえるということですか。 
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○ 竹野兼主委員長 

 ほかの自治体でも98％台ですけど、足りない部分、1.何％の部分ということです。 

 

○ 中根収納推進課長 

 委員おっしゃるように、通常、長年利用して乗るということであれば車検のときがあり

ますので、ちょっと車検まで払わんでいいかと、そういうものじゃないんですけれども、

車検の折に証明が必要でございますので、ご納付いただく方はままあります。 

 ここの滞納については、次回の車検までに廃車等をされて、納付がないという状況もご

ざいますので、そういう方がいわゆる滞納になりやすいという現状がございます。 

 以上でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 納得できました。 

 あと、ごめんなさい、ちょっと違うところでお聞きしたいんですが、主要施策実績報告

書の24ページの寄附金というところでちょっとご質問なんですけど、目１で一般寄附金と

か目２で総務費寄附金というのがずっとあって、目６の衛生費寄附金とかというところま

であるんですけど、これというのはどういう違いがあるのか、教えていただけますか。 

 

○ 田中財政経営課長 

 こちらの寄附金でございますけれども、寄附には通常使途を定めないといいますか、一

般寄附金というのがございます。これが、目１の部分なんですけれども、使途に対して、

こういったものに使ってほしいというのがございます。例えば先般の６月定例月議会でも

ございましたけれども、国際交流に役立ててほしいとか、例えば昨年度ですと商工業に役

立ててほしいとか、そういった名前で入ってくる場合がございます。そうすると、それぞ

れの該当する基金に積んだりするケースがほとんどでございますが、例えばこの目３民生

費寄附金となってまいりますと、社会福祉の振興に使ってほしいんですというふうな形で

受け入れますと、そこで積み立てるということになりますので、その寄附する方の意向が

示された場合はそれぞれの費目へ当たるところへ行くし、なければ一般寄附金というよう

な形で受けていくと。そのような整理でございます。 
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○ 藤田真信委員 

 ありがとうございます。 

 そうすると、内部・八王子線のような内部・八王子線再生事業費寄附金とかというのは、

一過性のものなんですかね。こちらの市側からこういう寄附金をお願いしますというよう

なテーマは常に何かあるんですか、こういう内部・八王子線みたいなのが。 

 

○ 田中財政経営課長 

 内部・八王子線に関しましては、内部・八王子線の運行のために近鉄が８億円というよ

うな形で、これは平成25年度、そちらで寄附いただいておりますけれども、その当時、四

日市市内部・八王子線基金というのを設けて、そこへ収納していますので、そういった場

合については土木費寄附金で、受け皿も含めて、市のほうでセットさせていただいて準備

しておりますが、ここに上がってくるタイプの寄附金というのは、あくまでこちらから相

手の方に、これで使いますので寄附いただけませんかというようなことは基本的にはしま

せんので、市の意向でというような形ではなくて、相手の意向を尊重するような形の寄附

が中心になってくるというようなところでございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 何でこういうことをちょっとお尋ねしたかというと、国体の整備で相当額の出費が予想

されるじゃないですか。例えば、そういう国体に対してご理解のいただける方に、そうい

う基金なり寄附を求めるというような方策というのは考えられないのか、それをちょっと

お尋ねしたかったんですけど。 

 

○ 田中財政経営課長 

 かつてでございますけれども、四日市ドーム、そちらを建設したときに、例えば、四日

市ドーム費寄付金というような形で賛同を求めたことが過去にはあったと記憶してござい

ます。 

 今回、委員からお示しがあったとおり、国体の例えば体育館をつくるというようなとこ

ろでご賛同いただけませんかというようなことは、また、今後の意思決定になります。今

ちょっとここでお約束とか云々はちょっと申し上げにくいんですけれども、過去にはそう

いった事例もございますので、今後、そういったのも一つの材料として判断されていくこ
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とにはなるとは思います。 

 

○ 藤田真信委員 

 これはちょっと偏った意見なんですけど、垂坂公園・羽津山緑地の整備が国体の影響で

もう四、五年おくれるというふうに言われて、ショックを受けておりまして、地元として

は。何を言っても国体がありますので、国体がありますのでというふうなお話なんですよ

ね。 

 ですので、国体というのはある意味大事なことであるんですけれども、そういう国体で

財政出動することによってほかの予算措置がとれないというような状況にならないように

するためにも、少しでも負担を抑えるためにもこういう基金とか、そういう形でちょっと

ぜひ考えていただきますように、お願い申し上げます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 財政を預かる財政経営部長として一言、お願いいたします。 

 

○ 内田財政経営部長 

 基金の設置については特定の目的のために基金をつくるという部分と、定額積み立てて、

その運用で事業を回していく部分と、いろいろやり方はあるんですけど、そういう観点で

現在四日市も基金をつくってございます。 

 ですから、今、委員のおっしゃるように一つの大きなイベントのために、一般市民から

寄附を募るという部分については、現在もたしか私の記憶では四日市公害と環境未来館は

ホームページで寄附を募っておると思うんですけど、そういった形で、その事業を執行す

る部署が広く市民に広報媒体といいますかホームページ等で訴えていただいて、基金を募

ると、それが多分ふるさと納税の税制度の恩恵もございますので、やっぱりその事業をし

っかり市民にアピールしていただいて、市内外に、寄附金を募って財政経営部のほうでそ

れをキャッチしてその事業費に充当していくということであれば、直ちにその基金をつく

って整備していくということよりももうちょっと迅速な対応で事業費に充てていけるのか

なということと、国体については都市基盤・公共施設等整備基金も今ございますので、そ

ちらで急に財源が要る場合には、そちらも活用しながらということも考えておりますので、

そういう点ではちょっと一つ整理してございますので、特に大きなイベントに対する寄附
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金は、しっかり市内外に事業をアピールしていただいて、寄附金をその部署でしっかり募

っていただくという方法は考えられるのではないかなと思っております。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 今の言うのは、財政の引き締めの部分、要するに、そういう先の部分について財政経営

部として、それを理由に引き締めているというような状況が起こっていかないかという部

分を少し委員からは問題視されているという部分だと思うんですけど、そこの部分の中で

の財政経営部として基本的な考え方はどうなのかなというので部長に答弁してほしかった

と思うんですが。 

 

○ 内田財政経営部長 

 済みません、ちょっと的を射てございませんでした。 

 当然、大きな事業とか、四日市が市内外にアピールしていくような事業については、当

然中長期の財政の視点でやっぱり運営していく必要がございますので、その中でしっかり

財源的な手当も見定めながら、対応してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 よろしくお願いします。 

 ごめんなさい、確認なんですけど、結局、国体基金みたいなものはできないということ

ですね。 

 

○ 田中財政経営課長 

 先ほど部長のほうからも申し上げましたんですけれども、今、この国体に関しましては、

都市基盤・公共施設等整備基金と、そちらのほうに現在、今、37億円ほどございますけれ

ども、そちらのほうをとりあえず充ててまいりたいなというふうな考え方をとっておりま

して、そちら、都市基盤・公共施設等整備基金はそういった例えば大型建設事業に充てる、

その財源として積んでおるものでございますので、今のところはそちらを活用してまいり

たいと考えております。 
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○ 藤田真信委員 

 くどいようでごめんなさい。結局、そういう都市基盤・公共施設等整備基金ということ

であれば、国体というイメージはないじゃないですか、寄附としてね。例えば、やってい

ただける人がみえたとして、国体のためやったら使ってくれという人がお金を寄附してい

ただけるような仕組みづくりというのは無理なんですかね。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 今、それはできると言ったよね。 

 

○ 田中財政経営課長 

 そちらのことにつきましては、また今後の私どもでも整理していかなきゃいけない事項

等は、例えば新たな基金の設置、そういったのをして、募っていくというのも一つの制度

の設計上考えられると思いますので、また一度検討させていただきたいと思います。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございますか。 

 

○ 早川新平委員 

 今、藤田委員が垂坂公園・羽津山緑地のことで質問されておって、国体があるから全然

できないと、それ、事実なんですか。原課に聞かなわからんのかもわからんけど。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 そういうことの報告みたいなものは財政経営部としては受けているかどうか。 

 

○ 田中財政経営課長 

 こちらの国体の関係でございますけれども、国体の整備は基本的に公園内のスポーツ施

設という形になってまいる、例えば霞ヶ浦緑地、それから中央緑地というようなところで

ございまして、使うメニュー、社会資本整備総合交付金といったメニューで１本で入って

まいりますので、例えば国体の部分でたくさん申請すると、例えば、国体だと期限がある

施設の整備となってきますと、その枠の中でぐっと食い込んでいってしまうと、例えば通
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常整備の経年的にやっている整備というところまで、例えば国が手当してくるのかという

と、やっぱり限りがあるというような状況でございますので、そういった１本の中でどこ

へ重点的に充てていくかというようなことになってまいりますと、そういった形で、これ

やるからこれ、というのではなくて、懐の一つのところへ狙いに行くと、ちょっとそうい

った形になってくることが懸念されるということでございます。 

 

○ 早川新平委員 

 懸念されるということは、例えば、地元の方々、四日市市民が通常の今までの整備がず

っと経年的にあって、それに支障が起きておるということなん、現実には。例えば、国か

ら県へ行って、50億円のうちどれぐらい来るかわからんけれども、その社会資本整備総合

交付金事業とは別で、公園の整備とか市単費の部分が僕はあると思っておるんやけど、市

民の方か藤田委員なのかわからんけれども、できませんという答えにとれるわけやな。国

体があるからできませんのやわという。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 できませんというか、おくれるという。 

 

○ 早川新平委員 

 おくれるということは、何、７年後ということですか。だから、そこの部分で、やはり

通年のところはやっぱり通年で確保していかんと、ある程度ね、何割減ったと、減ること

は仕方ないと思うけれども、それを言いわけで100％おくれるというんやったら、市民の

方、納得できやんのかなと、私はそういうふうにとります。 

 国体なんかやめちゃえやという話にもなってくるのでね。だから、そこのところをやっ

ぱりちょっと原課のところにもそういう市民に対して納得していただけるような話し方を

僕はすべきやというふうには思います。 

 続けてよろしい。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 はい、どうぞ。 
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○ 早川新平委員 

 もう一つは、１ページの市たばこ税、今23億円ぐらいあると思うんやけど、よく言われ

るのがコンビニで買われるのが四日市市へ落ちておるのかと。例えば、コンビニなんかや

と多分、配送センターは名古屋から持ってくると思うので、その仕組みの問題なんやけれ

ども、一般にたばこ屋さん方は四日市市で売っていればそこへ入るというのはわかってい

るんやけど、コンビニで買われた方のたばこというのは、現実、四日市市に入っておるの

かな。そこのところだけちょっと教えてください。 

 

○ 大谷市民税課長 

 市内で販売されたものについては、業者がどこで売ったというのを私どもに、どのルー

トということではなく、どこで売ったかということで申告いただきますので入ってござい

ます。 

 

○ 早川新平委員 

 そうすると、最終的に販売した自治体へ入るということですね。ありがとうございます。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑ございませんか。 

 

○ 樋口博己委員 

 用意いただきました市税収納率の資料の件で、まず、口座振替の比率、これ、ほかの市

町はわかりませんけれども、名古屋、横浜、佐賀、この三つ、全体収納率を考えると、非

常に頑張っていただいておるということを改めて教えていただきました。 

 これ、ちなみに平成25年度から平成26年度までの口座振替率のアップというのは何％ぐ

らいなんですか、これは。何ポイントアップなんですかね。 

 

○ 中根収納推進課長 

 口座振替率のアップですが、ちょっとお待ちくださいませ。 

 

○ 佐藤収納推進課課付主幹・管理係長 
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 口座振替率のアップにつきまして、平成25年度から平成26年度につきましては、0.67％

アップしております。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、四日市としては経年的に口座振替を強力に推進していただいてきたという

ことで確認させていただきました。 

 あと、市民税の個人分の特別徴収、いわゆる会社がかわりにやっていただいているとい

うやつ、これも非常にパーセントが高くて、平成25年度から平成26年度は5.34％というこ

とで、確かにこれ、事業所に個別にご案内して推進いただいたと思うんですけれども、こ

れ、平成24年度から平成25年度のアップ率の数字って持ってみえますか。 

 

○ 中根収納推進課長 

 この率につきまして、決算関連資料の債権管理の適正化という、一番裏面でございます

けれども、率としましては平成24年度については特別徴収は 85.03％、平成25年度は

85.35％、平成26年度については記載の90.69％と、着実に推進は図られているという状況

でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 わかりました。これも頑張っていただいているので、すばらしいことだと思います。 

 そういう中で、この３市と四日市を比べただけの私の感覚なんですけれども、これだけ

口座振替であるとか特別徴収を推進いただいていて、名古屋市よりも四日市市がトータル

で全体の収納率で2.何ポイント低いというのは、ちょっと市民の状況が違うのが背景にあ

るのかなという感じはします。この数字を一律で評価、2.何ポイント低いからもっと頑張

れという話ではなくて、市民の状況、地域の状況を考えると非常に頑張っていただいてい

るんだなということを感じました。 

 一方で、この５の滞納繰越額、これが若干高いというので、ここが少し課題になるのか

と思うんですが、この辺はよく分析、これが一番の収納推進課の課題と思うんですけれど

も、やっぱり個別的によく滞納者と連携をとっていただいて、丁寧に相談に乗っていただ

いて、この3.3％の中身をやっぱりきちっと、他と比較してどうなんだという話じゃなく
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て、本市においてはこのように相談、対応しておって、こういうような状況を把握してい

ますと。それでいいという話ではないんですけれども、より丁寧なそういう滞納者に対す

るアドバイス、相談という姿勢をきちっと表に出すようなこういう主要施策実績報告書の

書き方、これをちょっと推進いただけると、非常に名古屋市、横浜市に負けていないなと

いうことを改めて確認できるのかなと思いますので、ちょっと私、正直なところ非常に頑

張って、99億円という話はありますけれども、これは経年的に99億円たまっているという

話なので、ここ数年間、収納推進課を設置いただいて、非常に頑張っていただいているな

ということを私ここ数年、一番評価させていただきます、これは。 

 ですから、今後、この3.3％の中身をしっかり把握いただいて、当然、私もいろいろ相

談いただいて、ご無理を言って分納の相談を再三していただく場面もたくさんあります。

そういうことをしっかりと引き続き、これまで以上に頑張っていただきたいなということ

で、もうこれは最大限評価させていただきたいと思います。 

 次、よろしいですか。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 はい、続けて下さい。 

 

○ 樋口博己委員 

 代表監査委員の決算についての所見のところで、ちょっと２点ばかりあるんですけれど

も、これも市税の高い収納率という評価もいただいていますよね。その中で、市全体の市

債残高が減ってきてはおると。前年度から44億円減少しているけれども、このスピードが

少しブレーキがかかっていますよというところと、あと、将来負担比率、ここなんかの経

年的な目標を持ちなさいよというようなことも指摘をされておるところなんですけれども、

ここのところをちょっと考え方を教えていただきたいんですが。 

 

○ 田中財政経営課長 

 まず、一つ、市債残高のことでございます。この市債残高が近年、減少しているという

ところなんでございますけれども、一つは、大体、一度、起債を借りますと、ものにもよ

りますが、例えば、設備系のもので15年、それから建築物で20年、下水道関係ですと30年

とか、そういった長い年数の償還になってまいります。 
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 近年、減少しているのは、これを振り返ってみると20年ほど前になりますけれども、経

済対策というようなことで国費もふえ、非常に多額の事業費を執行していた時代がござい

ます。端的に言いますと、７年間で起債残高が一気に２倍ぐらいになるぐらいの事業量を

しょっていた時代がございますが、その部分の償還が年々、20年経過して終わっていくと

いうようなことでございまして、その部分でどんどん減っていくんですけれども、そうい

った一つの山の償還が終わってしまうと公債費の支払いそのものも減ってまいりますけれ

ども、いわゆる市債残高が平均化してくるというんでしょうか、そういった部分にだんだ

ん追いついてきますよというようなところがございまして、その部分を見て、例えば、

100億円払うと100億円残高が減ると、そのようなことでございますけれども、払うのも減

りますが残高の減りのスピードも今後はおくれてきますよというようなことを一つ指摘を

いただいているというようなところでございまして、例えばどんどん、また、起債を新た

にしていくとまた膨れ上がってきますよと、支払いが少なくなって、その分、どんどんま

た起債していくと、どんどんまた膨れ上がって過去のような大きな形になりますよという

のが一つ、警鐘を鳴らされているんじゃないかというようなところを思っておるところで

ございます。 

 それから、もう一つが、こういった目標を持つべきではないのかと、将来負担比率とい

うことがございました。 

 これには二つの側面があると思っているんですけれども、例えば、一つ財政の引き締め

引き締めというような形でいってしまうと、逆にいうとこの整備、いろんな需要に応えき

れないというようなこともあるというような、いわゆる引き締めの部分と将来の投資をお

くらせるというようなことになってはならないので、一つ目標を持って、その幅まできち

っと事業をしていったらどうなんだというようなことが、この目標を持てというところの

意味合いというふうに理解してございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 わかりました。 

 そうすると、逆に市債残高というのは、少しスピードはおそくなってきているけれども、

確実には減っていると。これはゼロになることはないと思うんですよね。例えば、この先

10年間ぐらい、国体がありますよね。国体を終えて、今から10年間ぐらいの先の市債の残

高というのはどれぐらいのイメージを持ってみえるんでしょうかね。中期財政収支見通し
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にあるのかもわかりませんけど。 

 

○ 田中財政経営課長 

 市債残高も、先ほど申し上げた、どれぐらいの事業をしていくかということにやっぱり

大きく起因してまいります。例えば、新総合ごみ処理施設みたいな170億円になろうとす

るような、ああいった大型事業をすれば当然、市債も膨らんでまいるというようなところ

でございますけれども、今、こちらの主要施策実績報告書のほうで市債の残高のほう、後

ろのほうで、たしか727億円程度だったというふうに、ちょっとお待ちください。一般会

計で728億円、主要施策実績報告書で、301ページ、そちらのほうに市債の目的別の発行の

状況と、それから、平成26年度の元利償還額、それから差し引いた現在高というのが記載

してございます。 

 そちらで、例えば、これ今後どうなっていくかというようなところですが、一つ、ちょ

っと目安としてご説明いたしますと、例えば、平成26年度の真ん中の少し下あたり、元金

償還の欄、上のほうではＣ欄と、（Ｃ）と書いてございますが、例えば一般会計で元金を

支払ったのが平成26年度は96億円というようなことでございます。 

 一方、平成26年に発行した額、その左になりますが、一般会計で68億円というようなこ

とでございますので、差し引きいたしますと約28億円の残高の減と、そのようなことに相

なるわけでございますが、先ほど少し触れましたが、この元金の96億円という数字、償還

してじりじりと減ってはまいります。なので、いわゆる残高の減るスピードは鈍ると、そ

ういったことになってくるわけなんですが、一つ、この差し引き現在高、ちょっと少し話

はそれるかもしれませんけれども、一体どの程度が適正なのかというようなことになって

きますと、今、示されているのが財政健全化のいう一つの上限、15％、20％とかあります

が、そういったのを超えるとレッドゾーン、再建計画をつくれと、こうなってくるわけで

ございますが、今の本市の状況から見ればその数字が非常に遠いものでございます。 

 この次に、じゃ、どの辺が適正かとなってくると、いろんな形の物差しがございます。

一つは基金残高が、これはまた300億円ばかりあるんですけれども、それの例えば何倍ぐ

らいがいいんじゃないのかとかいう物差しも一つございますし、あと、もう一つ言われて

いるのが96億円、年間払っているのであれば、今の借金をもうやめて、このまま償還ばか

りしていくということになれば、この96億円をずっと払っていけば、7.何年で償還ができ

ると、こういった物差しもございます。 
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 いろんな物差しがあって、どれが決定的というのはまだないんですけれども、そういっ

た物差しを当てていく中で、どの辺が適正かというのはこれから今後の事業も見ながら、

一つ中期財政収支見通しというのもございますので、その中で一つ、一遍ちょっと考えさ

せていただきたいなというふうには思っておりますが、今後、少子高齢化の問題というの

も考えていきますと、やはりマイナスの方向というんですか、ふやす方向には少なくとも

ないというようなことでございますので、そういった点も踏まえながらどの辺の着陸が一

番望ましいのかというのを一度検討させていただきたいとは思っております。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、一つちょっと教えてほしいんですけれども、減らす方向にはあると思うん

ですけれども、国体がある中で、国体前は若干ふえるという可能性も、イメージもあるん

でしょうかね。一時的に施設整備にかかるというふうに関しては。 

 

○ 田中財政経営課長 

 国体のほうで、教育委員会のほうから96億円というようなご説明があったかと思います。

そのうちのある程度の部分、半分以上の部分は恐らく起債に頼るような形になってまいり

ますと、60億円とか、そのような数字が出てくると思うんですけれども、その部分が例え

ば３年間ぐらいにのしかかってくると思いますので、その部分はやはり、ほかで抑えたと

しても、その分はやっぱり確実に乗ってくるというようなことになりますし、例えば、今

回の新総合ごみ処理施設なんかにいたしましても、平成27年度に関しましては、この予算

のベースで見ていきますと償還額よりも借りるほうが多いというような状況が生まれてま

いります。 

 単年で見ていけば、どうしてもそういった状況はもう避けて通れないと思うんですけれ

ども、一つ長い目、５年スパン、10年スパンというような中で、確実に落とすようなこと

を考えていくというのが一番現実的ではないのかなと。単年云々でやってしまうと、やは

りそういった年が出てまいりますが、中期を見通した中で全体として落ちていくような方

向で考えていきたいなというふうに思っております。 

 

○ 樋口博己委員 

 ことしは2015年で、10年たつと2025年、2025年から2030年ぐらいが一番労働者人口が減
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って高齢者がふえるタイミングなので、今言われたとおり減らす方向には間違いないとい

うことだと思いますので、しっかりとそういった先の民生費、増が見込まれますので、堅

実な経営をお願いしたいなと思います。 

 

○ 森 康哲委員 

 垂坂公園・羽津山緑地ですけれども、これ、物すごい前の計画ですよね。もともと市の

公園をすり鉢状のところを整備してから、平成９年に三重県環境保全事業団が今の羽津中

学校の北の部分を買収して、都市公園化して、それを市が移管を受けて今、管理をしてい

ると。その続きを今、市が引き続き整備をしていっとると。もう20年以上かかっておるん

ですよね。当初の公園整備事業から。これ、いつまでかけるつもりなんですかね。当初の

計画からいったらもうとっくにでき上がっておらなあかん計画なんですよ。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 これについては、わかります。 

 そこの部分については……。 

 

○ 森 康哲委員 

 財政的に。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 財政的な考え方という形でよろしいですか。 

 

○ 森 康哲委員 

 そう。もう一つ言うと、計画に対して事業が進捗しないからということで、減額補正を

ずっとやってきた経緯があるんですね、ここに関しては。せっかく今、前に進み出したと

ころなんですよ、新たに。いろんな問題があって、開発業者が入ってきて、訴訟問題とか

あって、ようやく前に進み出したところで財政的に壁にぶち当っている状態なんですね。 

 そういう事業に対して、財政経営部がストップをかけたら、またこれ延びるんですよ。

その辺の考え方を、財政的にお聞きしたいと思います。 
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○ 竹野兼主委員長 

 基本的な考え方ということでお願いします。 

 

○ 内田財政経営部長 

 全ての事業に共通するかもわかりませんけど、確かに今おっしゃられた垂坂公園・羽津

山緑地も含めて、我々も向こう10年間、いろいろ各事業から、担当部署から事業計画をヒ

アリングして、当然、市債及び国、県の財源等の可能な限り情報を集めて10年間計画して、

その中で市民サービスができるだけ低下しないように、財政負担も、当然財政健全化も考

えながら市民サービスが低下しないようにということで、極力財政運営を考えています。 

 その中の一つの事業でございますので、ですから、全体の中で見たときには計画の中で

位置づけられておる事業でございますけれども、どうしてもその事業進捗あるいはほかの、

国からあるいは県からの要因によって、事業計画に進捗が図れやん部分、この部分もやっ

ぱりあるわけですね。それをどう調整するかというと、やはり市民サービスを低下させな

い、あるいは市民の生命、財産を守る優先度、そこら辺をやっぱり十分考慮して、財源的

には手当していくのが我々の考えでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 地元の住民からすると、もうとっくにでき上がって、公園化すれば、あそこの垂坂公

園・羽津山緑地の東側には道路計画もあるんですよね。その道路計画の上に、今、現状は

家が建ってきておると。どんどんどんどん、民間の家が開発によって建てられておる状態

だと。このまま放っておけば、もう道路計画も絵に描いた餅ですわ。 

 だから、そういうふうにほかへの影響が出始めているんですよ。公園だけじゃなくてね。

そういう民間の開発が進めば進むほど、調整池をつくらずに分割して開発するもんですか

ら、その下が、いったん水が出て、垂坂公園・羽津山緑地からいったん水が出て影響が出

てくると。下の沢の川へ流れ込む流量がふえて、米洗川があふれる、そういう縮図になっ

てくるんですよ。 

 いろんな影響が出始めているので、きちっとした公園の整備はやっていただかないと、

このまま乱開発を進めるのを見過ごすわけにはいかない。公園を整備することによって、

樹木の保全をきちっと図ってもらわないと、いったん水が出るような状態で放置されても
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らったら困るんですよ。 

 せめて財政的措置をきちっとしてもらわないと、そこの部分でとめていては、せっかく

前に進められることができる環境に今あるんだから、その辺はしっかりタイミングを逃さ

ずに財政措置をしていただきたいと思うんですが、部長、どうですか。 

 

○ 内田財政経営部長 

 今委員がおっしゃられたいろんな影響、これはちょっと都市整備部から我々もしっかり

内容を聞かせていただいて議論はせなあかんと思うんですけど、先ほど言いましたように、

もしそれが市民の生命、財産に直ちに影響が出るということであれば、その前にも私言い

ましたか、当然、国、県等の財源ではなくて優先順位は上げていかなあかんと、そういう

意味では財政的な措置は出てくるだろうと思いますので、それはやっぱり現場を知ってい

る都市整備部ときちっと話はしながら進めていく必要があると、このように考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 細かいことを申しますけれども、一応、あの垂坂公園・羽津山緑地は垂坂地区、いざと

いうときに避難をする場所として住民には伝えられているわけなんです。だから、住民の

いざというときの、命とまでは言いませんけれども、それにはつながる公園であるという

ことだけはちょっと認識をお願いいたしたいと思います。 

 

○ 早川新平委員 

 今、森委員にも関連するんやけれども、優先順位、それは確かに大事なことやと思う、

毎年のね。だけど、それでもう何年も先送りになっていくといかんので、ある程度の計画

を立てて住民に周知をしないことには、そら優先順位といわれりゃ、そら仕方ないなだけ

れども、先が見えないやつというのは不安ばっかりあおるだけやから、きちっと計画を立

ててほしいということ。 

 もう一点は、決算関連資料７ページのごみ処理手数料、非強制徴収公債権のごみ処理手

数料って、これ、100％になるはずやのに、５億4000万円、昨年の実績、99.9％とか、前

年度の平成25年度99.34％、小さなところやけど、この理由は何。微差の差やろうけど、
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500万円くらいやと思うんやけど。 

 

○ 田中財政経営課長 

 済みません、昨年まで生活環境課長でございましたですけれども、そちらの１件は、一

部、通常、窓口で全額納めていただくんですけれども、業者さんの中で大量にごみを搬入

するところはカードというのを渡していまして、後納払いと、いわゆる窓口の混雑を避け

るために、そういうことを認めています。 

 その中で、やはりちょっと支払いがおくれた業者さん、例えば一月分、請求をしても若

干おくれて払ったというので、そういうのが１、２件、生じて、このおくれにつながって

いますので、ただ、いつまでも滞納しているともう許可の取り消しといったことにまで発

展しますので、必ず納めてはもらうんですが、ちょっと忘れていたとか、そういったよう

な状況でございます。 

 

○ 早川新平委員 

 たしか前、それ、もう中止になったん違うの。まだそれ続いているの、前途金でこうや

っている業者でしょう。 

 

○ 田中財政経営課長 

 こちら前途金というのじゃなくて、まだ、いわゆる後納払いというのは続いております。

新規はもう認めておりませんけれども、過去からの部分についてはまだ残っているという

状況でございます。 

 

○ 早川新平委員 

 頑張ってください。 

 

○ 竹野兼主委員長 

 よろしいですか。 

 他にご質疑ございませんか。 

 

（なし） 
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○ 竹野兼主委員長 

 他にご質疑もないようですので、討論に入りたいと思います。 

 討論ございますか。 

 

（なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 討論もないようですので、これより分科会としての採決に入りたいと思います。 

 議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について、一般会

計、歳入全般につきましては、認定すべきものと決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ご異議なしと認め、本件は認定すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第17号 平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決

算認定について、一般会計、歳入全般について、採決の結果、別段異議なく認定す

るべきものと決する。〕 

 

○ 竹野兼主委員長 

 ぴったり５時15分ということで、時間外はございませんので、これで本日は終了したい

と思います。 

 それでは、あす10時から、協議会から始めさせていただきますので、財政経営部のほう

はまだまだお顔を出していただきますので、よろしくお願いいたします。 

 これをもちまして、本日の委員会は終了いたします。どうもご苦労さまでした。 

 

                                １７：１５閉議     

 


